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日本大学の目的及び使命

１ 　日本大学は，日本精神にもとづき，道統をたつとび，憲章にしたがい，自主創造の気風をやしない， 
文化の進展をはかり，世界の平和と人類の福祉とに寄与することを目的とする。

２ 　日本大学は，広く知識を世界にもとめて，深遠な学術を研究し，心身ともに健全な文化人を育成する 
ことを使命とする。

 
  
  

 
 

 

日本大学教育憲章



日本大学芸術学部の教育方針

日本大学の情報管理

　本大学は，以下の情報管理宣言を定めて情報管理の徹底に努めています。学生・生徒のみなさんも日本大学を構
成する一員として，この宣言を尊重し，情報の取扱いについてのルールを守り，個人情報などを不用意に流出させ
ることのないよう十分注意してください。

日本大学情報管理宣言

　日本大学は，教育理念を実現し，社会的責任を全うし，本学の誇りを守るため，次の三つを宣言します。

　１　日本大学は，業務・教学情報の外部持ち出しを許しません
　１　日本大学は，情報を大学の重要な財産と考え，厳格に管理します
　１　日本大学は，構成員に対し情報管理教育を徹底します

　日本大学の構成員は，自らが関わる情報が，大学の誇りと構成員・校友の尊厳に関わるものであることを常に 
自覚し，良識を持って情報に接することを誓います。

卒業の認定に関する方針
　日本大学芸術学部（学士（芸術））は，日本大学教育憲章に基づき，「日本大学の目的及び使命」を理解し，次表に示す「自主創造」を 
構成する「自ら学ぶ」，「自ら考える」及び「自ら道をひらく」能力に基づく本学部（学士（芸術））における能力を修得した者に，「学士（芸
術）」の学位を授与する。

構成要素（コンピテンス） 能力（コンピテンシー）
DP1 豊かな知識・教養に基づく高い倫理観 芸術に関する豊かな知識と教養を基に，社会に対しての倫理観を高めることができる。
DP2 世界の現状を理解し，説明する力 日本及び世界の歴史や直面している問題を理解し，その多様性について説明することができる。
DP3 論理的・批判的思考力 得られる情報を客観的に捉え，論理的な思考，批判的な思考をすることができる。

DP4 問題発見・解決力 事象を注意深く観察して，自ら能動的に課題を発見し，芸術表現を通して解決策を提案
することができる。

DP5 挑戦力 あきらめない気持ちで，芸術分野の未来に向かって果敢に挑戦することができる。

DP6 コミュニケーション力 他者の意見を聴いて，自分と異なる価値観を理解・尊重し，自分の考えを伝え，他者を
納得させることができる。

DP7 リーダーシップ・協働力 集団のなかで他者と連携しながら，リーダーシップを発揮することで，協働者の力を引
き出し，その活躍を支援することができる。

DP8 省察力 謙虚に自己を見つめ，振り返りを通じて自己を高め，芸術表現に活かすことができる。

教育課程の編成及び実施に関する方針
　芸術学部（芸術）では，日本大学教育憲章（以下，「憲章」という）を基に，専門分野を加味した卒業の認定に関する方針に沿って21世
紀における芸術の持つ社会的先導性にかんがみ，学科の各々の専門教育をさらに充実・発展させ，同時に，学科の垣根を越えた総合的な
教育課程を編成し実施する。
　下表の「憲章」に基づく卒業の認定に関する方針として示された8つの能力（コンピテンシー）を養成するために，芸術・文化全般にわ
たる初年次教育，芸術教養教育，専門教育，キャリア教育等の授業科目を各能力に即して体系化するとともに，講義・演習・実習・実技
等の授業形態を組み入れた多様な学修方法による教育課程を編成し実施する。
　また，学修成果の評価は，専門的な知識・技能および態度を修得する授業科目に関しては，授業形態や授業手法に即した多元的な評価
方法により，各授業科目のシラバスに明示される学習到達目標の達成度について判定し，「憲章」に示される日本大学マインドおよび自主
創造の8つの能力（汎用的能力）への達成度に関しては，卒業の達成を測るための授業科目の修得状況や到達度と学生自身による振り返り
等をもとに段階的かつ総合的に判定する。

CP1 各学科専門科目の理論・歴史部門及び芸術教養科目，体育講義科目等を通じて，芸術に関する豊かな知識・教養を学び，倫理観
を高める能力を育成する。

CP2 各学科専門科目の理論・歴史部門及び芸術教養科目，外国語科目等を通じて，グローバルな視点を持ち，日本及び世界の歴史や
直面している問題を理解し，その多様性について，芸術の専門家として説明できる能力を育成する。

CP3 各学科専門科目の研究部門及び芸術教養科目等を通じて，様々な情報を基に論理的・批判的な思考やプロセスを持つ能力を育成する。

CP4 各学科専門科目の研究部門及び芸術教養科目等を通じて，世の中の事象を注意深く観察して問題を発見し，芸術表現を通して解決
策を提案できる能力を育成する。

CP5 各学科専門科目の表現技術部門及び体育実技科目等を通じて，あきらめない気持ちで，芸術表現における様々な問題に果敢に挑
戦する能力を育成する。

CP6 各学科専門科目の表現技術部門等を通じて，他者の意見を聴いて理解し，自分の考えを明確に伝え，他者を納得させることができる
能力を育成する。

CP7 各学科専門科目の表現技術部門等を通じて，集団のなかで他者と連携しながら，リーダーシップを発揮することで，協働者の力
を引き出し，その活躍を芸術の専門家として支援できる能力を育成する。

CP8 各学科専門科目の表現技術部門等を通じて，謙虚に自己を見つめ，振り返ることにより，自己を高め，芸術表現に活かすことが
できる能力を育成する。
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　芸術総合学部としての特徴と伝統を保持するとともに，21 世紀における芸術の持つ社会的先導性に
かんがみ，学科の各々の専門教育をさらに充実・発展させ，同時に，学科の垣根を越えた総合的なカ
リキュラムを展開することで，芸術・文化全般にわたる広い視野を持った人材を養成する。

写真学科
　撮影・プリント，展示などの実践技術および写真史・写真作品研究，写真芸術などの表現まで徹底し
た基礎教育を行い，技術・応用力をもった創造性を兼ね備えた人材を養成する。その上に，社会や諸芸
術に対する自己の考えを有する社会に貢献できる写真家，写真研究家などのスペシャリストを養成する。

映画学科
　デジタル技術の進歩で新たな時代を迎えた映像文化を，映像表現・理論，監督，撮影・録音，演技
分野で，「芸術創造」と「情報伝達」の両面から探究し，高度な専門知識と技術を身に付けた創作者，
技術者，研究者などの映画・映像のスペシャリストを養成する。

美術学科
　美術にかかわる諸分野の専門家を養成する。多様化する芸術の現状を見据え，創作と理論，歴史研
究や作品研究，表現技術の習得をしながら，作家としての自立を模索していく。また，自己の外側の
世界に積極的に関心を持ち，視野を広げ創造を喚起して，自分自身の表現の主題を明確にしていく。

音楽学科
　従来の音楽専門教育に加え，幅広い視野と教養を身に付けさせる教育を行っている。演奏や創作と
いった音楽教育もさることながら，時代に即した諸関連芸術分野の習得によって，次世代の音楽芸術
を担う人材を養成する。

文芸学科
　文章芸術の持つ精神的及び文化的な意義を考究し，かつ自らその実践者，すなわち創作者となるよ
う指導，督励することが教育・研究の主目的である。現代の広範なメディア状況のなかで，文芸創作
から社会・文化評論，ジャーナリズム，広告など，文章を通じた多様な表現現場において，第一線で
活躍できる創造力豊かな人材を養成する。

演劇学科
　「理論と実践」「基礎と応用」「専門と総合」のバランスに配慮したカリキュラム体系，並びに学生
の個性・習熟度に応じた教育体制を整備し，現代社会における演劇・舞台芸術の役割についての高い
見識と，その新しい可能性をひらいていくための技術・創造力を兼ね備えた人材を養成する。

放送学科
　多様化する情報，進化する放送技術の中で，学生個々の感性を刺激し，魅力的で独創的な作品を創
作することによって，自由に自己表現できる人材を養成する。併せて，放送メディアに関する専門知
識と情報伝達技術を身に付け，放送について深く理解し，理論的に考察できる人材，独創的で豊かな
発想力を持つ人材，さらに放送を基盤とした多様なメディアに対応できる有能な人材を養成する。

デザイン学科
　少人数教育を基本とし，感性豊かな創造力を育み，新しい時代への視野と洞察力を養う。学生一人
ひとりの個性を伸ばし，実践的なデザイン創作活動と斬新な研究からデザインの価値を生み出し，文
化の質の向上を導くことで，社会に貢献する人材を養成する。

芸術学部教育研究上の目的
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日 本 大 学 の 沿 革

　明治初年以来，外国の文明制度と法律が滔
とうとう

々として我が国に殺到し，フランス法律学校・イギリス

法律学校・ドイツ法律学校が次々に設立された頃，欧化万能の余風による外来思想と日本独自の民族

性との融合調和をはかろうとするものはありませんでした。このような状態を憂い，模倣から調和へ，

調和から創造へとすすめて，日本独自の法律文化を確立しなければならないという信念のもとに，時

の司法大臣山田顕
あきよし

義は総理大臣山県有朋と相はかり，「日本法学の振起」を志して明治 22年 10 月４日，

日本法律学校を創立，翌 23 年９月，皇典講究所内に金子堅太郎を初代校長として開校しました。

　明治 36 年８月に校則を改め大学組織となり日本大学と改称，大正９年４月には大学令による大学

となり，昭和 24 年４月に新制大学に移行しました。歴代総長は，初代松岡康
やすこわ

毅（２代校長），平沼騏
き

一
いちろう

郎博士，山岡萬
まん

之
の

助
すけ

博士，呉
くれふみあき

文炳博士，永田菊
きく

四
し

郎
ろう

博士，鈴木勝
まさる

博士，高梨公
まさゆき

之博士，木下茂
しげのり

德

博士，瀨在良
よし

男
お

博士，瀨在幸
ゆきやす

安博士，小嶋勝
かつえ

衛博士，酒井健
たけ

夫
お

博士，大塚𠮷
きち

兵
べ

衛
え

博士を経て，令和２

年９月に加藤直
なお

人
と

博士が就任して現在に至っています。（平成 25 年より総長制から学長制に移行）

　昭和 34 年 10 月には，創立 70 周年記念式典を両国の日本大学講堂において昭和天皇・皇后両陛下

をお迎えして盛大に挙行しました。更に年号も改まった平成元年 10月には，創立 100 周年記念式典を

高輪プリンスホテルにおいて天皇・皇后両陛下のご臨席を仰ぎ，盛大かつ厳粛に挙行しました。また，

アイゼンハワー米国大統領，ロバート・ケネディー米国司法長官やゴルバチョフ初代ソビエト社会主

義共和国連邦大統領をはじめとして，世界各国の学者・政治家などに名誉博士号を授与しています。

その他，海外諸大学との交流も盛んで，現在米国ワシントン州立大学や英国ケンブリッジ大学をはじ

めとして，海外学術交流提携校等は，世界 33 カ国１地域 129 大学等に及んでいます。

　本大学における教育は，日本精神に基づき，穏健着実，中正不偏をモットーに，自主創造の気風を

養い，世界に広く知識を求め，深遠な学術を研究し，心身ともに健全な文化人を育成しています。

　現在，大学院 19研究科（修士・博士前期課程 63専攻，博士・博士後期課程 66専攻，専門職学位課

程 1専攻）をはじめとし，法・文理・経済・商・芸術・国際関係・危機管理・スポーツ科学・理工・

生産工・工・医・歯・松戸歯・生物資源科学・薬の 16 学部，通信教育部４学部，短期大学部４学科，

更に，総合科学研究所，量子科学研究所，教育制度研究所，精神文化研究所，人口研究所など 34 の

研究機関と付属高校，中等教育学校，付属中学校，小学校，幼稚園，認定こども園，専門学校等を擁

しています。

　また，校有地は 3,115 万平方メートル，建物延面積 171 万平方メートルに及び，教職員数約 7,100 名，

学生数約 77,000 名，校友は約 121 万余名，政財界をはじめ各方面で活躍しています。
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日 本 大 学 の 略 年 表
（芸術学部関係除く）

明治22年10月　　日本法律学校（現・法学部）創立　＜創立者山田顕義＞
明治31年３月　　高等専攻科を設置
明治34年10月　　高等師範科（現・文理学部）設置
明治36年２月　　高等予備科・高等法学科設置
　　　　８月　　校則を改め大学組織となり日本大学と改称　徽章，制服，制帽を制定
明治37年３月　　 専門学校令による大学となる　大学部に政治科・商科（現・経済学部ならびに商学部）を設置
大正９年５月　　校歌を制定
　　　　６月　　高等工学校を設置（現・理工学部）
大正10年４月　　東洋歯科医学専門学校を合併（創立は大正５年，現・歯学部）
　　　　９月　　スクールカラーを制定
　　　　10月　　日大新聞（現「日本大学新聞」）を創刊
大正11年３月　　大学旗製作
大正12年３月　　校歌を改定
大正13年12月　　専門部に文科（哲・倫理教育・心理・国文・漢文・文学芸術各専攻），経済学設置
大正14年３月　　専門部医学科（現・医学部）設置
大正15年11月　　医学科付属病院開院（現・日本大学病院）
昭和４年５月　　新校歌を制定（現在の校歌）
昭和10年５月　　医学科付属板橋病院開院（現・医学部付属板橋病院）
昭和11年３月　　大学旗，科旗，校旗を制定
昭和13年10月　　創立50年記念式典挙行
昭和18年５月　　農学部を神奈川県藤沢市に設置（現・生物資源科学部）
昭和22年３月　　専門部工科（現・工学部）を福島県郡山市に移転
昭和23年11月　　通信教育部設置
昭和24年４月　　「建学の主旨及網領」を改め「目的および使命」を制定
昭和25年３月　　短期大学設置（現・短期大学部）
昭和26年２月　　財団法人日本大学を学校法人日本大学へ組織変更
　　　　４月　　大学院を設置
昭和27年２月　　 工学部に薬学科（現・薬学部）および工業経営学科（後の第一工学部，現・生産工学部）設置
　　　　３月　　農学部を農獣医学部と名称変更
昭和33年１月　　 文学部を文理学部と名称変更（文学部に教養部を吸収し文系の中国文学科・教育学

科＜体育専攻＞と理系の地理学科・数学科・物理学科を設置）
昭和41年１月　　 第一工学部を生産工学部と名称変更（電気工学科・統計学科設置）　第二工学部を

工学部と名称変更
昭和46年２月　　日本大学松戸歯科大学設置（現・松戸歯学部）
昭和50年10月　　日本大学松戸歯科大学を廃止し松戸歯学部を設置
昭和53年12月　　国際関係学部設置
昭和57年７月　　日本大学会館設置
昭和62年12月　　薬学部設置
平成元年10月　　日本大学創立100周年記念式典挙行
平成６年10月　　総合学術情報センター設置
平成７年12月　　農獣医学部を生物資源科学部と名称変更
平成10年11月　　国際産業技術・ビジネス育成センター（NUBIC）開設
平成13年４月　　日大iクラブ発足
平成19年６月　　本学の教育理念を「自主創造」とし，新ロゴ及びキャッチフレーズを決定
平成22年６月　　桜門会館開設
平成26年10月　　日本大学病院開院
平成28年４月　　危機管理学部・スポーツ科学部設置
平成29年４月　　認定こども園開園
令和元年10月　　創立130周年記念式典を挙行
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芸 術 学 部 の 略 年 表

大正10年３月　　東京神田三崎町，日本大学法文学部内に美学科（芸術学部の前身）が誕生
　　　　４月　　法文学部美学科開講
大正13年３月　　法文学部美学科を文学科文学芸術専攻と改称
　　　　12月　　専門部文科文学芸術専攻（専門部芸術科の前身）が併設
大正14年４月　　専門部文科文学芸術専攻開講　学部及び専門部整備の第一歩を踏み出す
大正15年１月　　法文学部文学科文学芸術専攻を文学科外国文学芸術専攻と改称
　　　　４月　　法文学部文学科外国文学芸術専攻新講座を開講
昭和２年５月　　法文学部文学科外国文学芸術専攻を，英文学専攻と芸術学専攻に分離
昭和４年４月　　法文学部文学科芸術学専攻に映画課程を設置
　　　　　　　　専門部文科文学芸術専攻に文学・演劇・映画・美術・音楽の各部門を設置
昭和６年４月　　 法文学部（芸術学専攻）・専門部（文学芸術専攻）ともに東京神田鈴木町に移転し，

これが現在の大を成す第一歩となる
昭和８年７月　　東京本郷金助町に移転し，実習室を整備した　この頃「日本大学芸術学園」と呼称
昭和12年４月　　法文学部文学科芸術学専攻を芸術学科，専門部文科文学芸術専攻を芸術科に改組
　　　　　　　　 法文学部芸術学科に文芸学，演劇美学，映画美学，美術史・音楽美学の各専攻，専

門部芸術科に創作・演劇・映画・美術・音楽の各専攻設置
　　　　　　　　付属として専科（実技科）・邦楽舞踊科・児童学園を併設
昭和14年３月　　専門部芸術科に宣伝芸術・写真・商工美術の３専攻を増設　８専攻となる
　　　　　　　　専門部予科に美術・音楽各科設置
　　　　　　　　芸術学部の紋章（通称目玉のマーク）を制定
　　　　４月　　板橋区江古田町（現在の江古田校舎）に移転
昭和18年４月　　 戦局の悪化による文部省の創作科・美術科の廃止要請に対し，やむなく専門部芸術

科は，創作科と宣伝芸術科を合併して宣伝文芸科に，美術科と商工美術科を合併し
て工作美術科とした　結局，芸術科の８専攻は演劇科・映画科・音楽科・写真科・
宣伝文芸科・工作美術科の６専攻となる

昭和19年２月　　 教育に対する戦時非常措置により，芸術教育の苦難の時代に入る　文科系である専
門部芸術科の学生募集を停止

　　　　３月　　 専門部芸術科を専門部工科（専門部板橋工科と通称）に改組し，新たに写真工業科，
映画工業科の二科を設置し，戦時中の芸術教育を工科系の中で担当した

昭和20年３月　　専門部工科（板橋工科）に音響器械科，光学器械科２科を増設
昭和21年３月　　 終戦により，昭和19年４月以降停止していた専門部芸術科（写真科・映画科・文芸

科・音楽科の各専攻科）を復活，同時に造形科を新設し５科となる　なお戦時中も
法文学部芸術学科は存続し芸術教育を保ち，新制大学への移行の基盤となった

　　　　４月　　専門部工科（板橋工科）は学生募集を停止
　　　　11月　　芸術科校舎本館全焼
昭和23年４月　　専門部工科（板橋工科）を廃止
昭和24年２月　　 新学制による大学設置に際し，芸術学部として独立，写真学科・映画学科・美術学

科・音楽学科・文芸学科の５科を設置
昭和24年４月　　日本大学芸術学部開講
昭和25年２月　　芸術学部内に日本大学江古田高等学校（定時制）を設置
　　　　３月　　演劇学科を設置し６学科となる
昭和26年４月　　芸術学部内に大学院芸術学研究科修士課程（文芸学専攻）を設置
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昭和30年11月　　芸術学部１号館竣工
昭和31年３月　　専門部各科を廃止
　　　　10月　　創設35年記念式典を挙行
昭和33年１月　　日本大学短期大学部に放送科を設置し，芸術学部に併置
昭和33年３月　　芸術学部２号館竣工
昭和35年１月　　放送学科を設置し７学科となる
　　　　４月　　芸術学部放送学科設置により，短期大学部放送科学生募集停止
昭和38年６月　　芸術学部３号館竣工
昭和41年５月　　芸術学部新講堂竣工
昭和42年２月　　館山セミナーハウス竣工
昭和44年３月　　芸術学部新校舎竣工
昭和45年４月　　日本大学江古田高等学校休校
昭和46年９月　　芸術学部図書館竣工
昭和47年11月　　創設50周年記念式典を挙行
昭和50年10月　　日本大学短期大学部放送科廃止
昭和51年２月　　日本大学江古田高等学校廃止
昭和53年５月　　埼玉県所沢市に校地を購入
昭和56年11月　　創設60周年記念式典を挙行
昭和63年７月　　埼玉県所沢市校地に新校舎建設開始
平成元年４月　　所沢校舎開設　教養課程（専門科目の一部を含む）移転
平成３年11月　　創設70周年記念式典を挙行
平成５年４月　　 大学院芸術学研究科修士課程に映像芸術専攻・造形芸術専攻・音楽芸術専攻・舞台

芸術専攻の４専攻増設　５専攻となる
　　　　11月　　所沢校舎開設５周年記念行事実施
平成６年４月　　芸術学部に芸術資料館を設置
平成７年４月　　大学院芸術学研究科博士後期課程（芸術専攻）を増設
　　　　　　　　学部間相互履修制度開始
平成８年４月　　デザイン学科を設置し８学科となる
平成10年４月　　衛星放送を利用し芸術学部発信の遠隔授業開始
　　　　５月　　所沢校舎開設10周年記念行事実施
平成11年２月　　所沢図書館・資料館収蔵庫増築
平成12年７月　　オープンキャンパス開催
平成13年11月　　創設80周年記念式典を挙行
平成15年12月　　所沢校舎テレビスタジオ棟竣工
平成16年７月　　江古田キャンパス整備事業開始
平成22年４月　　江古田キャンパス新校舎修祓式を挙行
平成22年７月　　ホームカミングデー開催
平成23年11月　　創設90周年記念式典を挙行
平成28年10月　　第3回アジア大学生映画祭を開催
平成30年11月　　江古田校舎A棟竣工
平成31年４月　　全学年江古田修学開始
令和３年３月　　創設100周年を迎える
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ⅠⅠ はじめに

　入学時および各学年次の始めに，学習についての指導（ガイダンス）が行われます。その際，当該
年度の授業時間割集などが配布され，学科目の学び方，単位修得の方法，選択科目の選び方などが説
明されます。また，コース・専攻によって，履修科目が異なる場合があるので，ガイダンスには必ず
出席して，十分に指導を受け，シラバスなども参照しながら卒業までの履修並びに単位修得に遺漏の
ないように注意してください。

１ 開講科目
　芸術学部の開講科目は，全学共通教育科目，第Ⅰ群 芸術教養課程科目（芸術教養科目・外国語
科目・保健体育科目）・第Ⅱ群（学科別授業科目・共通専門教育科目）・第Ⅲ群 学芸員課程科目・
司書教諭課程科目・司書課程科目及び教職に関する科目に分かれています。

　　※　図式にすると次のとおりです。

　　　　（注1）　共通専門教育科目の単位数は，各学科授業科目（58単位）に含まれます。
　　　　（注2）　 第Ⅱ群美術学科及び文芸学科に属する教職教科部門・第Ⅲ群学芸員課程科目・司書

教諭課程科目・司書課程科目及び教職に関する科目は卒業単位に含まれません。

２ 履修形態
　　全学共通教育科目のうち自主創造の基礎については，初年次教育の科目のため1年次に履修すること
が求められます。その他の科目については，1年次より，第Ⅰ群の芸術教養科目・外国語科目・保健体育
科目と並行して第Ⅱ群の学科別授業科目（所属学科授業科目・共通専門教育科目・他学科公開科目）を
バランスよく履修します。
　※　必修科目・選択必修科目・準必修科目・準選択必修科目・選択科目に注意してください。

　　　●　必修科目…………卒業までに必ず修得しなければならない科目
　　　■　選択必修科目……卒業までに指定された複数の科目のうち，決められた科目・単位数以上

を修得しなければならない科目
　　　◯　準必修科目………卒業の要件ではないが，必ず履修し優先的に修得しなければならない科目
　　　□　準選択必修科目… 卒業の要件ではないが，指定された複数の科目のうち，決められた科目・

単位数以上を必ず履修し優先的に修得しなければならない科目
　　・　選択科目…………開講科目の中から各自が卒業要件や専門分野への探究のために自由に選

択し履修する科目

学　習　要　領

学
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要
領

学
習
要
領

学

芸
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課
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目
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書

課

程
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目
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す
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健
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教
養
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（
14
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全
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教
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目
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〈
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・
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制
を
含
む
〉
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３ 卒業見込み
　３年以上在学（休学した場合は，休学した期間を含まず）し，各学科の卒業見込み指定科目を含め，
84 単位以上修得しなければ「卒業見込み」となりません。下記のものには「卒業見込み」が必要と
なるので，計画的な単位の修得が望まれます。なお，「卒業見込み指定科目」については，各学科
及び教務課にて確認してください。
・　卒業論文・卒業制作・卒業演奏・卒業作品・卒業研究の受講資格
・　教職課程での教育実習の登録資格
・　就職活動・大学院受験等に必要な「卒業見込証明書」の発行
・　追・再試験の受験資格

４ 卒業の要件
　卒業するためには４年間の修業年数（ただし，休学した場合は，休学した期間を含まず）を満たし，
所定の単位を修得しなければなりません。
　※　内訳は次のとおりです。

＋＋＋＋ ＝124単位
以上

全学共通教育科目・Ⅰ群・Ⅱ群（他学科
公開科目を含む））の全ての中から選択
※芸術学部以外での単位の修得も
含むことができます（P.12,13参照）
（41単位以上）

所属学科の
学科別授業科目
・共通専門教育科目
（58単位以上）

保健体育

（3単位以上）

外国語

（8単位以上）

芸術教養

（14単位以上）

全学共通 
教育科目

｜̶ ̶̶̶̶̶Ⅰ　群 ̶̶ ̶̶̶ ｜̶｜̶̶Ⅱ 群 ̶̶｜

ⅡⅡ 履修要領について

１ 履修計画
　その年度にどの授業科目をどのように履修するかは，基本的には各自の自主的な判断に基づいて
決められるものです。必修科目を除き，選択必修科目（及び段階制科目）においては，それぞれの学科，
専攻・コース，学習目的などに応じて，十分生かされるように選択するのが望ましいので，次の
事項に注意してください。

　①　授業計画（シラバス）により授業科目の概要を理解する。
　②　必修科目は定められた履修学年次に必ず履修する。
　③　学科別授業科目と他の科目（芸術教養科目・外国語科目・保健体育科目）のバランスを考える。
　④　科目数および曜日・時限を適切に配分し，学習に無理を来たさない。

　　※　不合格科目となった科目を当該年度に再度履修することはできません。再履修する場合は，
　　　　次年度以降に履修登録手続きを行ってください。
　　※　合格点を得た科目を再度履修することはできません。

２　受講カードの提出
　　単位を修得するためには，担当教員へ受講カードを提出の上，履修登録をする必要があります。
受講カードは，最初に授業へ出席した時に，受講を希望する科目の担当教員へ直接提出してください。
　　※　受講カードの提出がない場合は，採点の対象外となりますので注意してください。

☆　受講カード提出の手順

受講カードの提出
（最初の授業で提出してください）

  担 当 教 員 へ

　　　　　　　　　　　　　　　４　　前

　　　芸 術 学 Ⅰ　　　　水　　1

　　　日大花子　　　　４　4　 9
　写真　　 1
　　　　　　　　　　芸

ゲイ

　術
ジュツ

　太
タ

　郎
ロウ

21A○○○-○

（記入例）
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３　履修登録
　各学年の始めにその年次に履修する授業科目を決定し，教学情報システム「LiveCampus」に入力
することを履修登録といいます。この手続きを怠ったり，履修登録ができていない科目は，授業及
び試験を受けても採点の対象外となり，単位は認定されませんので注意してください。また，履修
登録はシステム入力により行うので，「LiveCampus ユーザーマニュアル」を熟読の上，誤りのな
いように注意してください。

　　※　手続きの際には，特に次の事項に注意してください。
　①　「履修登録」は，必ず履修登録期間に実行する。
　②　履修登録期間中に「履修登録」を実行できない場合は，事前に教務課へ申し出て許可を受ける。
　③　「履修登録」後，履修科目を変更する場合は履修登録期間内に変更すること。
　④　履修登録期間・履修中止期間は，学期の初めに掲示等にて発表する。

☆　履修登録の手順

〈前期〉

〈後期〉

ガイダンスでの指示をもとに，当該年度 1年間の履修登録原案を作成する
不明な点は所属学科学務委員または教務課にて確認すること

履修登録・変更期間（４月下旬）
当年度の通年・前期・後期科目すべてを LiveCampus から登録すること

履修確定
履修登録が本登録され，確定する（ただし，後期科目については仮登録）

履修中止期間（５月中旬）
前期または通年科目で履修中止したい科目がある場合のみ，LiveCampus から手続き
すること

履修確定
後期科目についても本登録され，当年度履修科目がすべて確定する

後期履修中止期間（10月中旬）
後期科目で履修中止したい科目がある場合のみ，LiveCampus から手続きすること

後期履修変更期間（９月下旬～ 10月上旬）
後期科目の履修を変更したい場合，LiveCampus から手続きすること
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ⅢⅢ 単位及び科目表示について

１　単位の基準
授業科目の単位数は，大学設置基準で，「1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容を

もって構成することを標準とし，授業の方法に応じ，当該授業による教育効果，授業時間外に必要
な学修等を考慮して」単位数を計算することと規定されています。
芸術学部では，大学設置基準に基づき制定された「日本大学規則」により，授業科目に対する過
程を修了した者に，次の基準によって単位を認定します。
①　講義科目については 15 時間の授業をもって 1単位とします。
②　外国語科目については 30 時間の授業をもって 1単位とします。
③　演習科目については 30 時間の授業をもって 1単位とします。ただし，その授業内容が講義に
該当するもの（講義・演習科目）については，15 時間の授業をもって 1単位とすることができます。
④　体育実技科目については 30 時間の授業をもって 1単位とします。
⑤　実験・実習科目については 45 時間の授業をもって 1単位とします。ただし，授業時間外に 15
時間以上の学修を要するものについては，30 時間の授業をもって 1単位とすることができます。
⑥　音楽学科における個人指導による実技の授業については15時間の授業をもって1単位とします。
※授業科目の単位は，授業時間に加え，学生が行う予習・復習などの授業外学修によって構成され
ています。

２　学年ごとの年間登録単位数
　学年ごとの年間登録単位数の上限は下表のとおりです。

１年次 ２年次 ３年次 ４年次以降

美術・音楽・デザイン 46 単位 40 単位 40 単位 40 単位（卒論等８単位を含む）

写真・映画・文芸・演劇・放送 41 単位 40 単位 40 単位 40 単位（卒論等８単位を含む）

学年学科

３　授業科目に付記する記号表示
　授業科目に付記する記号表示については，次のとおりです。
①　Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ……異なる授業内容。段階的履修ではなく，単位は個別に認定します。
　　学科によっては段階的履修，必修，選択必修などの取り決めがあるので，各学科の履修方法を
熟読してください。

（例）演劇特殊研究Ⅰ，演劇特殊研究Ⅱ　など
②　Ａ・Ｂ・Ｃ……異なる授業内容。履修は１授業科目のみに限られます。

（例）写真技術ⅠＡ，写真技術ⅠＢ　など
③　ａ・ｂ・ｃ……同一授業内容。クラス記号で，履修は１クラスのみに限られます。

（例）総合制作演習Ⅲ a，総合制作演習Ⅲ b　など

ⅣⅣ 芸術学部以外での単位の修得について

１　日本大学相互履修制度による単位の修得
「日本大学相互履修に関する規則」により，日本大学の他学部の開講科目の中から芸術学部が認
めた科目を履修できる制度です。（P.112参照）
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①　在学中に修得できる相互履修単位数は，30 単位までです。単位を修得した場合は，卒業所要単
位と認定しますが，芸術学部の芸術教養科目，外国語科目，保健体育科目，学科別授業科目とし
て修得すべき単位枠には含まれません。
②　相互履修の単位は，当該年度の登録単位に含まれます。
③　各学部の相互履修科目一覧等は，４月上旬から教務課で閲覧可能です。履修に当たっては校舎
間の移動時間など十分余裕をもち，また今後の履修科目の修得（特に専門科目）にも不都合が起
きないよう配慮が望まれます。なお，シラバスは各学部のホームページ等で確認できます。
④　「相互履修届」は教務課で配布します。相互履修を希望する者は，履修希望の相互履修科目担当
教員より「相互履修届」に承認を得て，指定された期間内に受入れ学部教務課に提出してください。

２　国外の大学での留学等による単位の修得
交換・派遣留学，サマースクールなどの日本大学の留学プログラムや，認定留学で留学し，修得
した単位については，学部においてその履修科目の講義内容・講義時間数などを勘案し，要件を満
たすものについては，単位を認定する場合があります。（「学生生活 Ⅱ教務課関係 ５海外交流につ
いて」参照）

ⅤⅤ 試験について

1　試験概要
試験には，授業内試験（平常試験），定期試験，中間試験，卒業見込者に対する追・再試験があります。
①　授業内試験（平常試験）
学期末または学年末最終の授業時限に各担当教員監督の下で実施する試験（またはレポート課
題提出等）です。なお，適宜，各教員の判断で授業期間内に実施することがあります。
②　定期試験（※年度によって，実施しない場合があります）
主に受講者多人数クラスの科目を対象に，前期試験は前期科目を対象として前期終了時（7月
下旬～ 8月上旬）に，後期・学年末試験は後期科目及び通年科目を対象として後期終了時（1月下旬）
に定期試験時間割表に従って実施します。
なお，定期試験の実施期間は授業日程表に記載しますが，授業日程表に記載がない場合は，そ
の年度は実施しません。定期試験期間内に実施する科目及び試験時間割表については，学期ごと
に実施1週間前までに掲示で発表します。
※試験に関する掲示は特に注意してください。

③　中間試験
通年科目を対象として7月下旬から8月上旬に実施する場合があります。

④　卒業見込者に対する追・再試験
⑴ 　前期試験，後期・学年末受験科目の内，不合格となった卒業見込者のみを対象に実施します。
ただし，追・再試験を実施しない科目もあります。
⑵ 　追試験は，4年次生の卒業見込者のうち，やむを得ない事故のため試験を受けることができ
なかった者を対象として実施します。
⑶ 　再試験は，4年次生の卒業見込者のうち，前期試験または後期・学年末試験受験の結果，不
合格となった者を対象として実施します。
⑷　前期の追・再試験は9月に実施します。また，後期・学年末の追・再試験は2月に実施します。
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⑸ 　手続きは教務課で行います。追・再試験実施科目，手続期間・方法などの掲示に注意してく
ださい。
⑹　受験科目数の制限はありません。
⑺　欠席の著しく多い者等は受験資格を失う場合があります。

２　受験資格
次に該当する者は，受験資格を失うことがあります。
①　履修登録していない者（毎年，各学年の始めに必ず登録を完了しておいてください）
②　授業料未納者
③　欠席が著しく多い者

３　卒業論文及び制作・演奏・作品・研究
卒業論文などの提出資格は，卒業見込者に与えられます。提出の際は次の事項に注意してください。

①　卒業論文などは所属学科主任の指示に従って指導教員の指導を受けなければなりません。指導
を受けていない者の卒業論文などは受け付けません。
②　用紙及び表紙は，各学科で指示されたものを使用することを原則とします。
③　提出は例年 1月中旬とし，受付日時は掲示等で発表します。
④　卒業論文などの提出は，所定の手続きを完了した後に提出するものとします。
⑤　指定の提出期日，締切時刻以後の受付は行いません。

４　試験に関する注意事項
①　学生証の呈示
試験は学生証がないと受験できません。学生証を机上に呈示し，監督者の点検を受けてくださ
い。当日，学生証を所持していない場合は，至急，教務課で仮身分証明書の交付を受け，試験場
に入室してください。
②　試験場での着席
１脚１名ないし２名掛で，隣り合わせにならないよう着席してください。その他監督者の指示
に従ってください。
③　試験時間の取決め
試験開始後，如何なる理由があっても20分以上経過した後は入室することはできません。また，

試験開始後30分以内に退室することはできません。
④　答案用紙の提出
試験入室者の棄権は認めません。入室者は必ず答案用紙を提出して退出してください。

⑤　試験場での禁止事項
⑴　指示された物品以外は机上に置かないでください。
⑵　一切の物品の貸借を禁止します。
⑶ 　ノート及び教科書などの使用を許可された場合でも，本人の物以外は使用することができません。
⑷　飲食物の持込み・喫煙・談話などは禁止します。
⑸　携帯電話（時計・計算機としての使用も出来ない）は電源を切って鞄などにしまってください。
⑥　レポート提出によって採点される科目の場合は，授業時間に担当教員からレポートのテーマ・
制限枚数等の指示を受け，指定された期日に担当教員へ直接提出してください。
また，提出にあたっては「レポート提出届」を添付し，受付期日・受付時間を厳守の上，提出
してください。
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⑦　その他
⑴ 　事故等のため受験できなかった者は，欠席届に詳細な理由を記し，かつ授業担当者，クラス
等を明記し，保証人連署をもち，病気の場合は診断書を，その他の場合は事由を説明する書類
を添付し，速やかに教務課に提出してください。
⑵　授業料未納者の試験は無効になります。
⑶　その他の必要事項については，その都度掲示によって指示します。

５　不正行為について
試験中不正行為のあった者は，事情のいかんを問わず，直ちに退室を命じ，原則として当該学期
に履修しているすべての科目（実験・実習・実技・ゼミナールを除く）の成績を無効とした上，学
則第76条，第77条によって処分されます。
試験において不正行為を行った場合は，処分を受けた条件に基づき，評価をＥ，評価点はなしと
して取り扱います。

＜不正行為の内容＞
本学が実施する試験等における特に悪質な不正行為
　①　替え玉受験又は身代わり受験
　②　答案用紙交換行為
　③　氏名不正記入受験
　④　複数人が関わる不正行為を主導した場合等
本学が実施する試験・レポート課題等におけるカンニング等の不正行為
　⑤　カンニングペーパーを使用する行為
　⑥　机等にあらかじめ書き込みを行う行為
　⑦　参照を許可されていない教科書，携帯電話等の電子機器等を使用する又は貸借する行為
　⑧　他人の答案を書き写す行為
　⑨　答案を持ち出す行為
　⑩　他人と相談して解答する行為
　⑪　他人の答案や論文，レポート等を盗用する行為
　⑫　他人の代わりにレポートを書く行為
　⑬　データの改ざんやねつ造行為
　⑭　引用の範囲を明示しない，引用元を明示せずに引用する行為
　⑮　その他，試験監督，担当教員の指示・注意に従わない行為等

ⅥⅥ GPA及び学業成績の評価について

厳格な成績評価のため，GPA（Grade Point Average）制度を導入しています。GPA算出の対象科目
は，卒業要件単位数に含まれる授業科目（卒業論文・制作等を含む）とします。ただし，「日本を考え
る」はGPA算出対象外です。また，教職課程科目及び学芸員課程科目のうち，学科の課程修了に必
要な授業科目は対象としますが，その他の教職課程科目及び学芸員課程科目，司書教諭課程科目，司
書課程科目及び海外留学などの認定科目は対象としません。
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１　成績評価基準

２　GPA計算式（算出方法）

科目担当教員から提出された採点表の素点から成績評価を導き出し，その評価に該当する係数に各
科目の単位数を掛けたものがポイント数となり，ポイント数の総計を総履修単位数（D, Eの単位数も
含める）で除したものがGPAとなります。GPAは小数点以下第３位を四捨五入し，小数点以下第２
位までを有効とします。なお，P（履修中止），N（認定科目）はGPAに算入しません。

（４×Ｓの修得単位数）＋（３×Ａの修得単位数）＋（２×Ｂの修得単位数）＋（１×Ｃの修得単位数）

総履修単位数（D，Eの単位数も含める）

（※） 履修登録したが，履修を中止する場合は，前期，通年科目は前期履修中止期間，後期科目は後期

履修中止期間に必ず中止手続き（履修削除）をしてください。中止手続き（履修削除）をした場合，

成績評価はPとなりますが，履修削除をしなかった場合，成績評価はEとなり，該当するポイン

ト数は０となりますので注意してください。

３　GPAは，学期のGPA,年度のGPA及び入学時からの累積のGPAとします。
４　通年科目は，学期のGPA算出の際には，後期のGPAに算入します。
５　授業科目を再履修した場合，累積のGPA算出の際には，直近の履修による学業成績及び単位数
　　のみを算入するものとし，以前の学業成績及び単位数は算入しません。
６　試験において不正行為を行った場合は，処分を受けた条件に基づき，評価をＥ，評価点はなしと
　　して取り扱います。
７　GPAは，LiveCampus上に表示されます。
８　成績証明書には，合格した科目の成績（S,A,B,C）及び認定科目（N），累積のGPAを記載します。

成績評価

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｐ

Ｎ

素　点

100～90 点

89～80 点

79～70 点

69～60 点

59 点以下

̶

̶

̶

係数

４

３

２

１

０

０

̶

̶

内　　　　容

　特に優れた成績

　優れた成績

　妥当と認められた成績

　合格と認められた成績

　不合格

履修登録したが，試験欠席，出席不良などに
より成績を示さなかったもの（※）

履修登録後，決められた日までに中止手続
（履修削除）を行ったもの（※）

　修得単位として認定されたもの

合　

格
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ⅦⅦ 授業時間帯について

  授業時間帯については，次のとおりです。
１時限 ２時限 ３時限 ４時限 ５時限 ６時限
  9：00
〜
10：30

10：40
〜

12：10

13：00
〜

14：30

14：40
〜
16：10

16：20
〜
17：50

18：00
〜
19：30

ⅧⅧ アンケート調査への回答について

在学中には，授業やプロジェクト等の改善のため，様々なアンケートへの回答が求められます。ア
ンケートへの回答は，学修を振り返り，自己を客観的に見つめるための学修の一環をなすものです。
以下は，定期的に実施することが予定されているアンケートです。都度，ポータルサイトからお知ら
せしますので，ご協力をお願いします。
芸術学部では，これらのアンケートに対する皆さんからの回答を通じて，授業及び学習環境の改善

に取り組んでいます。また，毎年11月に日本大学では全学部の学生・教員・職員が一堂に会して，本
学の教育について理解を深め，気軽な雰囲気の中で語り合う「日本大学 学生FD CHAmmiT（ちゃみっ
と）」を開催し，より良い教育の提供に努めています。

ⅨⅨ 転科試験について

本学部では，転科試験を実施しています。11月頃に受験資格・手続き要領などを教務課の掲示板に
掲示します。希望者は指定された期間内に手続きをしてください。

ⅩⅩ  ９月卒業について

卒業に必要な単位の不足により３月に卒業できなかった者が次の条件を満たしたとき，９月卒業す
ることが可能です。
１　４年以上の修業年限を満たしていること
２　前年度に卒業見込みがあること
３　授業科目の前期試験に合格したことにより卒業所要単位を満たすこと

ⅪⅪ 再入学について

正当な理由で退学した者が，次の条件を満たし，本学部に再入学を志望するときは，選考の上許可
することがあります。
１　本大学に原則として１年以上在学し，再入学しようとする学部等が定める単位数を修得している者
２　病気その他やむを得ない事由で退学した者
３　人物及び在学中の成績が妥当な者
（詳しくは教務課に問い合わせてください）

４月　学修満足度向上調査
７月　前期授業評価アンケート
10月   （１年次のみ）学修満足度向上調査

12月　後期授業評価アンケート
１月   （４年次のみ）学修満足度向上調査

学修満足度向上調査 授業評価アンケート 日本大学FD推進センター

https://nures.nihon-u.ac.jp/ https://art-nihon-u.
c-learning.jp/s/

https://www.nihon-u.ac.jp/
fd-center/
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開講授業科目

ⅠⅠ 全学共通教育科目

　全学共通教育科目は，全学部共通で開講される科目です。「自主」性を育て，「創造」性へのステッ
プとなる，「学び方を学ぶ」授業が展開されます。

1　授業内容について

①「自主創造の基礎」
本授業では，
「本学で学ぶ意味や意義について理解し，在学中の学びのイメージを持つ」
「自分の意見を適切に伝え，他者の意見や多様な存在や価値観を尊重する」
「グループワークを通して，他者の意見を尊重しながら多角的かつ批判的に自分の考えを見直
し，ワークでの検討結果を論理的にアウトプットできる」
等の能力や態度を身につけ，大学入学までの受動的な学習からの転換を図り，「自ら学ぶ」「自ら
考える」「自ら道をひらく」能力を養い，大学生としての能動的な学修を導くことを目的とした
グループワーク型の授業を行います。

②「日本を考える」
「自主創造の基礎」で身につけた学修スキルや能力をさらに発展させるため，問題発見型のグ
ループワークを行います。歴史，文化，社会の現状・諸問題等を世界の中での日本という視点を
通して学ぶことで，異文化及び異分野の多様な価値を受容し，日本及び世界の中での自己の立ち
位置や役割，自らの専門性との関わりを意識します。今後の大学生活での学修目標の明確化やモ
チベーションの向上を目的とした授業です。本科目は，内容を刷新し，新たに令和5年度オンラ
イン授業として開講する予定のため，令和4年度入学者は，令和5年度以降に履修することがで
きます。

2　履修方法と単位について
「自主創造の基礎」は，大学の教育理念に基づく推奨科目であり，また，大学における学修に必要
な基本的な知識・技能・態度を伝える初年次教育の科目のため，1年次は自動的に履修登録を行います。

開
講
開
講

授
業
科
目

授
業
科
目

全学共通教育科目

授業科目 単位数 授業年次
自主創造の基礎 2 1
日本を考える 2 1
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ⅡⅡ 第Ⅰ群　芸術教養課程科目（各学科共通授業科目）

1　芸術教養科目
①　芸術教養科目は，すべての科目のなかから14単位以上を選択履修しなければなりません。
②　芸術教養科目には，受講できる年次に制限を設けている科目があります。授業年次に表記されて
いる年次から受講できます。それぞれの科目が受講できる年次に注意してください。

③　芸術教養科目は，原則として全科目自由に選択できます。
④　芸術教養科目は，半期完結の科目（前期または後期のみで授業を完結し，単位を個別に認定する）
となります。

⑤　授業科目の末尾にアラビア数字やローマ数字が付されている場合があるが，各々独立した科目で
す。原則として「Ⅰ」「Ⅲ」は前期開講科目を，また「Ⅱ」「Ⅳ」は後期開講科目を意味します（例
外もあります）。例えば「知の探究Ⅰ」「芸術学Ⅲ」は前期開講科目，「知の探究Ⅱ」「芸術学Ⅳ」
は後期開講科目となります。

⑥　年度により開講しない科目があるので注意してください。
⑦　芸術教養科目では，授業の内容がより予想しやすいようにサブタイトルを授業計画（シラバス）
に併記する科目があります。各年度の授業担当者の授業内容が変われば，サブタイトルが変更さ
れる可能性があります。そのため，履修単位は学則上の授業科目名（以下の芸術教養課程科目一
覧を参照）で扱われます。履修計画を立てるときには十分に注意してください。

⑧　「Culture and Society」は外国人講師が担当し，すべて英語で行う授業です。
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授業科目
単
位
数

必
修
(●)

履修方法
授
業
年
次

知の探究Ⅰ 2 1

知の探究Ⅱ 2 1

ロゴスの探究Ⅰ 2 1

ロゴスの探究Ⅱ 2 1

エチカの探究Ⅰ 2 1

エチカの探究Ⅱ 2 1

歴史と文化 2 1

文学の世界Ⅰ 2 1

文学の世界Ⅱ 2 1

法と政治 2 1

日本国憲法 2 教職課程は必修 1

社会現象の解読Ⅰ 2 1

社会現象の解読Ⅱ 2 1

芸術文化の経済Ⅰ 2 1

芸術文化の経済Ⅱ 2 1

人間の心理Ⅰ 2 1

人間の心理Ⅱ 2 1

芸術と心理Ⅰ 2 1

芸術と心理Ⅱ 2 1

数学的思考の探究Ⅰ 2 1

数学的思考の探究Ⅱ 2 1

情報Ⅰ 2 教職課程は
どちらか一科目
必修

1

情報Ⅱ 2 1

自然科学Ⅰ 2 1

自然科学Ⅱ 2 1

自然の探究Ⅰ 2 1

自然の探究Ⅱ 2 1

言葉のしくみ 2 1

美学Ⅰ 2 1

美学Ⅱ 2 1

美学Ⅲ 2 1

美学Ⅳ 2 1

芸術学Ⅰ 2 1

芸術学Ⅱ 2 1

芸術学Ⅲ 2 1

芸術学Ⅳ 2 1

芸術の思想と表現Ⅰ 2 1

芸術の思想と表現Ⅱ 2 1

音楽と情報 2 1

芸術文化と福祉 2 1

色彩の基礎 2 1

モード論 2 1

日本の芸能史 2 1

民俗芸能文化論 2 1

アートと教育 2 1

授業科目
単
位
数

必
修
(●)

履修方法
授
業
年
次

シナリオ分析 2 1

メディア・リテラシーⅠ 2 1

メディア・リテラシーⅡ 2 1

東アジア世界の考古学Ⅰ 2 1

東アジア世界の考古学Ⅱ 2 1

形象文化論 2 1

表演芸術論 2 1

メディア芸術論 2 1

芸術理論研究 2 3

芸術特殊研究 2 2

芸術総合講座Ⅰ 2 2

芸術総合講座Ⅱ 2 2

芸術総合講座Ⅲ 2 3

芸術総合講座Ⅳ 2 3

芸術総合講座Ⅴ 2 2

芸術総合講座Ⅵ 2 2

芸術総合講座Ⅶ 2 2

芸術総合講座Ⅷ 2 3

芸術総合講座Ⅸ 2 2

芸術総合講座Ⅹ 2 2

芸術と身体 1 1

芸術理論演習Ⅰ 1 3

芸術理論演習Ⅱ 1 3

芸術批評演習Ⅰ 1 3

芸術批評演習Ⅱ 1 3

芸術リサーチ演習Ⅰ 1 3

芸術リサーチ演習Ⅱ 1 3

Culture and Society 1 1

・ 授業年次は，履修可能最低学年となります。
・  ●は「必修科目」，■は「選択必修科目」，その他は「選択科目」。

1
2
3
4

Ⅰ群　芸術教養課程科目（芸術教養科目）



21

2　外国語科目

【1．概要】
①　卒業に必要な外国語の単位数について

外国語は選択必修であり，卒業には「1か国語4単位を含む8単位以上」の修得が必要です。
各科目（各グレード）の単位は1単位（半期科目）となります。8単位内で選択できる語学数は
3カ国語までです。

履修パターンについて
選択必修外国語8単位の履修については，履修パターン①～④のうち1つを選択し履修してくださ

い。休学等により，やむを得ず選択した履修パターンでの履修が難しい場合は，事前に外国語研究室
まで相談してください。

②　選択必修外国語の授業内容とグレードについて

各グレードの授業内容の設定は以下のとおりです。グレードの奇数は前期開講（Ⅰ，Ⅲ，Ⅴ，Ⅶ），
偶数は後期開講（Ⅱ，Ⅳ，Ⅵ，Ⅷ）です。

グレード 授業内容

Ⅰ、Ⅱ（各半期1単位） 基礎（文法・リーディング）

Ⅲ、Ⅳ（各半期1単位） 基礎（会話・リスニング）

Ⅴ、Ⅵ（各半期1単位） 発展（文法・リーディング）

Ⅶ、Ⅷ（各半期1単位） 発展（会話・リスニング）

1年次と同じ言語を学ぶ（推奨）

1年次と別の言語を学ぶ（推奨）

※履修パターン❶～❹から一つを選択し
　  履修４単位
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【2．外国語クラス名の表記】
①　英語科目のクラス名
⑴　 語学名，グレード番号（Ⅰ～Ⅷ），学科記号，ハイフン，クラス記号（ａ，ｂ，… ）からなります。
　［例］写真学科（ｐ）の a クラスの場合。
　　　 英語Ⅰｐ－ａ　　英語Ⅱｐ－ａ　　英語Ⅲｐ－ａ　　英語Ⅳｐ－ａ　…
⑵　但し当該学科に1クラスしかない場合，ａ，ｂ，ｃはつかず，Ⅲｍ，Ⅳｆのようになります。
⑶　学科記号は次のとおりです。

写真→「p」 映画→「c」 美術→「f」 音楽→「m」

文芸→「l」 演劇→「t」 放送→「b」 デザイン→「d」

⑷　gクラス（外国人講師担当），eクラス（日本人講師担当）は，学科指定はありません。

② 　英語以外のドイツ語，フランス語，イタリア語，中国語，日本語科目のクラス名は，語学名，グレード 
番号（Ⅰ～Ⅷ）からなります。
　［例］イタリア語Ⅰ　　イタリア語Ⅱ　　イタリア語Ⅲ　　イタリア語Ⅳ　…

【3．履修上の諸注意について】
①　履修登録について
前期と後期に「同一曜日・同一時限・同一クラス，同一講師」で開講されているクラスをセッ

トで履修登録してください。
なお，履修登録がセットとなっていない場合，原則として履修を認めません。

〇履修登録可能例：

月
曜

１時限目
科目・学期・単位 講 師 学科・学年 教 室

英語Ⅰｐ－ａ 前 1 Ａ先生 写１年 S-404

英語Ⅱｐ－ａ 後 1 Ａ先生 写１年 S-404

英語Ⅰｃ－ａ 前 1 Ｂ先生 映１年 A-301

英語Ⅱｃ－ａ 後 1 Ｂ先生 映１年 A-301

〇履修登録不可例：

月
曜

１時限目
科目・学期・単位 講 師 学科・学年 教 室

英語Ⅰｐ－ａ 前 1 Ａ先生 写１年 S-404

英語Ⅱｐ－ａ 後 1 Ａ先生 写１年 S-404

火
曜

英語Ⅰｃ－ａ 前 1 Ｂ先生 映１年 A-301

英語Ⅱｃ－ａ 後 1 Ｂ先生 映１年 A-301

○ セットのため履修可能

× セットではないため履修不可

②　1年次の履修方法について
1年次に選択必修語学（英語，ドイツ語，フランス語，イタリア語，中国語，日本語）から一
つの語学を選択し，「1か国語4単位（第一外国語Ⅰ～Ⅳ）」を必ず履修しなければなりません。
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③　2年次の履修方法について
1年次に履修した第一外国語以外の語学を履修する場合は，グレード「Ⅰ・Ⅱ（基礎文法・リー
ディング）」「Ⅲ・Ⅳ（基礎会話・リスニング）」から履修しなければなりません。
ただし，英語を2年次で初めて履修する場合は，「Ⅴ・Ⅵ（発展文法・リーディング）」「Ⅶ・Ⅷ

（発展会話・リスニング）」から履修しても構いません。その場合，原則として，学科指定のクラ
スで履修して下さい。

④　卒業に必要な選択必修8単位内の語学数について
8単位内の語学数は「3か国語」までとなります。4か国語を履修した場合は，卒業要件単位数
124単位には含まれますが，選択科目としての外国語に必要な単位数8単位以上には含まれませ
ん。

⑤　学科指定クラスと履修者制限について
英語のクラス（gクラスとeクラスを除く）は学科指定があります。
ドイツ語，フランス語，イタリア語，中国語はどのクラスでも全学科自由に履修できます。
ただしⅠ～Ⅳのグレードについては，事前申請が必要な場合がありますので，ガイダンスサイ
トを確認してください。

⑥　再履修の方法について
英語を再履修する場合，必ず事前申請をしてください。
ドイツ語，フランス語，イタリア語，中国語，日本語（留学生のみ）は，不合格になった科目
と同じグレード（Ⅰ～Ⅷ）であれば，どのクラスでも履修できます。
ただし再履修の場合でもⅠ～Ⅳの場合には，⑤でも示したように事前申請が必要です。

⑦　gクラス（英語）の履修について
gクラス（英語）は，高校卒業程度の基本的な語彙力・文法力があり，英語の実践的な力（英
会話や海外文化の理解など）の向上を目指す学生のために設けられたクラスです。外国人講師が
担当します。英語の学科指定クラスの代わりとして履修することとなり，英語Ⅰ～Ⅳのうち前期・
後期のセット履修でⅠ・ⅡあるいはⅢ・Ⅳの両方またはどちらかをgクラスで履修することがで
きます。
英語の再履修者（2年次生以上で，前年度までに，英語が不合格になった者）は登録できません。
なお，gクラスも学科指定クラス同様，前期・後期と同一クラス（曜日・時限・講師）をセッ
トで履修してください。

⑧　eクラス（英語）の履修について
eクラス（英語）は，英語技能の基礎固めを目指す学生のために設けられたクラスであり，学科 
指定はなく，日本人講師が担当します。
⑴　英語Ⅰ～Ⅳのeクラスについて（原則として1年次生を優先）
 　英語の学科指定クラスの代わりとして履修することとなり，英語Ⅰ～Ⅳのうち前期・後期の
セット履修でⅠ・ⅡあるいはⅢ・Ⅳの両方またはどちらかをeクラスで履修することができます。
なお，Ⅰ・ⅡあるいはⅢ・Ⅳは各1クラスのみ開講のため，1年次生の履修を優先とします。
　【受講できる学生の優先順位】
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　a） ガイダンスサイトなどで履修条件を確認した者
　b）1年次生で中学・高校の英文法・英会話を基本から学び直したいと希望する者
　c）2年次生以上でⅠ～Ⅳのいずれかを不合格となった者
⑵　英語Ⅴ～Ⅷのeクラスについて（原則として2年次生のみ対象）
 　英語の学科指定クラスの代わりとして履修することとなり，英語Ⅴ～Ⅷのうち前期・後期の
セット履修でⅤ・ⅥあるいはⅦ・Ⅷの両方またはどちらかをeクラスで履修することができます。
 　なお，Ⅴ・ⅥあるいはⅦ・Ⅷは各1クラスのみ開講のため，原則として2年次生のみ履修で
きます。
　【履修条件】
　　・ 原則として，2年次生のうち1年次にⅠ・ⅡあるいはⅢ・Ⅳを履修し，両方もしくは一方

が不合格となった者
 　　・ ガイダンスサイトなどで履修条件を確認した者

外国語科目（選択必修）

授業科目
単
位
数

必
修
(●)

履修方法
授
業
年
次

英語Ⅰ 1 ■

※

1

英語Ⅱ 1 ■ 1

英語Ⅲ 1 ■ 1

英語Ⅳ 1 ■ 1

英語Ⅴ 1 ■ 2

英語Ⅵ 1 ■ 2

英語Ⅶ 1 ■ 2

英語Ⅷ 1 ■ 2

ドイツ語Ⅰ 1 ■ 1

ドイツ語Ⅱ 1 ■ 1

ドイツ語Ⅲ 1 ■ 1

ドイツ語Ⅳ 1 ■ 1

ドイツ語Ⅴ 1 ■ 2

ドイツ語Ⅵ 1 ■ 2

ドイツ語Ⅶ 1 ■ 2

ドイツ語Ⅷ 1 ■ 2

フランス語Ⅰ 1 ■ 1

フランス語Ⅱ 1 ■ 1

フランス語Ⅲ 1 ■ 1

フランス語Ⅳ 1 ■ 1

フランス語Ⅴ 1 ■ 2

フランス語Ⅵ 1 ■ 2

フランス語Ⅶ 1 ■ 2

フランス語Ⅷ 1 ■ 2

授業科目
単
位
数

必
修
(●)

履修方法
授
業
年
次

イタリア語Ⅰ 1 ■

※

1

イタリア語Ⅱ 1 ■ 1

イタリア語Ⅲ 1 ■ 1

イタリア語Ⅳ 1 ■ 1

イタリア語Ⅴ 1 ■ 2

イタリア語Ⅵ 1 ■ 2

イタリア語Ⅶ 1 ■ 2

イタリア語Ⅷ 1 ■ 2

中国語Ⅰ 1 ■ 1

中国語Ⅱ 1 ■ 1

中国語Ⅲ 1 ■ 1

中国語Ⅳ 1 ■ 1

中国語Ⅴ 1 ■ 2

中国語Ⅵ 1 ■ 2

中国語Ⅶ 1 ■ 2

中国語Ⅷ 1 ■ 2

日本語Ⅰ 1 ■ 1

日本語Ⅱ 1 ■ 1

日本語Ⅲ 1 ■ 1

日本語Ⅳ 1 ■ 1

日本語Ⅴ 1 ■ 2

日本語Ⅵ 1 ■ 2

日本語Ⅶ 1 ■ 2

日本語Ⅷ 1 ■ 2

※１か国語４単位を含め８単位以上修得しなければならない。ただし，日本語は留学生のみ履修できる。

・ 授業年次は，履修可能最低学年となります。
・  ●は「必修科目」，■は「選択必修科目」，その他は「選択科目」。

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
2

3
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
4

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
2

3
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
4
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授業科目
単
位
数

必
修
(●)

履修方法
授
業
年
次

応用英語Ⅰ 1 3

応用英語Ⅱ 1 3

応用英語Ⅲ 1 3

応用英語Ⅳ 1 3

応用英語Ⅴ 1 3

応用英語Ⅵ 1 3

応用英語Ⅶ 1 3

応用英語Ⅷ 1 3

実践ドイツ語Ⅰ 1 3

実践ドイツ語Ⅱ 1 3

実践ドイツ語Ⅲ 1 3

実践ドイツ語Ⅳ 1 3

実践フランス語Ⅰ 1 3

実践フランス語Ⅱ 1 3

実践フランス語Ⅲ 1 3

実践フランス語Ⅳ 1 3

授業科目
単
位
数

必
修
(●)

履修方法
授
業
年
次

実践イタリア語Ⅰ 1 3

実践イタリア語Ⅱ 1 3

実践中国語Ⅰ 1 3

実践中国語Ⅱ 1 3

実践日本語Ⅰ 1 留学生のみ履修
できる。

3

実践日本語Ⅱ 1 3

韓国語Ⅰ 1 3

韓国語Ⅱ 1 3

スペイン語Ⅰ 1 3

スペイン語Ⅱ 1 3

ラテン語Ⅰ 1 3

ラテン語Ⅱ 1 3

・ 授業年次は，履修可能最低学年となります。
・  ●は「必修科目」，■は「選択必修科目」，その他は「選択科目」。
・ 年度によっては，開講しない科目があります。

1
2
3
4

【選択必修以外の外国語について】（3年次以上が対象）
「応用英語，実践外国語，韓国語，スペイン語，ラテン語」は選択必修外の外国語となり，卒業
要件単位数124単位には含まれますが，選択必修科目外国語の単位数（1か国語4単位を含む8単位
以上）には含まれません。

【外国語検定試験の単位認定について】
　英語，ドイツ語，フランス語，イタリア語及び中国語検定試験等の結果が，所定のレベルに達し
た者は，以下の単位認定基準に基づき単位認定を申請することができます。認定単位数は年間登録
単位数に含まれません。また，卒業所要単位に含まれますが，選択必修外国語科目の単位数（1か
国語4単位を含む8単位以上）には含まれません。

＜単位認定基準＞

外国語科目 試験の種類 レベル 認定科目名 認定単位数

英 語

実用英語技能検定（英検） 2級以上

検 定 英 語 2単位

TOEIC （Listening & Reading）
※芸術教養課程主催の「TOEIC IPテスト（オンラインの場
　合はAI監視サービス利用必須）」を含む

500 点以上

TOEFL iBT 52 点以上
本部主催の「TOEFL ITP テスト」 470 点以上
IELTS 4.5 点以上

ド イ ツ 語 ドイツ語技能検定試験（独検） 3級以上 検定ドイツ語 2単位
フランス語 実用フランス語技能検定試験（仏検） 3級以上 検定フランス語 2単位
イタリア語 実用イタリア語検定試験（伊検） 3級以上 検定イタリア語 2単位

中 国 語
中国語検定試験（中検） 3級以上

検 定 中 国 語 2単位
漢語水平考試（HSK） 4級以上

※5・6級180点以上

※  「TOEIC」・「TOEFL iBT」・「TOEFL ITPテスト」・「IELTS」については，認定申請日を基準として， 
2年以内のスコアのみ有効となります。

※  認定科目の成績評価は「N」となります。同じ科目名で再度，単位認定を申請することはできません。
申請方法等の詳細についてはポータルサイト等にてお知らせします。

※  単位認定の申請受付については，大学からのお知らせを確認してください。
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3　保健体育科目
①　保健体育科目は，講義科目（2単位）と実技科目（1単位）があり，いずれも必修科目です。
②　講義科目は，担当者により内容が異なります。内容については，各自シラバスで確認してください。
原則として自由に選択できますが，教室の定員等により人数を調整する場合があります。

③　実技科目は，必修科目の他に1種目1単位として，最大5単位まで選択科目として単位を修得する
ことができ，それらは卒業単位数に含まれます。ただし，一度単位を修得した種目（競技）は，
担当者や年度が変わっても同じ種目（競技）を履修することはできません。

④　実技科目は，江古田校舎で開講する授業の他に，所沢校舎や合宿形式で行う夏期または冬期集中
授業があります。開講種目は年度によって変更する場合があるので，シラバスで確認してくださ
い。（感染症の拡大・災害等，社会情勢によってオンラインや他の科目に変更する可能性があります。）

⑤　実技科目については，受講生の安全確保および施設や用具の関係により，人数調整を行う場合が
あります。

⑥　講義科目，実技科目の登録手続きは，4月の申込期間に行います。後期に開講される講義科目お
よび実技科目も，4月に登録手続きを行い決定します。そのため，後期からの受講曜日，種目の
変更，追加はできないので，履修計画を立てる際には注意してください。なお，無断で決定外時
間の授業を履修，受講しても単位認定はできません。

⑦　実技科目を受講する場合は，スポーツウェア（Tシャツのみ指定），スポーツシューズを着用し
てください。また，トレーニングルームで行う種目を履修する場合は，室内専用シューズを着用
してください。

⑧　実技科目の，夏期および冬期に行う集中授業は，受講に伴い別途受講費用がかかるものもあるの
で注意してください。

⑨　実技科目を受講するために，健康診断は必ず受診してください。また，日ごろからの体調管理に
は十分気を付けてください。

授業科目
単
位
数

必
修
(●)

履修方法
授
業
年
次

保健体育科目

健康・スポーツ科学 2 ● 1

体育実技Ⅰ 1 ● 1

体育実技Ⅱ 1 1

体育実技Ⅲ 1 1

授業科目
単
位
数

必
修
(●)

履修方法
授
業
年
次

体育実技Ⅳ 1 1

体育実技Ⅴ 1 1

体育実技Ⅵ 1 1

・ 授業年次は，履修可能最低学年となります。 
・ ●は「必修科目」，その他は「選択科目」。

Ⅰ群　芸術教養課程科目（保健体育科目）



27

芸術教養課程

履修系統図  
ディプロマ・ポリシー 
DP1：豊かな知識・教養に基づく高い倫理観
DP2：世界の現状を理解し、説明する力

DP3：論理的・批判的思考力
DP4：問題発見・解決力
DP5：挑戦力

DP6：コミュニケーション力
DP7：リーダーシップ・協働力
DP8：省察力

選択必修科目 ※１ 留学生のみ履修可。
※２ 以下の制度を利用して海外研修等に参加し，所定の手続きを完了することで単位を認定します。
 　　①日本大学が募集する海外交換・派遣留学制度，短期海外研修　②芸術学部が募集する留学　③認定留学
※３ 検定試験による認定科目です。「単位認定基準」に従い，所定の手続きを完了することで単位を認定します。

必修科目 選択科目

目
科
養
教
術
芸

学修到達目標

4年次

前期 後期前期 後期

1年次

前期 後期

2年次

前期 後期

3年次

目
科
語
国
外

目
科
育
体
健
保

目
科
育
教
通
共
学
全

応用英語Ⅰ 応用英語Ⅱ
応用英語Ⅲ 応用英語Ⅳ
応用英語Ⅴ 応用英語Ⅵ
応用英語Ⅶ 応用英語Ⅷ

実践ドイツ語Ⅰ 実践ドイツ語Ⅱ
実践ドイツ語Ⅲ 実践ドイツ語Ⅳ
実践フランス語Ⅰ 実践フランス語Ⅱ
実践フランス語Ⅲ 実践フランス語Ⅳ
実践イタリア語Ⅰ 実践イタリア語Ⅱ

実践中国語Ⅰ 実践中国語Ⅱ

※1 実践日本語Ⅰ ※1 実践日本語Ⅱ

韓国語Ⅰ 韓国語Ⅱ
スペイン語Ⅰ スペイン語Ⅱ
ラテン語Ⅰ ラテン語Ⅱ

DP1
科学的，多角的視点から物事を考え
る方法を学び，生涯にわたって自己
の健康を保持増進する力を養うとと
もに，芸術活動の主体であるヒト，身
体への豊かな知識を身につける。

DP1、DP2、DP3、DP4、DP5、
DP6、DP7、DP8
大学での学びに必要とされる基礎的な能
力をグループワークを通して養う。また
世界の中での日本の伝統文化，社会，自然，
環境，などを理解して，自らが現代にお
ける問題提起を行うために必要な，技能，
態度，知識等の基礎的教養を身に付ける。

DP5、DP6、DP7、DP8
各種スポーツを通して，身体への理
解を深め，身体表現やコミュニケー
ション力を養い，創作活動および社
会貢献できる力を身につける。

DP1、DP4、DP5
諸芸術の最新情報や先端的な技術を
学び，専門分野の未来へ向けた問題
解決力を培う。

DP1、DP2、DP3、DP4、DP5
諸芸術を支える文化と科学，芸術の
根本的な性質や現代的な領域を多彩
な角度から学び，芸術を専門として
学ぶことに向けた基礎的教養を身に
つける。

DP1、DP2、DP3、DP4、DP5、
DP6、DP7、DP8
卒業制作や論文に取り組む際に必要
となる豊かな教養を滋養し、論理的
な批判力および省察力を身に付け
る。芸術を通して問題を発見し、そ
の解決に向けて他者と交流して、解
決策を創造する事に挑戦する。

DP3、DP4、DP5、DP6、DP7、DP8
諸芸術の様々な研究方法を身につけ，
自分の考えを論理的に表現できるよ
うにする。また，外国語で直接，文化・
社会・芸術を理解できるようにする。

DP1、DP2、DP3、DP6
外国語を実践的に学び，運用能力を
段階的に高める。異文化に触れ，思
考力を磨き，理解を深める。海外の
諸芸術分野でも活躍できるようにコ
ミュニケーション力を養い，国際社
会に貢献する。

知の探究Ⅰ 知の探究Ⅱ
ロゴスの探究Ⅰ ロゴスの探究Ⅱ
エチカの探究Ⅰ エチカの探究Ⅱ
文学の世界Ⅰ 文学の世界Ⅱ

東アジア世界の考古学Ⅰ 東アジア世界の考古学Ⅱ
法と政治 法と政治
日本国憲法 日本国憲法

社会現象の解読Ⅰ 社会現象の解読Ⅱ
芸術文化の経済Ⅰ 芸術文化の経済Ⅱ
人間の心理Ⅰ 人間の心理Ⅱ
芸術と心理Ⅰ 芸術と心理Ⅱ
数学的思考の探究Ⅰ 数学的思考の探究Ⅱ

情報Ⅰ 情報Ⅱ
自然科学Ⅰ 自然科学Ⅱ
自然の探究Ⅰ 自然の探究Ⅱ
美学Ⅰ 美学Ⅱ
美学Ⅲ 美学Ⅳ
芸術学Ⅰ 芸術学Ⅱ
芸術学Ⅲ 芸術学Ⅳ

芸術の思想と表現Ⅰ 芸術の思想と表現Ⅱ
メディア・リテラシーⅠ メディア・リテラシーⅡ

言葉のしくみ

芸術文化と福祉
民俗芸能文化論
シナリオ分析
歴史と文化
音楽と情報
色彩の基礎
アートと教育

形象文化論
表演芸術論
日本の芸能史
メディア芸術論
モード論

健康・スポーツ科学 健康・スポーツ科学

体育実技Ⅰ 体育実技Ⅱ 体育実技Ⅲ 体育実技Ⅳ 体育実技Ⅴ 体育実技Ⅵ

英語Ⅰ 英語Ⅱ
英語Ⅲ 英語Ⅳ

ドイツ語Ⅰ ドイツ語Ⅱ
ドイツ語Ⅲ ドイツ語Ⅳ
フランス語Ⅰ フランス語Ⅱ
フランス語Ⅲ フランス語Ⅳ
イタリア語Ⅰ イタリア語Ⅱ
イタリア語Ⅲ イタリア語Ⅳ
中国語Ⅰ 中国語Ⅱ
中国語Ⅲ 中国語Ⅳ

※1 日本語Ⅰ ※1 日本語Ⅱ
※1 日本語Ⅲ ※1 日本語Ⅳ

英語Ⅴ 英語Ⅵ
英語Ⅶ 英語Ⅷ

ドイツ語Ⅴ ドイツ語Ⅵ
ドイツ語Ⅶ ドイツ語Ⅷ
フランス語Ⅴ フランス語Ⅵ
フランス語Ⅶ フランス語Ⅷ
イタリア語Ⅴ イタリア語Ⅵ
イタリア語Ⅶ イタリア語Ⅷ
中国語Ⅴ 中国語Ⅵ
中国語Ⅶ 中国語Ⅷ

※1 日本語Ⅴ ※1 日本語Ⅵ
※1 日本語Ⅶ ※1 日本語Ⅷ

芸術総合講座Ⅰ
芸術総合講座Ⅱ 芸術総合講座Ⅸ
芸術総合講座Ⅴ
芸術総合講座Ⅵ
芸術総合講座Ⅶ 芸術総合講座Ⅹ
芸術総合講座Ⅷ

芸術総合講座Ⅲ 芸術総合講座Ⅳ

芸術と身体 芸術と身体
Culture and Society Culture and Society

※２　海外語学研修Ⅰ，海外語学研修Ⅱ，海外語学研修Ⅲ，海外語学研修Ⅳ
※３　検定英語，検定ドイツ語，検定フランス語，検定イタリア語，検定中国語

自主創造の基礎 日本を考える

芸術特殊研究 芸術特殊研究 芸術理論研究
芸術理論演習Ⅰ 芸術理論演習Ⅱ
芸術批評演習Ⅰ 芸術批評演習Ⅱ
芸術リサーチ演習Ⅰ 芸術リサーチ演習Ⅱ

初年次教育科目
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ⅢⅢ 第Ⅱ群（学科別授業科目）

１　学科別授業科目は所属学科開講科目のうち必修科目・選択必修科目・選択科目，卒業論文（制作・
演奏・作品・研究），共通専門教育科目を含み，合計 58 単位以上を履修，修得しなければなりません。

２　学科別授業科目は，理論・歴史部門，研究部門，表現技術部門に分けられています。
３　学科別授業科目には学科あるいはコースにより必修・選択必修指定の科目があり，また，履修上
いくつかの制約が設けられている科目もあるので十分注意してください。なお，その詳細は学科ご
との履修要項に示されています。

学科（コース）一覧

写真学科

文芸学科

放送学科

デザイン学科

音楽学科

作 曲 ・ 理 論

音 楽 教 育

声 楽

ピ ア ノ

弦 管 打 楽

情 報 音 楽

美術学科
絵 画

彫 刻

映画学科

映像表現・理論

監 督

撮 影 ・ 録 音

演 技

演劇学科

舞 台 構 想

舞 台 美 術

演 技

舞 踊
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★学科カリキュラムの特徴★
写真学科の専門科目は必修・選択各科目とも教育効果を考えて受講可能年次の指定があります。受

講にあたってはその指定に従い，順次受講することが重要です。
特に，写真基礎演習Ⅰ・写真基礎演習Ⅱ・写真基礎演習Ⅲ・ゼミナールは，写真学科の根幹をなす

科目であり，1年次から順次受講をしていくのですが，それぞれの学年で必ず単位修得することを心
がけてください。4年次生は指導教員に卒業論文・制作の助言を受け，適切な指導の下に各自，論文・
制作に十分な成果を上げるように配慮してください。
また，写真学科にコースはありません。各自が将来の方向性や表現について考慮し，必修・選択必

修科目以外に必要な科目を受講して下さい。

★履修上の諸注意★
①　各年度ガイダンス時に配布される写真学科履修要項にて必修・選択必修・選択科目をよく確認し，
履修してください。

②　科目によって，学生証番号等により指定された前期・後期を受講して下さい（ガイダンス時に指
定）。

　　また希望者多数の選択科目についてはガイダンス時に受講希望者を確認し、調整等を行います。
③　1年次「写真基礎演習Ⅰ」・「写真技術Ⅰ」・「語学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」・「健康・スポーツ科学」，2年次 
「写真基礎演習Ⅱ」・「語学Ⅴ・Ⅵ・Ⅶ・Ⅷ」の受講については，新年度ガイダンス時に示します。

④　写真学科では積極的にGPA制度を活用しています。（GPAの高さが基準となります。）
　　・2年次の写真基礎演習Ⅱのクラス選択の人数調整の参考にします。
　　・3年次の写真基礎演習Ⅲのクラス選択
　　・4年次のゼミナールのクラス選択
　　・希望者多数の選択科目についての選抜
　　　写真技術Ⅳ（サイエンスフォト），写真技術Ⅴ（フォト・プレゼンテーション），
　　　写真表現Ⅰ（広告写真），写真表現Ⅴ（デザイン手法），写真表現Ⅵ（DSLRムービー），
　　　写真表現研究Ⅶ（ドローン），インターンシップ　など

⑤　卒業には規定の履修条件を満たし、専門科目58単位以上を修め，総単位数124単位以上が必要で
す。なお，3年以上在学し，指定された必修科目を含め，84単位以上修得しなければ「卒業見込み」
となりません。「卒業見込み」とならない場合は，卒業制作や卒業論文の提出・教職課程での教
育実習の登録・卒業見込証明書の発行・卒業試験の受験などが受けられません。

⑥　写真作家作品研究Ⅰ～Ⅵは3科目選択必修になります。Ⅰ～Ⅵのうちから3科目選択してくださ
い。

⑦　履修上不明な点は速やかに学科学務委員の教員か，基礎クラス及びゼミナールの教員に相談して
ください。

Ⅰ　写真学科
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授業科目
単
位
数

必
修
(●)

履修方法
授
業
年
次

A　理論・歴史部門

写真芸術学Ⅰ 2 ● 3

写真芸術学Ⅱ 2 ● 3

写真史Ⅰ 2 ● 1

写真史Ⅱ 2 ● 1

イメージングプロセス論Ⅰ 2 ● 1

イメージングプロセス論Ⅱ 2 ● 1

写真光学 2 ● 1

カメラメカニズム 2 2

写真色彩学概論 2 ● 1

写真印刷 2 ２

B　研究部門

写真作家作品研究Ⅰ 2 ■

３科目選択必修
Ⅰ～Ⅵのうち，3
科目以上選択し
てください。

2

写真作家作品研究Ⅱ 2 ■ 2

写真作家作品研究Ⅲ 2 ■ 2

写真作家作品研究Ⅳ 2 ■ 2

写真作家作品研究Ⅴ 2 ■ 2

写真作家作品研究Ⅵ 2 ■ 2

写真表現研究Ⅰ 2 3

写真表現研究Ⅱ 2 3

写真表現研究Ⅲ 2 3

写真表現研究Ⅳ 2 3

写真表現研究Ⅴ 2 2

写真表現研究Ⅵ 2 3

写真表現研究Ⅶ 2 3

写真表現研究Ⅷ 2 3

写真特別講座Ⅰ 2 2

写真特別講座Ⅱ 2 1

C　表現技術部門

写真技術Ⅰ 2 1

写真技術Ⅱ 2 3

写真技術Ⅲ 2 3

写真技術Ⅳ 2 3

写真技術Ⅴ 2 2

写真技術Ⅵ 2 3

写真表現Ⅰ 4 3

写真表現Ⅱ 2 3

写真表現Ⅲ 2 2

写真表現Ⅳ 2 3

写真表現Ⅴ 2 3

写真表現Ⅵ 2 3

インターンシップ 2 3

C　表現技術部門

写真基礎演習Ⅰ 6 ● 1

写真基礎演習Ⅱ 6 ● 2

授業科目
単
位
数

必
修
(●)

履修方法
授
業
年
次

写真基礎演習Ⅲ 4 ● 3

ゼミナール 4 ● 4

論文・制作特殊研究 2 ● 4

卒業論文・制作 8 ● 4

・ 授業年次は，履修可能最低学年となります。
・ ●は「必修科目」，■は「選択必修科目」，その他は「選択科目」。

Ⅱ群　学科別授業科目（写真学科）

1
-
-
-
-
2
3
-
-
-
-
4
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学修到達目標

4年次

前期 後期前期 後期

1年次

前期 後期

2年次

前期 後期

3年次

●A 理論・歴史部門
DP1、DP2

写真芸術に関する豊か
な知識・教養を身につ
けることにより、自ら
が写真について考え、
創造できる能力をつけ
ることを目標とする。

●C 表現技術部門
DP5、DP6、DP7、DP8 

写真作品制作の表現手
段を模索する中で自己
の研究領域を発見し、
身につけることによ
り、作品発表への挑戦
力を養う。また、自主
的創造活動の過程を通
してコミュニケーショ
ン力、協働力、省察力
などの社会性を養うこ
とを目標とする。

●B 研究部門
DP3、DP4

写真の技法、思考方法、
および研究方法を身に
つけ、論理的・批判的
思考力を養い、情報処
理や問題解決法を学ぶ
ことにより、創造的な
研究活動の基本能力を
身につけることを目標
とする。

履修系統図  
ディプロマ・ポリシー 
DP1：豊かな知識・教養に基づく高い倫理観
DP2：世界の現状を理解し、説明する力

DP3：論理的・批判的思考力
DP4：問題発見・解決力
DP5：挑戦力

DP6：コミュニケーション力
DP7：リーダーシップ・協働力
DP8：省察力

写真学科

写真基礎演習Ⅰ

写真史Ⅰ

写真色彩学
概論

写真史Ⅱ

写真光学

イメージング
プロセス論Ⅰ

イメージング
プロセス論Ⅱ

写真芸術学Ⅰ 写真芸術学Ⅱ

作
制
・
文
論
業
卒

写真基礎演習Ⅲ
ゼミナール

論文・制作 特殊研究
写真基礎演習Ⅱ

写真作家作品
研究Ⅲ

写真作家作品
研究Ⅴ

写真作家作品
研究Ⅳ

写真作家作品
研究Ⅵ

写真作家作品
研究Ⅰ

写真作家作品
研究Ⅱ

写真特別講座
Ⅱ

写真特別講座
Ⅱ

写真表現研究
Ⅷ

写真表現研究
Ⅷ

写真表現研究
Ⅶ

写真表現研究
Ⅶ

写真表現研究
Ⅵ

写真表現研究
Ⅵ

写真表現研究
Ⅴ

写真表現研究
Ⅴ

写真表現研究
Ⅳ

写真表現研究
Ⅳ

写真表現研究
Ⅲ

写真表現研究
Ⅲ

写真表現研究
Ⅱ

写真表現研究
Ⅱ

写真表現研究
Ⅰ

写真表現研究
Ⅰ

写真特別講座
Ⅰ

写真表現Ⅴ

写真表現Ⅵ

写真表現Ⅴ

写真表現Ⅵ

インターン
シップ

写真表現Ⅳ写真表現Ⅳ

写真表現Ⅲ写真表現Ⅲ

写真表現Ⅱ写真表現Ⅱ

写真表現Ⅰ

写真技術Ⅵ写真技術Ⅵ

写真技術Ⅴ写真技術Ⅴ

写真技術Ⅳ写真技術Ⅳ

写真技術Ⅲ

写真技術Ⅰ

写真技術Ⅲ

写真技術Ⅰ 写真技術Ⅱ写真技術Ⅱ

カメラ
メカニズム

写真印刷 写真印刷

必修科目 選択必修科目 選択科目
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１　映画学科では，履修する主要科目の違いによって以下のコースに分かれています。

映像表現・理論コース

監督コース

撮影・録音コース

演技コース

２　映画学科における受講方法等
①　学科別授業科目は映画学科専門科目から卒業までに58単位以上修得しなければならず，なおかつ
その中に各年次，各コースごとに指定された必修科目すべてが含まれていなければなりません。

②　映画学科専門科目のうち，履修方法が変則的な科目の受講要領は以下の通りです。
⑴　映像表現・理論，映画演出，映画技術，映画演技の各科目はそれぞれⅠ～Ⅵ（映画演技の場
合のみ映画演技基礎Ⅰ・Ⅱを修得した後の映画演技実習Ⅰ～Ⅳ）に設定し，開講されていま
すが，これを順次履修することになります。不合格者の上級科目登録は認めません。

⑵　撮影・録音コースの撮影研究Ⅰ・撮影研究Ⅱ・録音研究Ⅰ・録音研究Ⅱは，この中から２科
目（４単位）以上，準選択必修科目として修得してください。

⑶　映画演技実習の実施内容には，試演会及び映画演出・卒業制作の作品に出演することが含ま
れています。

⑷　演技コースの発声，音楽，日舞，洋舞の履修方法は，以下の通りです。
・発声Ⅰは，準必修科目となるので，修得してください。
・ 発声Ⅱ～Ⅵ，音楽Ⅰ～Ⅵはこの中から 7科目（7単位）以上，準選択必修科目として修得し
てください。日舞Ⅰ～Ⅵ，洋舞Ⅰ～Ⅵは，この中から 8 科目（8 単位）以上，準選択 
必修科目として修得してください。

⑸　演技コースの学生は，演劇学科開講科目で受講可能な科目をできるだけ修得することが望ま
れます。

⑹　コース別の欄に●印（必修科目），〇印（準必修科目）のある科目は，指定の授業年次に必ず 
履修し単位を修得してください。

Ⅱ　映画学科
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授業科目
単
位
数

コース指定

履修方法
授
業
年
次

映
表
理

監
督

撮
録

演
技

A　理論・歴史部門

映画芸術学Ⅰ 2 ● ● ● ● 1

映画芸術学Ⅱ 2 ● ● ● ● 1

映画と諸芸術Ⅰ 2 3

映画と諸芸術Ⅱ 2 3

映像概論 2 〇 映表理準必修 1

映像心理学Ⅰ 2 2

映像心理学Ⅱ 2 2

日本映画史Ⅰ 2 ● ● ● ● 1

日本映画史Ⅱ 2 1

外国映画史Ⅰ 2 ● ● ● ● 2

外国映画史Ⅱ 2 2

外国映画史Ⅲ 2 3

外国映画史Ⅳ 2 3

映画理論基礎 2 〇 映表理準必修 1

前衛映画史Ⅰ 2 3

前衛映画史Ⅱ 2 3

ドキュメンタリー映画史Ⅰ 2 3

ドキュメンタリー映画史Ⅱ 2 3

B　研究部門

シナリオ論Ⅰ 2 ● ● ● ● 1

シナリオ論Ⅱ 2 1

映画作品研究Ⅰ 2 3

映画作品研究Ⅱ 2 3

映画鑑賞批評Ⅰ 2 1

映画鑑賞批評Ⅱ 2 1

作品批評演習Ⅰ 2 3

作品批評演習Ⅱ 2 3

映画文献研究Ⅰ 2 3

映画文献研究Ⅱ 2 3

映画特講Ⅰ 2 3

映画特講Ⅱ 2 3

映画特講Ⅲ 2 3

映画特講Ⅳ 2 3

映画特講Ⅴ 2 3

映画特講Ⅵ 2 3

映画特講Ⅶ 2 3

映画特講Ⅷ 2 3

映画特講Ⅸ 2 3

映画特講Ⅹ 2 3

映像企画発想論Ⅰ 2 3

映像企画発想論Ⅱ 2 3

映像メディア論Ⅰ 2 3

映像メディア論Ⅱ 2 3

授業科目
単
位
数

コース指定

履修方法
授
業
年
次

映
表
理

監
督

撮
録

演
技

映画ビジネスⅠ 2 2

映画ビジネスⅡ 2 2

映画ビジネスⅢ 2 3

映画ビジネスⅣ 2 3

映像特別講座Ⅰ 2 3

映像特別講座Ⅱ 2 3

C　表現技術部門

映像表現・理論Ⅰ 3 ● 映表理必修 1

映像表現・理論Ⅱ 3 ● 映表理必修 1

映像表現・理論Ⅲ 3 〇 映表理準必修 2

映像表現・理論Ⅳ 3 〇 映表理準必修 2

映像表現・理論Ⅴ 3 〇 映表理準必修 3

映像表現・理論Ⅵ 3 〇 映表理準必修 3

映画基礎演習Ⅰ 1 1

映画基礎演習Ⅱ 1 1

映画演出論Ⅰ 2 3

映画演出論Ⅱ 2 3

映画演技論Ⅰ 2 3

映画演技論Ⅱ 2 3

映画音楽Ⅰ 2 〇 準必修（録音のみ） 3

映画音楽Ⅱ 2 3

映画技術論Ⅰ 2 3

映画技術論Ⅱ 2 3

センシトメトリーⅠ 2 〇 撮録準必修 2

センシトメトリーⅡ 2 2

映画演技研究Ⅰ 1 3

映画演技研究Ⅱ 1 3

音響基礎 2 〇 撮録準必修 2

電気基礎 2 〇 撮録準必修 2

映画批評研究Ⅰ 2 2

映画批評研究Ⅱ 2 2

映画理論演習 2 3

シナリオ創作Ⅰ 1 3

シナリオ創作Ⅱ 1 3

シナリオ基礎 2 〇 映表理準必修 1

シナリオ演習Ⅰ 2 2

シナリオ演習Ⅱ 2 3

映画演出Ⅰ 3 ● 監督必修 1

映画演出Ⅱ 3 ● 監督必修 1

映画演出Ⅲ 4 〇 監督準必修 2

映画演出Ⅳ 4 〇 監督準必修 2

映画演出Ⅴ 4 〇 監督準必修 3

映画演出Ⅵ 4 〇 監督準必修 3

映画演出基礎Ⅰ 2 〇 監督準必修 1

Ⅱ群　学科別授業科目（映画学科）
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授業科目
単
位
数

コース指定

履修方法
授
業
年
次

映
表
理

監
督

撮
録

演
技

映画演出基礎Ⅱ 2 1

演技指導演習Ⅰ 2 2

演技指導演習Ⅱ 2 3

映画演技基礎Ⅰ 1 ● 演技必修 1

映画演技基礎Ⅱ 1 ● 演技必修 1

映画演技実習Ⅰ 1 〇 演技準必修 2

映画演技実習Ⅱ 1 〇 演技準必修 2

映画演技実習Ⅲ 1 〇 演技準必修 3

映画演技実習Ⅳ 1 〇 演技準必修 3

発声Ⅰ 1 〇 演技準必修 1

発声Ⅱ 1 □

演技コース 
卒業までに 
発声Ⅱ～ 
音楽Ⅵのうち 
7単位を 
準選択必修

1

発声Ⅲ 1 □ 2

発声Ⅳ 1 □ 2

発声Ⅴ 1 □ 3

発声Ⅵ 1 □ 3

音楽Ⅰ 1 □ 1

音楽Ⅱ 1 □ 1

音楽Ⅲ 1 □ 2

音楽Ⅳ 1 □ 2

音楽Ⅴ 1 □ 3

音楽Ⅵ 1 □ 3

日舞Ⅰ 1 □

演技コース 
卒業までに 
日舞Ⅰ～ 
洋舞Ⅵのうち 
8単位を 
準選択必修

1

日舞Ⅱ 1 □ 1

日舞Ⅲ 1 □ 2

日舞Ⅳ 1 □ 2

日舞Ⅴ 1 □ 3

日舞Ⅵ 1 □ 3

洋舞Ⅰ 1 □ 1

洋舞Ⅱ 1 □ 1

洋舞Ⅲ 1 □ 2

洋舞Ⅳ 1 □ 2

洋舞Ⅴ 1 □ 3

洋舞Ⅵ 1 □ 3

映画技術基礎Ⅰ 2 〇 撮録準必修 1

映画技術基礎Ⅱ 2 1

映画技術Ⅰ 3 ● 撮録必修 1

映画技術Ⅱ 3 ● 撮録必修 1

映画技術Ⅲ 4 〇 撮録準必修 2

映画技術Ⅳ 4 〇 撮録準必修 2

映画技術Ⅴ 4 〇 撮録準必修 3

映画技術Ⅵ 4 〇 撮録準必修 3

授業科目
単
位
数

コース指定

履修方法
授
業
年
次

映
表
理

監
督

撮
録

演
技

撮影研究Ⅰ 2 □

2科目 
準選択必修

2

撮影研究Ⅱ 2 □ 3

録音研究Ⅰ 2 □ 2

録音研究Ⅱ 2 □ 3

映画編集 2 2･3

映像技術基礎 2 〇 映表理準必修 1

映像メディア演習 2 2

映像メディア実習 2 2

アニメーションⅠ 2 2

アニメーションⅡ 2 2

アニメーション研究Ⅰ 2 3

アニメーション研究Ⅱ 2 3

メディアアート概論 2 2

メディアアート演習 2 2

ＣＧＩ演習Ⅰ 2 3

ＣＧＩ演習Ⅱ 2 3

制作演習Ⅰ 1 2

制作演習Ⅱ 1 2

制作演習Ⅲ 1 3

制作演習Ⅳ 1 3

総合制作演習Ⅰ 1 4

総合制作演習Ⅱ 1 4

映画技術演習 1 1

映画撮影演習 2 2

卒業論文・制作・研究 8 ● ● ● ● 4

・ 授業年次は，履修可能最低学年となります。
・  ●は「必修科目」，○は「準必修科目」，⃞は「準選択必修科目」， 
その他は「選択科目」。

1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4

1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4

1
-
-
2
3
-
-
4
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●A 理論・歴史部門
DP1、DP2

映像芸術に関する豊か
な知識・教養を身につ
けることにより、自ら
が映像について考え、
創造できる能力をつけ
ることを目標とする。

●C 表現技術部門
DP5、DP6、DP7、DP8 

映像制作の表現手段を
身につけることにより、 
作品制作への挑戦力を
養う。また、作品制作を
通して、コミュニケー
ション力、協働力、省
察力などの社会性を養
うことを目標とする。

●B 研究部門
DP3、DP4

映像の技法や研究方法
を身につけ、論理的・批
判的思考力を養い、問
題解決能力や表現力を
身につけることを目標
とする。

映画学科［映像表現・理論コース］
ディプロマ・ポリシー 
DP1：豊かな知識・教養に基づく高い倫理観
DP2：世界の現状を理解し、説明する力

DP3：論理的・批判的思考力
DP4：問題発見・解決力
DP5：挑戦力

DP6：コミュニケーション力
DP7：リーダーシップ・協働力
DP8：省察力

履修系統図  

学修到達目標

4年次

前期 後期前期 後期

1年次

前期 後期

2年次

前期 後期

3年次

映像表現・理論Ⅰ 映像表現・理論Ⅱ

映像技術基礎

映像表現・理論Ⅲ 映像表現・理論Ⅳ 映像表現・理論Ⅴ

アニメーション研究Ⅰ

映像表現・理論Ⅵ

アニメーション研究Ⅱ

卒業論文

卒業制作

卒業研究

シナリオ基礎

シナリオ論Ⅰ シナリオ論Ⅱ

映画芸術学Ⅰ 映画芸術学Ⅱ

日本映画史Ⅰ

外国映画史Ⅰ

映像概論 映画理論基礎

映画音楽Ⅰ 映画音楽Ⅱ

映画技術論Ⅰ 映画技術論Ⅱ

映画理論演習

シナリオ演習Ⅱ

アニメーションⅠ アニメーションⅡ

メディアアート演習

メディアアート概論

CGI演習Ⅰ

映画演出論Ⅱ映画演出論Ⅰ

映画演技論Ⅰ 映画演技論Ⅱ

電気基礎

映像メディア実習

CGI演習Ⅱ

映画技術基礎Ⅰ 映画技術基礎Ⅱ

映画演出基礎Ⅰ

映画演出基礎Ⅱ

映画批評研究Ⅰ 映画批評研究Ⅱ

シナリオ演習Ⅰ

映画特講Ⅴ 映画特講Ⅹ

映画特講Ⅰ 映画特講Ⅵ

映像メディア論Ⅰ 映像メディア論Ⅱ

作品批評演習Ⅰ 作品批評演習Ⅱ

映像企画発想論Ⅰ 映像企画発想論Ⅱ

映画特講Ⅱ 映画特講Ⅶ

映画ビジネスⅢ 映画ビジネスⅣ

映画特講Ⅲ 映画特講Ⅷ

映像特別講座Ⅰ 映像特別講座Ⅱ

映画作品研究Ⅰ 映画作品研究Ⅱ

映画文献研究Ⅰ 映画文献研究Ⅱ

映画特講Ⅳ 映画特講Ⅸ

映画鑑賞批評Ⅱ映画鑑賞批評Ⅰ

映画ビジネスⅠ 映画ビジネスⅡ

映画編集

映像メディア演習

映像心理学Ⅰ 映像心理学Ⅱ

映画と諸芸術Ⅰ 映画と諸芸術Ⅱ

前衛映画史Ⅰ 前衛映画史Ⅱ

ドキュメンタリー映画史Ⅰ ドキュメンタリー映画史Ⅱ

日本映画史Ⅱ

外国映画史Ⅱ

必修科目 準必修科目 選択科目 ※網掛けはコースの主要科目を示す

外国映画史Ⅲ 外国映画史Ⅳ
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学修到達目標

映画学科［監督コース］

●A 理論・歴史部門
DP1、DP2

映像芸術に関する豊か
な知識・教養を身につ
けることにより、自ら
が映像について考え、
創造できる能力をつけ
ることを目標とする。

●C 表現技術部門
DP5、DP6、DP7、DP8 

映像制作の表現手段を
身につけることにより、 
作品制作への挑戦力を
養う。また、作品制作を
通して、コミュニケー
ション力、協働力、省
察力などの社会性を養
うことを目標とする。

●B 研究部門
DP3、DP4

映像の技法や研究方法
を身につけ、論理的・批
判的思考力を養い、問
題解決能力や表現力を
身につけることを目標
とする。

履修系統図  
ディプロマ・ポリシー 
DP1：豊かな知識・教養に基づく高い倫理観
DP2：世界の現状を理解し、説明する力

DP3：論理的・批判的思考力
DP4：問題発見・解決力
DP5：挑戦力

DP6：コミュニケーション力
DP7：リーダーシップ・協働力
DP8：省察力

4年次

前期 後期前期 後期

1年次

前期 後期

2年次

前期 後期

3年次

映画演出Ⅰ 映画演出Ⅱ 映画演出Ⅲ 映画演出Ⅳ 映画演出Ⅴ 映画演出Ⅵ 卒業制作
（監督）

シナリオ創作Ⅰ シナリオ創作Ⅱ

演技指導演習Ⅱ 映画編集

シナリオ論Ⅰ シナリオ論Ⅱ

映画芸術学Ⅰ 映画芸術学Ⅱ

日本映画史Ⅰ

外国映画史Ⅰ

演技指導演習Ⅰ

映画演出基礎Ⅰ

映画演出基礎Ⅱ 総合制作
演習Ⅰ

総合制作
演習Ⅱ

映画特講Ⅴ 映画特講Ⅹ

映画特講Ⅰ 映画特講Ⅵ

映像メディア論Ⅰ 映像メディア論Ⅱ

映像企画発想論Ⅰ 映像企画発想論Ⅱ

映画特講Ⅱ 映画特講Ⅶ

映画特講Ⅲ 映画特講Ⅷ

映像特別講座Ⅰ 映像特別講座Ⅱ

映画特講Ⅳ 映画特講Ⅸ

映画音楽Ⅰ 映画音楽Ⅱ

映画技術論Ⅰ 映画技術論Ⅱ

映画理論演習

シナリオ演習Ⅱ

アニメーション研究Ⅰ アニメーション研究Ⅱメディアアート概論

CGI演習Ⅰ

メディアアート演習

映画撮影演習

映画演技論Ⅰ

映画演出論Ⅰ

映画演技論Ⅱ

映画演出論Ⅱ

電気基礎

制作演習Ⅰ 制作演習Ⅱ 制作演習Ⅲ 制作演習Ⅳ

映像メディア実習 CGI演習Ⅱ

映像心理学Ⅰ 映像心理学Ⅱ

映画と諸芸術Ⅰ 映画と諸芸術Ⅱ

前衛映画史Ⅰ 前衛映画史Ⅱ

ドキュメンタリー映画史Ⅰ ドキュメンタリー映画史Ⅱ

外国映画史Ⅲ 外国映画史Ⅳ

映画鑑賞批評Ⅰ

映画ビジネスⅠ 映画ビジネスⅡ

映画批評研究Ⅰ

映画技術演習

映画批評研究Ⅱ

シナリオ演習Ⅰ

映像メディア演習

外国映画史Ⅱ

映画鑑賞批評Ⅱ

映画基礎演習Ⅰ 映画基礎演習Ⅱ

映画技術基礎Ⅰ 映画技術基礎Ⅱ

映像概論

日本映画史Ⅱ

映画理論基礎

必修科目 準必修科目 選択科目 ※網掛けはコースの主要科目を示す

作品批評演習Ⅰ 作品批評演習Ⅱ

映画作品研究Ⅰ 映画作品研究Ⅱ
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学修到達目標

映画学科［撮影・録音コース］

●A 理論・歴史部門
DP1、DP2

映像芸術に関する豊か
な知識・教養を身につ
けることにより、自ら
が映像について考え、
創造できる能力をつけ
ることを目標とする。

●C 表現技術部門
DP5、DP6、DP7、DP8 

映像制作の表現手段を
身につけることにより、 
作品制作への挑戦力を
養う。また、作品制作を
通して、コミュニケー
ション力、協働力、省
察力などの社会性を養
うことを目標とする。

●B 研究部門
DP3、DP4

映像の技法や研究方法
を身につけ、論理的・批
判的思考力を養い、問
題解決能力や表現力を
身につけることを目標
とする。

履修系統図  
ディプロマ・ポリシー 
DP1：豊かな知識・教養に基づく高い倫理観
DP2：世界の現状を理解し、説明する力

DP3：論理的・批判的思考力
DP4：問題発見・解決力
DP5：挑戦力

DP6：コミュニケーション力
DP7：リーダーシップ・協働力
DP8：省察力

4年次

前期 後期前期 後期

1年次

前期 後期

2年次

前期 後期

3年次

映画芸術学Ⅰ 映画芸術学Ⅱ

シナリオ論Ⅰ シナリオ論Ⅱ

日本映画史Ⅰ

外国映画史Ⅰ

映画技術Ⅰ 映画技術Ⅱ 卒業制作
（撮影）

卒業制作
（録音）

映画編集

映画技術基礎Ⅱ

☆撮影研究Ⅰ ☆撮影研究Ⅱ

☆録音研究Ⅰ ☆録音研究Ⅱ

センシトメトリーⅠ センシトメトリーⅡ

映画技術Ⅲ 映画技術Ⅳ 映画技術Ⅴ 映画技術Ⅵ

映画音楽Ⅰ 映画音楽Ⅱ

音響基礎

電気基礎

映画技術基礎Ⅰ

☆付の科目はこの中から２科目以上履修する。
※網掛けはコースの主要科目を示す

映像心理学Ⅰ 映像心理学Ⅱ

映画と諸芸術Ⅰ 映画と諸芸術Ⅱ

前衛映画史Ⅰ 前衛映画史Ⅱ

ドキュメンタリー映画史Ⅰ ドキュメンタリー映画史Ⅱ

外国映画史Ⅲ 外国映画史Ⅳ

映画特講Ⅴ 映画特講Ⅹ

映画特講Ⅰ 映画特講Ⅵ

映像メディア論Ⅰ 映像メディア論Ⅱ

映像企画発想論Ⅰ 映像企画発想論Ⅱ

映画特講Ⅱ 映画特講Ⅶ

映画特講Ⅲ 映画特講Ⅷ

映像特別講座Ⅰ 映像特別講座Ⅱ

映画特講Ⅳ 映画特講Ⅸ

映画技術論Ⅰ

映画演出論Ⅱ映画演出論Ⅰ

映画技術論Ⅱ

シナリオ演習Ⅱ

映画理論演習

メディアアート概論

メディアアート演習

CGI演習Ⅰ

アニメーション研究Ⅱアニメーション研究Ⅰ

CGI演習Ⅱ

映画鑑賞批評Ⅰ

映画ビジネスⅠ 映画ビジネスⅡ

シナリオ演習Ⅰ

映画批評研究Ⅱ映画批評研究Ⅰ

映像メディア演習 映像メディア実習

外国映画史Ⅱ

映像概論

映画鑑賞批評Ⅱ

日本映画史Ⅱ

映画基礎演習Ⅰ 映画基礎演習Ⅱ

映画技術演習映画演出基礎Ⅰ

映画演出基礎Ⅱ

映画理論基礎

総合制作
演習Ⅰ

総合制作
演習Ⅱ

必修科目 準必修科目 選択科目準選択必修科目

制作演習Ⅰ

映画撮影演習

制作演習Ⅱ 制作演習Ⅲ 制作演習Ⅳ

作品批評演習Ⅰ 作品批評演習Ⅱ

映画作品研究Ⅰ 映画作品研究Ⅱ

映画演技論Ⅰ 映画演技論Ⅱ
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学修到達目標

映画学科［演技コース］

●A 理論・歴史部門
DP1、DP2

映像芸術に関する豊か
な知識・教養を身につ
けることにより、自ら
が映像について考え、
創造できる能力をつけ
ることを目標とする。

●C 表現技術部門
DP5、DP6、DP7、DP8 

映像制作の表現手段を
身につけることにより、 
作品制作への挑戦力を
養う。また、作品制作を
通して、コミュニケー
ション力、協働力、省
察力などの社会性を養
うことを目標とする。

●B 研究部門
DP3、DP4

映像の技法や研究方法
を身につけ、論理的・批
判的思考力を養い、問
題解決能力や表現力を
身につけることを目標
とする。

履修系統図  
ディプロマ・ポリシー 
DP1：豊かな知識・教養に基づく高い倫理観
DP2：世界の現状を理解し、説明する力

DP3：論理的・批判的思考力
DP4：問題発見・解決力
DP5：挑戦力

DP6：コミュニケーション力
DP7：リーダーシップ・協働力
DP8：省察力

4年次

前期 後期前期 後期

1年次

前期 後期

2年次

前期 後期

3年次

映画演技基礎Ⅰ 映画演技基礎Ⅱ

△音楽Ⅰ △音楽Ⅱ

映画演技実習Ⅰ 映画演技実習Ⅱ 映画演技実習Ⅲ 映画演技実習Ⅳ 卒業制作
（演技）

発声Ⅰ △発声Ⅱ

▲日舞Ⅰ ▲日舞Ⅱ

▲洋舞Ⅰ ▲洋舞Ⅱ

必修科目

シナリオ論Ⅰ シナリオ論Ⅱ

映画芸術学Ⅰ 映画芸術学Ⅱ

日本映画史Ⅰ

外国映画史Ⅰ

準必修科目

△音楽Ⅲ △音楽Ⅳ

△発声Ⅲ △発声Ⅳ

▲日舞Ⅲ ▲日舞Ⅳ

▲洋舞Ⅲ ▲洋舞Ⅳ

△音楽Ⅴ △音楽Ⅵ

△発声Ⅴ △発声Ⅵ

▲日舞Ⅴ ▲日舞Ⅵ

▲洋舞Ⅴ ▲洋舞Ⅵ

演技指導演習Ⅱ演技指導演習Ⅰ

準選択必修科目　△付の科目はこの中から7科目以上履修する
　　　　　　　　▲付の科目はこの中から8科目以上履修する
※網掛けはコースの主要科目を示す

映画特講Ⅴ 映画特講Ⅹ

映画特講Ⅰ 映画特講Ⅵ

映像メディア論Ⅰ 映像メディア論Ⅱ

映像企画発想論Ⅰ 映像企画発想論Ⅱ

映画特講Ⅱ 映画特講Ⅶ

映画特講Ⅲ 映画特講Ⅷ

映像特別講座Ⅰ 映像特別講座Ⅱ

映画特講Ⅳ 映画特講Ⅸ

映画理論演習

制作演習Ⅰ

シナリオ演習Ⅱ

アニメーション研究Ⅰ アニメーション研究Ⅱ

メディアアート演習

CGI演習Ⅰ

電気基礎

映画撮影演習

映像メディア実習 CGI演習Ⅱ

映像心理学Ⅰ 映像心理学Ⅱ

映画と諸芸術Ⅰ 映画と諸芸術Ⅱ

前衛映画史Ⅰ 前衛映画史Ⅱ

ドキュメンタリー映画史Ⅰ ドキュメンタリー映画史Ⅱ

外国映画史Ⅲ 外国映画史Ⅳ

映画ビジネスⅠ 映画ビジネスⅡ

メディアアート概論

映画批評研究Ⅱ映画批評研究Ⅰ

映像メディア演習

外国映画史Ⅱ

映画鑑賞批評Ⅱ映画鑑賞批評Ⅰ

映画演出基礎Ⅰ

映画技術基礎Ⅱ

映画演出基礎Ⅱ

映画技術基礎Ⅰ

映像概論

日本映画史Ⅱ

映画理論基礎

選択科目準選択必修科目

総合制作
演習Ⅰ

総合制作
演習Ⅱ

シナリオ演習Ⅰ

制作演習Ⅱ 制作演習Ⅲ 制作演習Ⅳ

作品批評演習Ⅰ 作品批評演習Ⅱ

映画作品研究Ⅰ 映画作品研究Ⅱ

映画演技研究Ⅰ 映画演技研究Ⅱ

映画技術論Ⅰ 映画技術論Ⅱ

映画演出論Ⅱ映画演出論Ⅰ

映画演技論Ⅰ 映画演技論Ⅱ

映画音楽Ⅰ 映画音楽Ⅱ
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Ⅲ　美術学科

美術学科　履修方法について
美術学科では，履修する主要科目の違いによって以下のコース・専攻に分かれています。

・絵画コース（絵画専攻），絵画コース（版画専攻）

・彫刻コース（彫刻専攻），彫刻コース（地域芸術専攻）

1　各コースの履修方法について
①　絵画コース（絵画専攻）について
1年次に絵画Ⅰ（前期2単位）・絵画Ⅱ（後期5単位），2年次には絵画Ⅲ（前期5単位）・絵画Ⅳ（後
期5単位），3年次は絵画Ⅴ（前期5単位）・絵画Ⅵ（後期5単位），4年次は絵画Ⅶ（前期5単位）・絵
画Ⅷ（後期5単位），卒業論文・制作（8単位）をそれぞれ履修してください。

②　絵画コース（版画専攻）について
1年次に版画Ⅰ（前期2単位）・版画Ⅱ（後期5単位），2年次には版画Ⅲ（前期5単位）・版画Ⅳ

（後期5単位），3年次に版画Ⅴ（前期5単位）・版画Ⅵ（後期5単位），4年次は版画Ⅶ（前期5単位）・
版画Ⅷ（後期5単位），卒業論文・制作（8単位）をそれぞれ履修してください。　
③　彫刻コース（彫刻専攻）について
1年次に彫刻基礎Ⅰ（前期2単位）・彫刻基礎Ⅱ（後期5単位），2年次には彫刻Ⅰ（前期5単位）・
彫刻Ⅱ（後期5単位），3年次は彫刻Ⅲ（前期5単位）・彫刻Ⅳ（後期5単位），4年次は彫刻応用Ⅰ（前
期5単位）・彫刻応用Ⅱ（後期5単位），卒業論文・制作（8単位）をそれぞれ履修してください。
④　彫刻コース（地域芸術専攻）について
1年次に彫刻基礎Ⅰ（前期2単位）・彫刻基礎Ⅱ（後期5単位），2年次には地域芸術Ⅰ（前期5単位）・
地域芸術Ⅱ（後期5単位），3年次は地域芸術Ⅲ（前期5単位）・地域芸術Ⅳ（後期5単位），4年次
は彫刻応用Ⅰ（前期5単位）・彫刻応用Ⅱ（後期5単位），卒業論文・制作（8単位）をそれぞれ履
修してください。
⑤　両コース共通
（1） 　理論･歴史部門では，「美術史概論Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ（各2単位）」の中から2科目，「西洋美術史
Ⅰ･Ⅱ，日本美術史Ⅰ･Ⅱ，東洋美術史Ⅰ･Ⅱ（各2単位）」の中から4科目が選択必修科目と
なりますので，必ず履修し修得してください。美術史概論は2年次までに履修してください。

（2） 　研究部門では，「美術作品研究Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ（各2単位）」の中から2科目が選択必修科目と
なりますが，全て履修することが望ましい。

（3）　表現部門からは，1年次にデッサン，版画基礎，彫塑（各1単位）を履修してください。

2　履修上の注意
①　別表のコースの欄に●印（必修科目）の記載がある科目は，コースの必修科目なので，必ず指定
の授業年次に履修しなければなりません。

②　表現技術部門は，表現活動の実践的な知識と能力の修得を目的とした演習形式の講座であり1年
次から4年次まで段階的に履修しなければなりません。不合格者の上級科目登録は認めません。

③　卒業制作（8 単位）は卒業論文（8 単位）をもって変えることができます。この場合あらかじめ
学務委員に申し出て相談してください。

④　美術の教員免許を希望するものは4年次に教育実習があるため，3年次までに教職教科部門の科目
を修得することが望ましい。
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授業科目
単
位
数

絵画コース彫刻コース

履修方法
授
業
年
次

絵
画

版
画

彫
刻

地
域
芸
術

A　理論・歴史部門

美術学Ⅰ 2 3

美術学Ⅱ 2 3

解剖学 2 3

美術史概論Ⅰ 2 ■ ■ ■ ■

２科目
選択必修

1

美術史概論Ⅱ 2 ■ ■ ■ ■ 1

美術史概論Ⅲ 2 ■ ■ ■ ■ 1

美術史概論Ⅳ 2 ■ ■ ■ ■ 1

西洋美術史Ⅰ 2 ■ ■ ■ ■

４科目
選択必修

3

西洋美術史Ⅱ 2 ■ ■ ■ ■ 3

日本美術史Ⅰ 2 ■ ■ ■ ■ 3

日本美術史Ⅱ 2 ■ ■ ■ ■ 3

東洋美術史Ⅰ 2 ■ ■ ■ ■ 3

東洋美術史Ⅱ 2 ■ ■ ■ ■ 3

Ｂ　研究部門

美的構成研究Ⅰ 2 3

美的構成研究Ⅱ 2 3

版画概論Ⅰ 2 3

版画概論Ⅱ 2 3

美術作品研究Ⅰ 2 ■ ■ ■ ■ ２科目
選択必修
※全て履修す
ることが望ま
しい

1

美術作品研究Ⅱ 2 ■ ■ ■ ■ 1

美術作品研究Ⅲ 2 ■ ■ ■ ■ 3

美術作品研究Ⅳ 2 ■ ■ ■ ■ 3

美術特別講座Ⅰ 2 1

美術特別講座Ⅱ 2 1

古美術研究Ⅰ 2 3

古美術研究Ⅱ 2 3

美術特別研究Ⅰ 2 1

美術特別研究Ⅱ 2 1

Ｃ　表現技術部門

デッサン 1 ● ● ● ● 1

彫刻基礎Ⅰ 2 ー ー ● ● 1

彫刻基礎Ⅱ 5 ー ー ● ● 1

彫刻Ⅰ 5 ー ー ● ー 2

彫刻Ⅱ 5 ー ー ● ー 2

彫刻Ⅲ 5 ー ー ● ー 3

彫刻Ⅳ 5 ー ー ● ー 3

彫刻応用Ⅰ 5 ー ー ● ● 4

彫刻応用Ⅱ 5 ー ー ● ● 4

地域芸術Ⅰ 5 ー ー ー ● 2

地域芸術Ⅱ 5 ー ー ー ● 2

地域芸術Ⅲ 5 ー ー ー ● 3

地域芸術Ⅳ 5 ー ー ー ● 3

授業科目
単
位
数

絵画コース彫刻コース

履修方法
授
業
年
次

絵
画

版
画

彫
刻

地
域
芸
術

Ｃ　表現技術部門

絵画Ⅰ 2 ● ー ー ー 1

絵画Ⅱ 5 ● ー ー ー 1

絵画Ⅲ 5 ● ー ー ー 2

絵画Ⅳ 5 ● ー ー ー 2

絵画Ⅴ 5 ● ー ー ー 3

絵画Ⅵ 5 ● ー ー ー 3

絵画Ⅶ 5 ● ー ー ー 4

絵画Ⅷ 5 ● ー ー ー 4

版画Ⅰ 2 ー ● ー ー 1

版画Ⅱ 5 ー ● ー ー 1

版画Ⅲ 5 ー ● ー ー 2

版画Ⅳ 5 ー ● ー ー 2

版画Ⅴ 5 ー ● ー ー 3

版画Ⅵ 5 ー ● ー ー 3

版画Ⅶ 5 ー ● ー ー 4

版画Ⅷ 5 ー ● ー ー 4

版画基礎 1 ● ● ● ● 1

彫塑 1 ● ● ● ● 1

卒業論文・制作 8 ● ● ● ● 4

Ｄ　教職教科部門
（教職免許を修得するための科目により卒業単位には含まれません）

デザイン論 2 1

図学 2 1

映像メディア研究 1 3

美術教材研究Ⅰ 2 3

美術教材研究Ⅱ 2 3

工芸演習 2 2

・ 授業年次は，履修可能最低学年となります。
・ ●は「必修科目」，■は「選択必修科目」，その他は「選択科目」。
・ 美術作品研究Ⅰ～Ⅳは，全て履修することが望ましい。

Ⅱ群　学科別授業科目（美術学科）　

1
-

-
2

3
-

-
4

1
-
-
2
3
-
-
4

1
-
-
-
-
2
3
-
-
-
-
4
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学修到達目標

4年次

前期 後期前期 後期

1年次

前期 後期

2年次

前期 後期

3年次

卒
業
論
文
・
制
作

美術学科［絵画コース］

必修科目 選択必修科目 選択科目

*1の4科目の内から2科目選択必修
*2の6科目の内から4科目選択必修

*3の4科目の内から2科目選択必修

版画専攻

絵画専攻

●A 理論・歴史部門
DP1、DP2

美術に関する豊かな知
識・教養を身につける
ことにより、自らが美
術について考え、創造
できる能力をつけるこ
とを目標とする。

●C 表現技術部門
DP5、DP6、DP7、DP8 

絵画制作の表現手段を
身につけることによ
り、作品発表への挑戦
力を養う。また、個展、
グループ展、コンクー
ル展等での作品発表を
通して、コミュニケー
ション力、協働力、省
察力などの社会性を養
うことを目標とする。

●B 研究部門
DP3、DP4

美術の技法や研究方法
を身につけ、論理的・
批判的思考力を養い、
素材の知識や表現力を
つけることを目標とす
る。

履修系統図  
ディプロマ・ポリシー 
DP1：豊かな知識・教養に基づく高い倫理観
DP2：世界の現状を理解し、説明する力

DP3：論理的・批判的思考力
DP4：問題発見・解決力
DP5：挑戦力

DP6：コミュニケーション力
DP7：リーダーシップ・協働力
DP8：省察力

デッサン

版画基礎

彫塑

絵画Ⅰ

版画Ⅰ

絵画Ⅲ

版画Ⅲ

絵画Ⅱ

版画Ⅱ

絵画Ⅳ

版画Ⅳ

絵画Ⅴ

版画Ⅴ

絵画Ⅶ

版画Ⅶ

絵画Ⅵ

版画Ⅵ

絵画Ⅷ

版画Ⅷ

美術作品
研究Ⅰ＊3

美術史
概論Ⅰ＊1

西洋美術史
Ⅰ ＊2

日本美術史
Ⅰ ＊2

美術史
概論Ⅲ＊1

東洋美術史
Ⅰ ＊2

美術史
概論Ⅱ＊1

西洋美術史
Ⅱ ＊2

美術史
概論Ⅳ＊1

日本美術史
Ⅱ ＊2

東洋美術史
Ⅱ ＊2

美術作品
研究Ⅲ＊3

美術作品
研究Ⅱ＊3

美術作品
研究Ⅳ＊3

美的構成
研究Ⅰ

美術
特別講座Ⅱ

美術
特別講座Ⅰ

美術
特別研究Ⅰ

美術
特別研究Ⅱ

古美術
研究Ⅰ

古美術
研究Ⅱ

版画概論Ⅰ

美的構成
研究Ⅱ

版画概論Ⅱ

美術学Ⅰ

解剖学

美術学Ⅱ
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学修到達目標

4年次

前期 後期前期 後期

1年次

前期 後期

2年次

前期 後期

3年次

卒
業
論
文
・
制
作

美術学科［彫刻コース］

*1の4科目の内から2科目選択必修
*2の6科目の内から4科目選択必修

*3の4科目の内から2科目選択必修

*4：彫刻専攻必修
*5：地域芸術専攻必修

彫刻専攻

地域芸術専攻

必修科目 選択必修科目 選択科目

●A 理論・歴史部門
DP1、DP2

美術に関する豊かな知
識・教養を身につける
ことにより、自らが美
術について考え、創造
できる能力をつけるこ
とを目標とする。

●C 表現技術部門
DP5、DP6、DP7、DP8 

絵画制作の表現手段を
身につけることによ
り、作品発表への挑戦
力を養う。また、個展、
グループ展、コンクー
ル展等での作品発表を
通して、コミュニケー
ション力、協働力、省
察力などの社会性を養
うことを目標とする。

●B 研究部門
DP3、DP4

美術の技法や研究方法
を身につけ、論理的・
批判的思考力を養い、
素材の知識や表現力を
つけることを目標とす
る。

履修系統図  
ディプロマ・ポリシー 
DP1：豊かな知識・教養に基づく高い倫理観
DP2：世界の現状を理解し、説明する力

DP3：論理的・批判的思考力
DP4：問題発見・解決力
DP5：挑戦力

DP6：コミュニケーション力
DP7：リーダーシップ・協働力
DP8：省察力

デッサン

版画基礎

彫塑

彫刻基礎Ⅰ

彫刻Ⅰ

地域芸術Ⅰ

彫刻基礎Ⅱ

彫刻Ⅱ

地域芸術Ⅱ

彫刻Ⅲ

地域芸術Ⅲ

彫刻Ⅳ

地域芸術Ⅳ

彫刻応用Ⅰ 彫刻応用Ⅱ

＊4

＊5

＊4

＊5

＊4

＊5

＊4

＊5

美術史
概論Ⅰ＊1

美術史
概論Ⅲ＊1

美術史
概論Ⅱ＊1

美術史
概論Ⅳ＊1

西洋美術史
Ⅰ ＊2

日本美術史
Ⅰ ＊2

東洋美術史
Ⅰ ＊2

西洋美術史
Ⅱ ＊2

日本美術史
Ⅱ ＊2

東洋美術史
Ⅱ ＊2

美術学Ⅰ

解剖学

美術学Ⅱ

美術作品
研究Ⅰ＊3

美術作品
研究Ⅲ＊3

美術作品
研究Ⅱ＊3

美術作品
研究Ⅳ＊3

美的構成
研究Ⅰ

美術
特別講座Ⅱ

美術
特別講座Ⅰ

美術
特別研究Ⅰ

美術
特別研究Ⅱ

古美術
研究Ⅰ

古美術
研究Ⅱ

版画概論Ⅰ

美的構成
研究Ⅱ

版画概論Ⅱ
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1　コースについて
音楽学科は，履修する主要科目の違いによって次の6コースに分かれています。

Ａ　作曲・理論コース
　　作曲，理論

Ｂ　音楽教育コース

Ｃ　声楽コース

Ｄ　ピアノコース

Ｅ　弦管打楽コース
　　弦　楽（Vn.，Va.，Vc.，Cb.，Gt.）
　　管打楽（Fl.，Ob.，Cl.，Fg.，Sax.，Hr.，Tp.，Tb.，Euph.，Tub.，Perc．）

Ｆ　情報音楽コース

注．Ａ～Ｆは学生番号の記号。弦楽・管打楽の（　）内は専攻楽器。

　○主要科目
　　　各コースの主要科目は次のとおりです。

作曲・理論コース    作　曲 作曲・和声・記譜法
 理　論 音楽学・ゼミナール・音楽作品研究
音楽教育コース 音楽教育学・ゼミナール・音楽教育研究
声楽コース 声楽・オペラ
ピアノコース ピアノ・演奏論
弦管打楽コース  　  弦　楽 弦楽器・オーケストラ・室内楽
 管打楽 管打楽器・オーケストラ・吹奏楽
情報音楽コース 情報音楽基礎・情報音楽実践・ゼミナール

2　履修上の諸注意について
①　各コース欄に●印（必修科目）の記載のある科目は，当該コースの必修科目であるので必ず履修
しなければなりません。

②　コース欄に〇印（準必修科目）が付してある科目は，優先的に修得してください。
③　コース欄が空欄になっている科目は，選択科目として所定の授業年次または当該年次以降におい
て履修することができます。なおコース欄に－印のある科目は履修することができません。

④　表現技術部門の科目で，Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ・・・と表記されている科目は，段階的に履修
しなければなりませんが，1年間で履修登録できるのは，既に修得したグレードから2段階上まで
（例：Ⅰを修得済みであればⅢまで）しか履修登録できません。
また，グレード前の科目名が同一であり，開講学期も同一（例：副科ピアノⅠ（前期）と副科
ピアノⅢ（前期））の場合は，グレードが低い科目からしか履修登録できません。

Ⅳ　音楽学科
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授業科目
単
位
数

作曲・理論
音
楽
教
育

声
楽
ピ
ア
ノ

弦管打楽
情
報
音
楽

履修方法
授
業
年
次

作
曲
理
論

弦
楽
管
打
楽

A　理論・歴史部門
音楽学Ⅰ 2 ● ● ● ● ● ● ● ● 1
音楽学Ⅱ 2 ● ● ● ● ● ● ● ● 1
音楽学Ⅲ 2 ● 2
音楽学Ⅳ 2 ● 2
音楽概論 2 1
音楽形式学Ⅰ 2 ● ● ● ● ● ● ● ● 2
音楽形式学Ⅱ 2 ● ● ● ● ● ● ● 2
音楽教育学Ⅰ 2 ● 2
音楽教育学Ⅱ 2 ● 2
音声学 2 〇 準必修（声楽） 2
作曲論 2 ● 3
演奏論Ⅰ 2 ● 1
演奏論Ⅱ 2 ● 2
音楽史Ⅰ 2 ● ● ● ● ● ● ● ● 1
音楽史Ⅱ 2 2
音楽史Ⅲ 2 3
音楽史Ⅳ 2 2
音楽史Ⅴ 2 3
B　研究部門
音楽教育研究Ⅰ 2 〇 準必修（音楽教育） 1
音楽教育研究Ⅱ 2 〇 準必修（音楽教育） 1
音楽教育研究Ⅲ 2 2
音楽教育研究Ⅳ 2 2
音楽教育研究Ⅴ 2 3
音楽教育研究Ⅵ 2 3
情報音楽基礎Ⅰ 2 ー ー ー ー ー ー ● 1
情報音楽実践Ⅰ 2 ー ー ー ー ー ー 〇 準必修（情報音楽） 1
情報音楽基礎Ⅱ 2 ー ー ー ー ー ー ● 1
情報音楽実践Ⅱ 2 ー ー ー ー ー ー 〇 準必修（情報音楽） 1
情報音楽基礎Ⅲ 2 ー ー ー ー ー ー ● 2
情報音楽実践Ⅲ 2 ー ー ー ー ー ー 〇 準必修（情報音楽） 2
情報音楽基礎Ⅳ 2 ー ー ー ー ー ー ● 2
情報音楽実践Ⅳ 2 ー ー ー ー ー ー 〇 準必修（情報音楽） 2
音楽療法研究Ⅰ 2 2
音楽療法研究Ⅱ 2 3
音楽作品研究 2 ■ 作曲・理論

（理論）は
4単位
選択必修

3
音楽作品分析 2 ■ 3
日本の伝統音楽研究 2 ■ 3
民族音楽研究 2 ■ 3
ジャズ研究 2 3
ポピュラー音楽研究 2 3
記譜法 2 ● 3
歌曲研究Ⅰ 2 3
歌曲研究Ⅱ 2 3
ミュージカル概論 2 3
音楽マネージメント 2 3
吹奏楽研究 2 3
音楽文献原典講読Ⅰ 2 ● 3
音楽文献原典講読Ⅱ 2 3
音楽キャリア論 2 2
古楽概論 2 3
C　表現技術部門
作曲Ⅰ 2 ● ー ー ー ー ー ー ー 1
作曲Ⅱ 2 ● ー ー ー ー ー ー ー 1
作曲Ⅲ 2 ● ー ー ー ー ー ー ー 2

授業科目
単
位
数

作曲・理論
音
楽
教
育

声
楽
ピ
ア
ノ

弦管打楽
情
報
音
楽

履修方法
授
業
年
次

作
曲
理
論

弦
楽
管
打
楽

作曲Ⅳ 2 ● ー ー ー ー ー ー ー 2
作曲Ⅴ 2 ● ー ー ー ー ー ー ー 3
作曲Ⅵ 2 ● ー ー ー ー ー ー ー 3
作曲Ⅶ 2 ー ー ー ー ー ー ー 4
作曲Ⅷ 2 ー ー ー ー ー ー ー 4
副科作曲Ⅰ 1 ー 2
副科作曲Ⅱ 1 ー 2
副科作曲Ⅲ 1 ー 3
副科作曲Ⅳ 1 ー 3
和声Ⅰ 1 ● ● ● ● ● ● ● 1
和声Ⅱ 1 ● ● ● ● ● ● ● 1
和声Ⅲ 1 ● 2
和声Ⅳ 1 ● 2
和声Ⅴ 1 3
和声Ⅵ 1 3
フーガⅠ 1 ● 1
フーガⅡ 1 ● 1
編曲法Ⅰ 1 ● 3
編曲法Ⅱ 1 ● 3
ピアノⅠ 2 ー ー ー ー ● ー ー ー 1
ピアノⅡ 2 ー ー ー ー ● ー ー ー 1
ピアノⅢ 2 ー ー ー ー ● ー ー ー 2
ピアノⅣ 2 ー ー ー ー ● ー ー ー 2
ピアノⅤ 2 ー ー ー ー ● ー ー ー 3
ピアノⅥ 2 ー ー ー ー ● ー ー ー 3
ピアノⅦ 2 ー ー ー ー ー ー ー 4
ピアノⅧ 2 ー ー ー ー ー ー ー 4
副科ピアノⅠ 1 ● ● ● ● ー ● ● 1
副科ピアノⅡ 1 ● ● ● ● ー ● ● 1
副科ピアノⅢ 1 ● ● ● ● ー ● ● 2
副科ピアノⅣ 1 ● ● ● ● ー ● ● 2
副科ピアノⅤ 1 ー 3
副科ピアノⅥ 1 ー 3
特殊鍵盤楽器Ⅰ 1 3
特殊鍵盤楽器Ⅱ 1 3
特殊鍵盤楽器Ⅲ 1 4
特殊鍵盤楽器Ⅳ 1 4
伴奏法Ⅰ 1 2
伴奏法Ⅱ 1 2
伴奏法Ⅲ 1 3
伴奏法Ⅳ 1 3
声楽Ⅰ 2 ー ー ー ● ー ー ー ー 1
声楽Ⅱ 2 ー ー ー ● ー ー ー ー 1
声楽Ⅲ 2 ー ー ー ● ー ー ー ー 2
声楽Ⅳ 2 ー ー ー ● ー ー ー ー 2
声楽Ⅴ 2 ー ー ー ● ー ー ー ー 3
声楽Ⅵ 2 ー ー ー ● ー ー ー ー 3
声楽Ⅶ 2 ー ー ー ー ー ー ー 4
声楽Ⅷ 2 ー ー ー ー ー ー ー 4
副科声楽Ⅰ 1 ● ● ● ー ● ● ●

履修年次は
ガイダンス
で指示しま
す。

1
副科声楽Ⅱ 1 ● ● ● ー ● ● ● 1
副科声楽Ⅲ 1 ー 2
副科声楽Ⅳ 1 ー 2
副科声楽Ⅴ 1 ー 3
副科声楽Ⅵ 1 ー 3

1
-

2
3

-
4

1
-
-
-
2
3
-
-
-
4

Ⅱ群　学科別授業科目（音楽学科）　
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授業科目
単
位
数

作曲・理論
音
楽
教
育

声
楽
ピ
ア
ノ

弦管打楽
情
報
音
楽

履修方法
授
業
年
次

作
曲
理
論

弦
楽
管
打
楽

合唱Ⅰ 1 ● ● ● ● ● ● ●

履修年次は
ガイダンス
で指示しま
す。

1
合唱Ⅱ 1 ● ● ● ● ● ● ● 1
合唱Ⅲ 1 ● ● 2
合唱Ⅳ 1 ● ● 2
合唱Ⅴ 1 3
合唱Ⅵ 1 3
合唱Ⅶ 1 4
合唱Ⅷ 1 4
オペラⅠ 1 ● 2
オペラⅡ 1 ● 2
オペラⅢ 1 ● 3
オペラⅣ 1 ● 3
オペラⅤ 1 〇 準必修（声楽） 4
オペラⅥ 1 〇 準必修（声楽） 4
弦楽器Ⅰ 2 ー ー ー ー ー ● ー ー 1
弦楽器Ⅱ 2 ー ー ー ー ー ● ー ー 1
弦楽器Ⅲ 2 ー ー ー ー ー ● ー ー 2
弦楽器Ⅳ 2 ー ー ー ー ー ● ー ー 2
弦楽器Ⅴ 2 ー ー ー ー ー ● ー ー 3
弦楽器Ⅵ 2 ー ー ー ー ー ● ー ー 3
弦楽器Ⅶ 2 ー ー ー ー ー ー ー 4
弦楽器Ⅷ 2 ー ー ー ー ー ー ー 4
副科弦楽器Ⅰ 1 ー 1
副科弦楽器Ⅱ 1 ー 1
副科弦楽器Ⅲ 1 ー 2
副科弦楽器Ⅳ 1 ー 2
管打楽器Ⅰ 2 ー ー ー ー ー ー ● ー 1
管打楽器Ⅱ 2 ー ー ー ー ー ー ● ー 1
管打楽器Ⅲ 2 ー ー ー ー ー ー ● ー 2
管打楽器Ⅳ 2 ー ー ー ー ー ー ● ー 2
管打楽器Ⅴ 2 ー ー ー ー ー ー ● ー 3
管打楽器Ⅵ 2 ー ー ー ー ー ー ● ー 3
管打楽器Ⅶ 2 ー ー ー ー ー ー ー 4
管打楽器Ⅷ 2 ー ー ー ー ー ー ー 4
副科管打楽器Ⅰ 1 ー 1
副科管打楽器Ⅱ 1 ー 1
副科管打楽器Ⅲ 1 ー 2
副科管打楽器Ⅳ 1 ー 2
オーケストラⅠ 1 ● ● 1
オーケストラⅡ 1 ● ● 1
オーケストラⅢ 1 ● ● 2
オーケストラⅣ 1 ● ● 2
オーケストラⅤ 1 ● ● 3
オーケストラⅥ 1 ● ● 3
オーケストラⅦ 1 〇 〇 準必修（弦楽・管打楽） 4
オーケストラⅧ 1 〇 〇 準必修（弦楽・管打楽） 4
吹奏楽Ⅰ 1 ● 1
吹奏楽Ⅱ 1 ● 1
吹奏楽Ⅲ 1 ● 2
吹奏楽Ⅳ 1 ● 2
吹奏楽Ⅴ 1 ● 3
吹奏楽Ⅵ 1 ● 3
吹奏楽Ⅶ 1 〇 準必修（管打楽） 4
吹奏楽Ⅷ 1 〇 準必修（管打楽） 4
室内楽Ⅰ 1 ● ● 1
室内楽Ⅱ 1 ● ● 1

授業科目
単
位
数

作曲・理論
音
楽
教
育

声
楽
ピ
ア
ノ

弦管打楽
情
報
音
楽

履修方法
授
業
年
次

作
曲
理
論

弦
楽
管
打
楽

室内楽Ⅲ 1 ● ● 2
室内楽Ⅳ 1 ● ● 2
室内楽Ⅴ 1 ● 〇 準必修（管打楽） 3
室内楽Ⅵ 1 ● 〇 準必修（管打楽） 3
室内楽Ⅶ 1 〇 〇 準必修（弦楽・管打楽） 4
室内楽Ⅷ 1 〇 〇 準必修（弦楽・管打楽） 4
ピアノデュオⅠ 2 3
ピアノデュオⅡ 2 3
ピアノデュオⅢ 2 4
ピアノデュオⅣ 2 4
キーボード・ハーモニーⅠ 1 ● 1
キーボード・ハーモニーⅡ 1 1
ボーカル・トレーニングⅠ 1 ● 1
ボーカル・トレーニングⅡ 1 1
デジタルコンテンツ制作Ⅰ 2 ● 2
デジタルコンテンツ制作Ⅱ 2 2
ソルフェージュⅠ 1 ● ● ● ● ● ● ● 1
ソルフェージュⅡ 1 ● ● ● ● ● ● ● 1
ソルフェージュⅢ 1 ● ● ● ● ● 2
ソルフェージュⅣ 1 ● ● ● ● ● 2
ソルフェージュⅤ 1 3
ソルフェージュⅥ 1 3
指揮法演習Ⅰ 1 2
指揮法演習Ⅱ 1 2
音楽教材演習Ⅰ 1 3
音楽教材演習Ⅱ 1 3
教育用楽器等合奏法Ⅰ 1 2
教育用楽器等合奏法Ⅱ 1 2
音楽療法演習Ⅰ 1 2
音楽療法演習Ⅱ 1 3
音楽療法実習Ⅰ 1 3
音楽療法実習Ⅱ 1 3
ゼミナールⅠ 1 ー ● ● ー ー ー ー ● 3
ゼミナールⅡ 1 ー ● ● ー ー ー ー ● 3
ゼミナールⅢ 1 ー 〇 〇 ー ー ー ー 〇 準必修（理論・音楽

教育・情報音楽） 4
ゼミナールⅣ 1 ー 〇 〇 ー ー ー ー 〇 準必修（理論・音楽

教育・情報音楽） 4
音楽共同制作 1 3
プロジェクトⅠ 1 ● ● 2
プロジェクトⅡ 1 ● ● 2
プロジェクトⅢ 1 ● 3
プロジェクトⅣ 1 ● 3
卒業論文・演奏・作品 8 ● ● ● ● ● ● ● ● 4

・ 授業年次は，履修可能最低学年となります。
・  ●は「コースの必修科目」，■は「選択必修科目」，〇は「コー
スの準必修科目」，その他は「選択科目」。

・ コース欄に「ー」がある科目は履修することができません。

1
-

-
-

-
-

2
3

-
-

-
-

-
4



46

学修到達目標

4年次

前期 後期前期 後期

1年次

前期 後期

2年次

前期 後期

3年次

必修科目 選択科目

履修系統図  
ディプロマ・ポリシー 
DP1：豊かな知識・教養に基づく高い倫理観
DP2：世界の現状を理解し、説明する力

DP3：論理的・批判的思考力
DP4：問題発見・解決力
DP5：挑戦力

DP6：コミュニケーション力
DP7：リーダーシップ・協働力
DP8：省察力

●A 理論・歴史部門
DP1、DP2

音楽芸術に関する豊か
な知識・教養を身につ
けることにより、自らが
音楽について考え、創
造できる能力をつける
ことを目標とする。

●C 表現技術部門
DP5、DP6、DP7、
DP8 

音楽演奏や音楽制作
の表現手段を身につ
けることにより、作品
発表への挑戦力を養
う。また、アンサンブ
ルを通して、コミュニ
ケーション力、協働力、
省察力などの社会性を
養うことを目標とす
る。

●B 研究部門
DP3、DP4

音楽の技法や研究方
法を身につけ、論理
的・批判的思考力を養
い、情報処理や問題解
決能力をつけること
を目標とする。

音楽学科［作曲・理論コース（作曲）］

音楽学Ⅰ 音楽学Ⅱ

音楽史Ⅰ

音楽形式学Ⅰ 音楽形式学Ⅱ

記譜法

品
作
業
卒

音楽学Ⅲ 音楽学Ⅳ

作曲論

音楽史Ⅱ 音楽史Ⅳ 音楽史Ⅴ 音楽史Ⅲ

音楽概論

演奏論Ⅰ

音声学

演奏論Ⅱ

音楽教育学Ⅰ 音楽教育学Ⅱ

情報音楽基礎Ⅰ

情報音楽基礎Ⅱ

情報音楽実践Ⅰ

情報音楽実践Ⅱ

情報音楽基礎Ⅲ

情報音楽基礎Ⅳ

情報音楽実践Ⅲ

情報音楽実践Ⅳ

ポピュラー音楽研究 ジャズ研究

音楽作品分析

民族音楽研究

古楽概論

音楽作品研究

日本の伝統音楽研究

音楽文献原典購読Ⅰ 音楽文献原典購読Ⅱ

ミュージカル概論

歌曲研究Ⅱ歌曲研究Ⅰ

音楽マネージメント

吹奏楽研究

音楽キャリア論

音楽教育研究Ⅰ

音楽療法研究Ⅰ 音楽療法研究Ⅱ

音楽教育研究Ⅱ 音楽教育研究Ⅲ 音楽教育研究Ⅳ 音楽教育研究Ⅴ 音楽教育研究Ⅵ

キーボード・
ハーモニーⅠ

ボーカル・
トレーニングⅠ

和声Ⅰ 和声Ⅲ

ピアノデュオⅠ

フーガⅠ

作曲Ⅰ 作曲Ⅲ

副科声楽Ⅰ 副科声楽Ⅲ

副科ピアノⅠ 副科ピアノⅢ

ソルフェージュⅠ ソルフェージュⅢ

合唱Ⅰ 合唱Ⅲ

伴奏法Ⅰ

オペラⅠ

副科弦楽器Ⅰ

副科管打楽器Ⅰ

オーケストラⅠ

吹奏楽Ⅰ

室内楽Ⅰ

音楽療法演習Ⅰ

音楽共同制作

指揮法演習Ⅰ

プロジェクトⅠ プロジェクトⅢ

和声Ⅱ 和声Ⅳ

ピアノデュオⅡ

フーガⅡ

作曲Ⅱ 作曲Ⅳ

副科声楽Ⅱ 副科声楽Ⅳ

副科ピアノⅡ 副科ピアノⅣ

ソルフェージュⅡ ソルフェージュⅣ

合唱Ⅱ 合唱Ⅳ

伴奏法Ⅱ

オペラⅡ

副科弦楽器Ⅱ

副科管打楽器Ⅱ

オーケストラⅡ

吹奏楽Ⅱ

室内楽Ⅱ

音楽療法演習Ⅱ

指揮法演習Ⅱ

プロジェクトⅡ プロジェクトⅣ

キーボード・
ハーモニーⅡ

ボーカル・
トレーニングⅡ

デジタル
コンテンツ制作Ⅰ

デジタル
コンテンツ制作Ⅱ

副科弦楽器Ⅲ

副科管打楽器Ⅲ

オーケストラⅢ

吹奏楽Ⅲ

室内楽Ⅲ

副科弦楽器Ⅳ

副科管打楽器Ⅳ

オーケストラⅣ

吹奏楽Ⅳ

室内楽Ⅳ

教育用楽器等
合奏法Ⅰ

教育用楽器等
合奏法Ⅱ

ピアノ
デュオⅢ

ピアノ
デュオⅣ

和声Ⅴ

編曲法Ⅰ

作曲Ⅴ 作曲Ⅶ

合唱Ⅶ

副科声楽Ⅴ

副科ピアノⅤ

ソルフェージュⅤ

合唱Ⅴ

特殊鍵盤楽器Ⅰ

伴奏法Ⅲ

オペラⅢ

音楽教材演習Ⅰ

音楽療法実習Ⅰ

和声Ⅵ

編曲法Ⅱ

作曲Ⅵ 作曲Ⅷ

合唱Ⅷ

副科声楽Ⅵ

副科ピアノⅥ

ソルフェージュⅥ

合唱Ⅵ

特殊鍵盤楽器Ⅱ

伴奏法Ⅳ

オペラⅣ

音楽教材演習Ⅱ

音楽療法実習Ⅱ

オーケストラⅤ

吹奏楽Ⅴ

室内楽Ⅴ

オーケストラⅥ

吹奏楽Ⅵ

室内楽Ⅵ

特殊鍵盤
楽器Ⅲ

特殊鍵盤
楽器Ⅳ

オペラⅤ オペラⅥ

吹奏楽Ⅶ 吹奏楽Ⅷ

室内楽Ⅶ 室内楽Ⅷ

オーケ
ストラⅦ

オーケ
ストラⅧ
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学修到達目標

4年次

前期 後期前期 後期

1年次

前期 後期

2年次

前期 後期

3年次

必修科目 準必修科目 選択科目 ※1　4科目の中から合計4単位を選択必修

履修系統図  
ディプロマ・ポリシー 
DP1：豊かな知識・教養に基づく高い倫理観
DP2：世界の現状を理解し、説明する力

DP3：論理的・批判的思考力
DP4：問題発見・解決力
DP5：挑戦力

DP6：コミュニケーション力
DP7：リーダーシップ・協働力
DP8：省察力

●A 理論・歴史部門
DP1、DP2

音楽芸術に関する豊か
な知識・教養を身につ
けることにより、自らが
音楽について考え、創
造できる能力をつける
ことを目標とする。

●C 表現技術部門
DP5、DP6、DP7、
DP8 

音楽演奏や音楽制作
の表現手段を身につ
けることにより、作品
発表への挑戦力を養
う。また、アンサンブ
ルを通して、コミュニ
ケーション力、協働力、
省察力などの社会性を
養うことを目標とす
る。

●B 研究部門
DP3、DP4

音楽の技法や研究方
法を身につけ、論理
的・批判的思考力を養
い、情報処理や問題解
決能力をつけること
を目標とする。

音楽学科［作曲・理論コース（理論）］

音楽学Ⅰ 音楽学Ⅱ

音楽史Ⅰ

音楽形式学Ⅰ 音楽形式学Ⅱ

文
論
業
卒

音楽学Ⅲ 音楽学Ⅳ

作曲論

音楽史Ⅱ 音楽史Ⅳ 音楽史Ⅴ 音楽史Ⅲ

音楽概論

演奏論Ⅰ

音声学

演奏論Ⅱ

音楽教育学Ⅰ 音楽教育学Ⅱ

キーボード・
ハーモニーⅠ

ボーカル・
トレーニングⅠ

ピアノデュオⅠ

副科声楽Ⅰ 副科声楽Ⅲ

副科ピアノⅠ 副科ピアノⅢ

ソルフェージュⅠ ソルフェージュⅢ

合唱Ⅰ 合唱Ⅲ

伴奏法Ⅰ

オペラⅠ

副科弦楽器Ⅰ

副科管打楽器Ⅰ

オーケストラⅠ

吹奏楽Ⅰ

室内楽Ⅰ

音楽療法演習Ⅰ

音楽共同制作

指揮法演習Ⅰ

プロジェクトⅠ プロジェクトⅢ

ピアノデュオⅡ

副科声楽Ⅱ 副科声楽Ⅳ

副科ピアノⅡ 副科ピアノⅣ

ソルフェージュⅡ ソルフェージュⅣ

合唱Ⅱ 合唱Ⅳ

伴奏法Ⅱ

オペラⅡ

副科弦楽器Ⅱ

副科管打楽器Ⅱ

オーケストラⅡ

吹奏楽Ⅱ

室内楽Ⅱ

音楽療法演習Ⅱ

指揮法演習Ⅱ

プロジェクトⅡ プロジェクトⅣ

キーボード・
ハーモニーⅡ

ボーカル・
トレーニングⅡ

デジタル
コンテンツ制作Ⅰ

デジタル
コンテンツ制作Ⅱ

副科弦楽器Ⅲ

副科管打楽器Ⅲ

オーケストラⅢ

吹奏楽Ⅲ

室内楽Ⅲ

副科弦楽器Ⅳ

副科管打楽器Ⅳ

オーケストラⅣ

吹奏楽Ⅳ

室内楽Ⅳ

教育用楽器等
合奏法Ⅰ

教育用楽器等
合奏法Ⅱ

ピアノ
デュオⅢ

ピアノ
デュオⅣ

合唱Ⅶ

副科声楽Ⅴ

副科ピアノⅤ

ソルフェージュⅤ

合唱Ⅴ

特殊鍵盤楽器Ⅰ

伴奏法Ⅲ

オペラⅢ

音楽教材演習Ⅰ

音楽療法実習Ⅰ

合唱Ⅷ

副科声楽Ⅵ

副科ピアノⅥ

ソルフェージュⅥ

合唱Ⅵ

特殊鍵盤楽器Ⅱ

伴奏法Ⅳ

オペラⅣ

音楽教材演習Ⅱ

音楽療法実習Ⅱ

オーケストラⅤ

吹奏楽Ⅴ

室内楽Ⅴ

オーケストラⅥ

吹奏楽Ⅵ

室内楽Ⅵ

特殊鍵盤
楽器Ⅲ

特殊鍵盤
楽器Ⅳ

オペラⅤ オペラⅥ

吹奏楽Ⅶ 吹奏楽Ⅷ

室内楽Ⅶ 室内楽Ⅷ

オーケ
ストラⅦ

オーケ
ストラⅧ

和声Ⅰ 和声Ⅲ

フーガⅠ

副科作曲Ⅰ

和声Ⅱ 和声Ⅳ

フーガⅡ

副科作曲Ⅱ

和声Ⅴ

編曲法Ⅰ

副科作曲Ⅲ

和声Ⅵ

編曲法Ⅱ

副科作曲Ⅳ

ゼミナールⅠ ゼミナールⅢゼミナールⅡ ゼミナールⅣ

記譜法

ポピュラー音楽研究

吹奏楽研究

ジャズ研究

音楽作品分析※1

民族音楽研究※1

古楽概論

音楽作品研究※1

日本の伝統音楽研究※1

音楽文献原典購読Ⅰ 音楽文献原典購読Ⅱ

ミュージカル概論

歌曲研究Ⅱ歌曲研究Ⅰ

音楽マネージメント音楽キャリア論

音楽教育研究Ⅰ

音楽療法研究Ⅰ 音楽療法研究Ⅱ

音楽教育研究Ⅱ 音楽教育研究Ⅲ 音楽教育研究Ⅳ 音楽教育研究Ⅴ 音楽教育研究Ⅵ
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学修到達目標 前期 後期

3年次 4年次

前期 後期前期 後期

1年次

前期 後期

2年次

必修科目 準必修科目 選択科目

履修系統図  
ディプロマ・ポリシー 
DP1：豊かな知識・教養に基づく高い倫理観
DP2：世界の現状を理解し、説明する力

DP3：論理的・批判的思考力
DP4：問題発見・解決力
DP5：挑戦力

DP6：コミュニケーション力
DP7：リーダーシップ・協働力
DP8：省察力

●A 理論・歴史部門
DP1、DP2

音楽芸術に関する豊か
な知識・教養を身につ
けることにより、自らが
音楽について考え、創
造できる能力をつける
ことを目標とする。

●C 表現技術部門
DP5、DP6、DP7、
DP8 

音楽演奏や音楽制作
の表現手段を身につ
けることにより、作品
発表への挑戦力を養
う。また、アンサンブ
ルを通して、コミュニ
ケーション力、協働力、
省察力などの社会性を
養うことを目標とす
る。

●B 研究部門
DP3、DP4

音楽の技法や研究方
法を身につけ、論理
的・批判的思考力を養
い、情報処理や問題解
決能力をつけること
を目標とする。

音楽学科［音楽教育コース］

音楽学Ⅰ 音楽学Ⅱ

音楽史Ⅰ

音楽形式学Ⅰ 音楽形式学Ⅱ

記譜法

文
論
業
卒

音楽学Ⅲ 音楽学Ⅳ

作曲論

音楽史Ⅱ 音楽史Ⅳ 音楽史Ⅴ 音楽史Ⅲ

音楽概論

演奏論Ⅰ

音声学

演奏論Ⅱ

音楽教育学Ⅰ 音楽教育学Ⅱ

ポピュラー音楽研究

吹奏楽研究

ジャズ研究

音楽作品分析

民族音楽研究

古楽概論

音楽作品研究

日本の伝統音楽研究

音楽文献原典購読Ⅰ 音楽文献原典購読Ⅱ

ミュージカル概論

歌曲研究Ⅱ歌曲研究Ⅰ

音楽マネージメント音楽キャリア論

音楽教育研究Ⅰ

音楽療法研究Ⅰ 音楽療法研究Ⅱ

音楽教育研究Ⅱ 音楽教育研究Ⅲ 音楽教育研究Ⅳ 音楽教育研究Ⅴ 音楽教育研究Ⅵ

キーボード・
ハーモニーⅠ

ボーカル・
トレーニングⅠ

ピアノデュオⅠ

副科声楽Ⅰ 副科声楽Ⅲ

副科ピアノⅠ 副科ピアノⅢ

ソルフェージュⅠ ソルフェージュⅢ

合唱Ⅰ 合唱Ⅲ

伴奏法Ⅰ

オペラⅠ

副科弦楽器Ⅰ

副科管打楽器Ⅰ

オーケストラⅠ

吹奏楽Ⅰ

室内楽Ⅰ

音楽療法演習Ⅰ

音楽共同制作

指揮法演習Ⅰ

プロジェクトⅠ プロジェクトⅢ

ピアノデュオⅡ

副科声楽Ⅱ 副科声楽Ⅳ

副科ピアノⅡ 副科ピアノⅣ

ソルフェージュⅡ ソルフェージュⅣ

合唱Ⅱ 合唱Ⅳ

伴奏法Ⅱ

オペラⅡ

副科弦楽器Ⅱ

副科管打楽器Ⅱ

オーケストラⅡ

吹奏楽Ⅱ

室内楽Ⅱ

音楽療法演習Ⅱ

指揮法演習Ⅱ

プロジェクトⅡ プロジェクトⅣ

キーボード・
ハーモニーⅡ

ボーカル・
トレーニングⅡ

デジタル
コンテンツ制作Ⅰ

デジタル
コンテンツ制作Ⅱ

副科弦楽器Ⅲ

副科管打楽器Ⅲ

オーケストラⅢ

吹奏楽Ⅲ

室内楽Ⅲ

副科弦楽器Ⅳ

副科管打楽器Ⅳ

オーケストラⅣ

吹奏楽Ⅳ

室内楽Ⅳ

教育用楽器等
合奏法Ⅰ

教育用楽器等
合奏法Ⅱ

ピアノ
デュオⅢ

ピアノ
デュオⅣ

合唱Ⅶ

副科声楽Ⅴ

副科ピアノⅤ

ソルフェージュⅤ

合唱Ⅴ

特殊鍵盤楽器Ⅰ

伴奏法Ⅲ

オペラⅢ

音楽教材演習Ⅰ

音楽療法実習Ⅰ

合唱Ⅷ

副科声楽Ⅵ

副科ピアノⅥ

ソルフェージュⅥ

合唱Ⅵ

特殊鍵盤楽器Ⅱ

伴奏法Ⅳ

オペラⅣ

音楽教材演習Ⅱ

音楽療法実習Ⅱ

オーケストラⅤ

吹奏楽Ⅴ

室内楽Ⅴ

オーケストラⅥ

吹奏楽Ⅵ

室内楽Ⅵ

特殊鍵盤
楽器Ⅲ

特殊鍵盤
楽器Ⅳ

オペラⅤ オペラⅥ

吹奏楽Ⅶ 吹奏楽Ⅷ

室内楽Ⅶ 室内楽Ⅷ

オーケ
ストラⅦ

オーケ
ストラⅧ

和声Ⅰ 和声Ⅲ

フーガⅠ

副科作曲Ⅰ

和声Ⅱ 和声Ⅳ

フーガⅡ

副科作曲Ⅱ

和声Ⅴ

編曲法Ⅰ

副科作曲Ⅲ

和声Ⅵ

編曲法Ⅱ

副科作曲Ⅳ

ゼミナールⅠ ゼミナールⅢゼミナールⅡ ゼミナールⅣ
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学修到達目標

4年次

前期 後期前期 後期

1年次

前期 後期

2年次

前期 後期

3年次

必修科目 準必修科目 選択科目

履修系統図  
ディプロマ・ポリシー 
DP1：豊かな知識・教養に基づく高い倫理観
DP2：世界の現状を理解し、説明する力

DP3：論理的・批判的思考力
DP4：問題発見・解決力
DP5：挑戦力

DP6：コミュニケーション力
DP7：リーダーシップ・協働力
DP8：省察力

●A 理論・歴史部門
DP1、DP2

音楽芸術に関する豊か
な知識・教養を身につ
けることにより、自らが
音楽について考え、創
造できる能力をつける
ことを目標とする。

●C 表現技術部門
DP5、DP6、DP7、
DP8 

音楽演奏や音楽制作
の表現手段を身につ
けることにより、作品
発表への挑戦力を養
う。また、アンサンブ
ルを通して、コミュニ
ケーション力、協働力、
省察力などの社会性を
養うことを目標とす
る。

●B 研究部門
DP3、DP4

音楽の技法や研究方
法を身につけ、論理
的・批判的思考力を養
い、情報処理や問題解
決能力をつけること
を目標とする。

音楽学科［声楽コース］

音楽学Ⅰ 音楽学Ⅱ

音楽史Ⅰ

音楽形式学Ⅰ 音楽形式学Ⅱ

記譜法

奏
演
業
卒

音楽学Ⅲ 音楽学Ⅳ

作曲論

音楽史Ⅱ 音楽史Ⅳ 音楽史Ⅴ 音楽史Ⅲ

音楽概論

演奏論Ⅰ

音声学

演奏論Ⅱ

音楽教育学Ⅰ 音楽教育学Ⅱ

ポピュラー音楽研究

吹奏楽研究

ジャズ研究

音楽作品分析

民族音楽研究

古楽概論

音楽作品研究

日本の伝統音楽研究

音楽文献原典購読Ⅰ 音楽文献原典購読Ⅱ

ミュージカル概論

歌曲研究Ⅱ歌曲研究Ⅰ

音楽マネージメント音楽キャリア論

音楽教育研究Ⅰ

音楽療法研究Ⅰ 音楽療法研究Ⅱ

音楽教育研究Ⅱ 音楽教育研究Ⅲ 音楽教育研究Ⅳ 音楽教育研究Ⅴ 音楽教育研究Ⅵ

キーボード・
ハーモニーⅠ

ボーカル・
トレーニングⅠ

和声Ⅰ 和声Ⅲ

ピアノデュオⅠ

フーガⅠ

声楽Ⅰ 声楽Ⅲ

副科ピアノⅠ 副科ピアノⅢ

ソルフェージュⅠ ソルフェージュⅢ

合唱Ⅰ 合唱Ⅲ

伴奏法Ⅰ

オペラⅠ

副科弦楽器Ⅰ

副科管打楽器Ⅰ

オーケストラⅠ

吹奏楽Ⅰ

室内楽Ⅰ

音楽療法演習Ⅰ

音楽共同制作

指揮法演習Ⅰ

プロジェクトⅠ プロジェクトⅢ

和声Ⅱ 和声Ⅳ

ピアノデュオⅡ

フーガⅡ

声楽Ⅱ 声楽Ⅳ

副科ピアノⅡ 副科ピアノⅣ

ソルフェージュⅡ ソルフェージュⅣ

合唱Ⅱ 合唱Ⅳ

伴奏法Ⅱ

オペラⅡ

副科弦楽器Ⅱ

副科管打楽器Ⅱ

オーケストラⅡ

吹奏楽Ⅱ

室内楽Ⅱ

音楽療法演習Ⅱ

指揮法演習Ⅱ

プロジェクトⅡ プロジェクトⅣ

キーボード・
ハーモニーⅡ

ボーカル・
トレーニングⅡ

デジタル
コンテンツ制作Ⅰ

デジタル
コンテンツ制作Ⅱ

副科弦楽器Ⅲ

副科管打楽器Ⅲ

オーケストラⅢ

吹奏楽Ⅲ

室内楽Ⅲ

副科弦楽器Ⅳ

副科管打楽器Ⅳ

オーケストラⅣ

吹奏楽Ⅳ

室内楽Ⅳ

教育用楽器等
合奏法Ⅰ

教育用楽器等
合奏法Ⅱ

ピアノ
デュオⅢ

ピアノ
デュオⅣ

和声Ⅴ

編曲法Ⅰ

声楽Ⅴ 声楽Ⅶ

合唱Ⅶ

副科ピアノⅤ

ソルフェージュⅤ

合唱Ⅴ

特殊鍵盤楽器Ⅰ

伴奏法Ⅲ

オペラⅢ

音楽教材演習Ⅰ

音楽療法実習Ⅰ

和声Ⅵ

編曲法Ⅱ

声楽Ⅵ 声楽Ⅷ

合唱Ⅷ

副科ピアノⅥ

ソルフェージュⅥ

合唱Ⅵ

特殊鍵盤楽器Ⅱ

伴奏法Ⅳ

オペラⅣ

音楽教材演習Ⅱ

音楽療法実習Ⅱ

オーケストラⅤ

吹奏楽Ⅴ

室内楽Ⅴ

オーケストラⅥ

吹奏楽Ⅵ

室内楽Ⅵ

特殊鍵盤
楽器Ⅲ

特殊鍵盤
楽器Ⅳ

オペラⅤ オペラⅥ

吹奏楽Ⅶ 吹奏楽Ⅷ

室内楽Ⅶ 室内楽Ⅷ

オーケ
ストラⅦ

オーケ
ストラⅧ

副科作曲Ⅰ 副科作曲Ⅱ 副科作曲Ⅲ 副科作曲Ⅳ
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学修到達目標

4年次

前期 後期前期 後期

1年次

前期 後期

2年次

前期 後期

3年次

必修科目 選択科目

履修系統図  
ディプロマ・ポリシー 
DP1：豊かな知識・教養に基づく高い倫理観
DP2：世界の現状を理解し、説明する力

DP3：論理的・批判的思考力
DP4：問題発見・解決力
DP5：挑戦力

DP6：コミュニケーション力
DP7：リーダーシップ・協働力
DP8：省察力

●A 理論・歴史部門
DP1、DP2

音楽芸術に関する豊か
な知識・教養を身につ
けることにより、自らが
音楽について考え、創
造できる能力をつける
ことを目標とする。

●C 表現技術部門
DP5、DP6、DP7、
DP8 

音楽演奏や音楽制作
の表現手段を身につ
けることにより、作品
発表への挑戦力を養
う。また、アンサンブ
ルを通して、コミュニ
ケーション力、協働力、
省察力などの社会性を
養うことを目標とす
る。

●B 研究部門
DP3、DP4

音楽の技法や研究方
法を身につけ、論理
的・批判的思考力を養
い、情報処理や問題解
決能力をつけること
を目標とする。

音楽学科［ピアノコース］

音楽学Ⅰ 音楽学Ⅱ

音楽史Ⅰ

音楽形式学Ⅰ 音楽形式学Ⅱ

記譜法

奏
演
業
卒

音楽学Ⅲ 音楽学Ⅳ

作曲論

音楽史Ⅱ 音楽史Ⅳ 音楽史Ⅴ 音楽史Ⅲ

音楽概論

演奏論Ⅰ

音声学

演奏論Ⅱ

音楽教育学Ⅰ 音楽教育学Ⅱ

ポピュラー音楽研究

吹奏楽研究

ジャズ研究

音楽作品分析

民族音楽研究

古楽概論

音楽作品研究

日本の伝統音楽研究

音楽文献原典購読Ⅰ 音楽文献原典購読Ⅱ

ミュージカル概論

歌曲研究Ⅱ歌曲研究Ⅰ

音楽マネージメント音楽キャリア論

音楽教育研究Ⅰ

音楽療法研究Ⅰ 音楽療法研究Ⅱ

音楽教育研究Ⅱ 音楽教育研究Ⅲ 音楽教育研究Ⅳ 音楽教育研究Ⅴ 音楽教育研究Ⅵ

キーボード・
ハーモニーⅠ

ボーカル・
トレーニングⅠ

和声Ⅰ 和声Ⅲ

ピアノデュオⅠ

フーガⅠ

副科声楽Ⅰ 副科声楽Ⅲ

ピアノⅠ ピアノⅢ

ソルフェージュⅠ ソルフェージュⅢ

合唱Ⅰ 合唱Ⅲ

伴奏法Ⅰ

オペラⅠ

副科弦楽器Ⅰ

副科管打楽器Ⅰ

オーケストラⅠ

吹奏楽Ⅰ

室内楽Ⅰ

音楽療法演習Ⅰ

音楽共同制作

指揮法演習Ⅰ

プロジェクトⅠ プロジェクトⅢ

和声Ⅱ 和声Ⅳ

ピアノデュオⅡ

フーガⅡ

副科声楽Ⅱ 副科声楽Ⅳ

ピアノⅡ ピアノⅣ

ソルフェージュⅡ ソルフェージュⅣ

合唱Ⅱ 合唱Ⅳ

伴奏法Ⅱ

オペラⅡ

副科弦楽器Ⅱ

副科管打楽器Ⅱ

オーケストラⅡ

吹奏楽Ⅱ

室内楽Ⅱ

音楽療法演習Ⅱ

指揮法演習Ⅱ

プロジェクトⅡ プロジェクトⅣ

キーボード・
ハーモニーⅡ

ボーカル・
トレーニングⅡ

デジタル
コンテンツ制作Ⅰ

デジタル
コンテンツ制作Ⅱ

副科弦楽器Ⅲ

副科管打楽器Ⅲ

オーケストラⅢ

吹奏楽Ⅲ

室内楽Ⅲ

副科弦楽器Ⅳ

副科管打楽器Ⅳ

オーケストラⅣ

吹奏楽Ⅳ

室内楽Ⅳ

教育用楽器等
合奏法Ⅰ

教育用楽器等
合奏法Ⅱ

ピアノ
デュオⅢ

ピアノ
デュオⅣ

和声Ⅴ

編曲法Ⅰ

副科声楽Ⅴ

ピアノⅦ

合唱Ⅶ

ピアノⅤ

ソルフェージュⅤ

合唱Ⅴ

特殊鍵盤楽器Ⅰ

伴奏法Ⅲ

オペラⅢ

音楽教材演習Ⅰ

音楽療法実習Ⅰ

和声Ⅵ

編曲法Ⅱ

副科声楽Ⅵ

ピアノⅧ

合唱Ⅷ

ピアノⅥ

ソルフェージュⅥ

合唱Ⅵ

特殊鍵盤楽器Ⅱ

伴奏法Ⅳ

オペラⅣ

音楽教材演習Ⅱ

音楽療法実習Ⅱ

オーケストラⅤ

吹奏楽Ⅴ

室内楽Ⅴ

オーケストラⅥ

吹奏楽Ⅵ

室内楽Ⅵ

特殊鍵盤
楽器Ⅲ

特殊鍵盤
楽器Ⅳ

オペラⅤ オペラⅥ

吹奏楽Ⅶ 吹奏楽Ⅷ

室内楽Ⅶ 室内楽Ⅷ

オーケ
ストラⅦ

オーケ
ストラⅧ

副科作曲Ⅰ 副科作曲Ⅱ 副科作曲Ⅲ 副科作曲Ⅳ
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学修到達目標

4年次

前期 後期前期 後期

1年次

前期 後期

2年次

前期 後期

3年次

必修科目 準必修科目 選択科目

履修系統図  
ディプロマ・ポリシー 
DP1：豊かな知識・教養に基づく高い倫理観
DP2：世界の現状を理解し、説明する力

DP3：論理的・批判的思考力
DP4：問題発見・解決力
DP5：挑戦力

DP6：コミュニケーション力
DP7：リーダーシップ・協働力
DP8：省察力

●A 理論・歴史部門
DP1、DP2

音楽芸術に関する豊か
な知識・教養を身につ
けることにより、自らが
音楽について考え、創
造できる能力をつける
ことを目標とする。

●C 表現技術部門
DP5、DP6、DP7、
DP8 

音楽演奏や音楽制作
の表現手段を身につ
けることにより、作品
発表への挑戦力を養
う。また、アンサンブ
ルを通して、コミュニ
ケーション力、協働力、
省察力などの社会性を
養うことを目標とす
る。

●B 研究部門
DP3、DP4

音楽の技法や研究方
法を身につけ、論理
的・批判的思考力を養
い、情報処理や問題解
決能力をつけること
を目標とする。

音楽学科［弦管打楽コース（弦楽）］

音楽学Ⅰ 音楽学Ⅱ

音楽史Ⅰ

音楽形式学Ⅰ 音楽形式学Ⅱ

記譜法

奏
演
業
卒

音楽学Ⅲ 音楽学Ⅳ

作曲論

音楽史Ⅱ 音楽史Ⅳ 音楽史Ⅴ 音楽史Ⅲ

音楽概論

演奏論Ⅰ

音声学

演奏論Ⅱ

音楽教育学Ⅰ 音楽教育学Ⅱ

ポピュラー音楽研究

吹奏楽研究

ジャズ研究

音楽作品分析

民族音楽研究

古楽概論

音楽作品研究

日本の伝統音楽研究

音楽文献原典購読Ⅰ 音楽文献原典購読Ⅱ

ミュージカル概論

歌曲研究Ⅱ歌曲研究Ⅰ

音楽マネージメント音楽キャリア論

音楽教育研究Ⅰ

音楽療法研究Ⅰ 音楽療法研究Ⅱ

音楽教育研究Ⅱ 音楽教育研究Ⅲ 音楽教育研究Ⅳ 音楽教育研究Ⅴ 音楽教育研究Ⅵ

キーボード・
ハーモニーⅠ

ボーカル・
トレーニングⅠ

和声Ⅰ 和声Ⅲ

ピアノデュオⅠ

フーガⅠ

副科声楽Ⅰ 副科声楽Ⅲ

副科ピアノⅠ 副科ピアノⅢ

ソルフェージュⅠ ソルフェージュⅢ

合唱Ⅰ 合唱Ⅲ

伴奏法Ⅰ

オペラⅠ

副科管打楽器Ⅰ

弦楽器Ⅰ

オーケストラⅠ

吹奏楽Ⅰ

室内楽Ⅰ

音楽療法演習Ⅰ

音楽共同制作

指揮法演習Ⅰ

プロジェクトⅠ プロジェクトⅢ

和声Ⅱ 和声Ⅳ

ピアノデュオⅡ

フーガⅡ

副科声楽Ⅱ 副科声楽Ⅳ

副科ピアノⅡ 副科ピアノⅣ

ソルフェージュⅡ ソルフェージュⅣ

合唱Ⅱ 合唱Ⅳ

伴奏法Ⅱ

オペラⅡ

副科管打楽器Ⅱ

弦楽器Ⅱ

オーケストラⅡ

吹奏楽Ⅱ

室内楽Ⅱ

音楽療法演習Ⅱ

指揮法演習Ⅱ

プロジェクトⅡ プロジェクトⅣ

キーボード・
ハーモニーⅡ

ボーカル・
トレーニングⅡ

デジタル
コンテンツ制作Ⅰ

デジタル
コンテンツ制作Ⅱ

副科管打楽器Ⅲ

弦楽器Ⅲ

オーケストラⅢ

吹奏楽Ⅲ

室内楽Ⅲ

副科管打楽器Ⅳ

弦楽器Ⅳ

オーケストラⅣ

吹奏楽Ⅳ

室内楽Ⅳ

教育用楽器等
合奏法Ⅰ

教育用楽器等
合奏法Ⅱ

ピアノ
デュオⅢ

ピアノ
デュオⅣ

和声Ⅴ

編曲法Ⅰ

副科声楽Ⅴ

合唱Ⅶ

副科ピアノⅤ

ソルフェージュⅤ

合唱Ⅴ

特殊鍵盤楽器Ⅰ

伴奏法Ⅲ

オペラⅢ

弦楽器Ⅴ

音楽教材演習Ⅰ

音楽療法実習Ⅰ

和声Ⅵ

編曲法Ⅱ

副科声楽Ⅵ

合唱Ⅷ

副科ピアノⅥ

ソルフェージュⅥ

合唱Ⅵ

特殊鍵盤楽器Ⅱ

伴奏法Ⅳ

オペラⅣ

弦楽器Ⅵ

音楽教材演習Ⅱ

音楽療法実習Ⅱ

オーケストラⅤ

吹奏楽Ⅴ

室内楽Ⅴ

オーケストラⅥ

吹奏楽Ⅵ

室内楽Ⅵ

特殊鍵盤
楽器Ⅲ

特殊鍵盤
楽器Ⅳ

オペラⅤ

弦楽器Ⅶ

オペラⅥ

弦楽器Ⅷ

吹奏楽Ⅶ 吹奏楽Ⅷ

室内楽Ⅶ 室内楽Ⅷ

オーケ
ストラⅦ

オーケ
ストラⅧ

副科作曲Ⅰ 副科作曲Ⅱ 副科作曲Ⅲ 副科作曲Ⅳ
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学修到達目標

4年次

前期 後期前期 後期

1年次

前期 後期

2年次

前期 後期

3年次

必修科目 準必修科目 選択科目

履修系統図  
ディプロマ・ポリシー 
DP1：豊かな知識・教養に基づく高い倫理観
DP2：世界の現状を理解し、説明する力

DP3：論理的・批判的思考力
DP4：問題発見・解決力
DP5：挑戦力

DP6：コミュニケーション力
DP7：リーダーシップ・協働力
DP8：省察力

●A 理論・歴史部門
DP1、DP2

音楽芸術に関する豊か
な知識・教養を身につ
けることにより、自らが
音楽について考え、創
造できる能力をつける
ことを目標とする。

●C 表現技術部門
DP5、DP6、DP7、
DP8 

音楽演奏や音楽制作
の表現手段を身につ
けることにより、作品
発表への挑戦力を養
う。また、アンサンブ
ルを通して、コミュニ
ケーション力、協働力、
省察力などの社会性を
養うことを目標とす
る。

●B 研究部門
DP3、DP4

音楽の技法や研究方
法を身につけ、論理
的・批判的思考力を養
い、情報処理や問題解
決能力をつけること
を目標とする。

音楽学科［弦管打楽コース（管打楽）］

音楽学Ⅰ 音楽学Ⅱ

音楽史Ⅰ

音楽形式学Ⅰ 音楽形式学Ⅱ

記譜法

奏
演
業
卒

音楽学Ⅲ 音楽学Ⅳ

作曲論

音楽史Ⅱ 音楽史Ⅳ 音楽史Ⅴ 音楽史Ⅲ

音楽概論

演奏論Ⅰ

音声学

演奏論Ⅱ

音楽教育学Ⅰ 音楽教育学Ⅱ

ポピュラー音楽研究

吹奏楽研究

ジャズ研究

音楽作品分析

民族音楽研究

古楽概論

音楽作品研究

日本の伝統音楽研究

音楽文献原典購読Ⅰ 音楽文献原典購読Ⅱ

ミュージカル概論

歌曲研究Ⅱ歌曲研究Ⅰ

音楽マネージメント音楽キャリア論

音楽教育研究Ⅰ

音楽療法研究Ⅰ 音楽療法研究Ⅱ

音楽教育研究Ⅱ 音楽教育研究Ⅲ 音楽教育研究Ⅳ 音楽教育研究Ⅴ 音楽教育研究Ⅵ

キーボード・
ハーモニーⅠ

ボーカル・
トレーニングⅠ

和声Ⅰ 和声Ⅲ

ピアノデュオⅠ

フーガⅠ

副科声楽Ⅰ 副科声楽Ⅲ

副科ピアノⅠ 副科ピアノⅢ

ソルフェージュⅠ ソルフェージュⅢ

合唱Ⅰ 合唱Ⅲ

伴奏法Ⅰ

オペラⅠ

副科弦楽器Ⅰ

管打楽器Ⅰ

オーケストラⅠ

吹奏楽Ⅰ

室内楽Ⅰ

音楽療法演習Ⅰ

音楽共同制作

指揮法演習Ⅰ

プロジェクトⅠ プロジェクトⅢ

和声Ⅱ 和声Ⅳ

ピアノデュオⅡ

フーガⅡ

副科声楽Ⅱ 副科声楽Ⅳ

副科ピアノⅡ 副科ピアノⅣ

ソルフェージュⅡ ソルフェージュⅣ

合唱Ⅱ 合唱Ⅳ

伴奏法Ⅱ

オペラⅡ

副科弦楽器Ⅱ

管打楽器Ⅱ

オーケストラⅡ

吹奏楽Ⅱ

室内楽Ⅱ

音楽療法演習Ⅱ

指揮法演習Ⅱ

プロジェクトⅡ プロジェクトⅣ

キーボード・
ハーモニーⅡ

ボーカル・
トレーニングⅡ

デジタル
コンテンツ制作Ⅰ

デジタル
コンテンツ制作Ⅱ

副科弦楽器Ⅲ

管打楽器Ⅲ

オーケストラⅢ

吹奏楽Ⅲ

室内楽Ⅲ

副科弦楽器Ⅳ

管打楽器Ⅳ

オーケストラⅣ

吹奏楽Ⅳ

室内楽Ⅳ

教育用楽器等
合奏法Ⅰ

教育用楽器等
合奏法Ⅱ

ピアノ
デュオⅢ

ピアノ
デュオⅣ

和声Ⅴ

編曲法Ⅰ

副科声楽Ⅴ

合唱Ⅶ

副科ピアノⅤ

ソルフェージュⅤ

合唱Ⅴ

特殊鍵盤楽器Ⅰ

伴奏法Ⅲ

オペラⅢ

管打楽器Ⅴ

音楽教材演習Ⅰ

音楽療法実習Ⅰ

和声Ⅵ

編曲法Ⅱ

副科声楽Ⅵ

合唱Ⅷ

副科ピアノⅥ

ソルフェージュⅥ

合唱Ⅵ

特殊鍵盤楽器Ⅱ

伴奏法Ⅳ

オペラⅣ

管打楽器Ⅵ

音楽教材演習Ⅱ

音楽療法実習Ⅱ

オーケストラⅤ

吹奏楽Ⅴ

室内楽Ⅴ

オーケストラⅥ

吹奏楽Ⅵ

室内楽Ⅵ

特殊鍵盤
楽器Ⅲ

特殊鍵盤
楽器Ⅳ

オペラⅤ

管打楽器Ⅶ

オペラⅥ

管打楽器Ⅷ

吹奏楽Ⅶ 吹奏楽Ⅷ

室内楽Ⅶ 室内楽Ⅷ

オーケ
ストラⅦ

オーケ
ストラⅧ

副科作曲Ⅰ 副科作曲Ⅱ 副科作曲Ⅲ 副科作曲Ⅳ
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学修到達目標

4年次

前期 後期前期 後期

1年次

前期 後期

2年次

前期 後期

3年次

必修科目 準必修科目 選択科目

履修系統図  
ディプロマ・ポリシー 
DP1：豊かな知識・教養に基づく高い倫理観
DP2：世界の現状を理解し、説明する力

DP3：論理的・批判的思考力
DP4：問題発見・解決力
DP5：挑戦力

DP6：コミュニケーション力
DP7：リーダーシップ・協働力
DP8：省察力

●A 理論・歴史部門
DP1、DP2

音楽芸術に関する豊か
な知識・教養を身につ
けることにより、自らが
音楽について考え、創
造できる能力をつける
ことを目標とする。

●C 表現技術部門
DP5、DP6、DP7、
DP8 

音楽演奏や音楽制作
の表現手段を身につ
けることにより、作品
発表への挑戦力を養
う。また、アンサンブ
ルを通して、コミュニ
ケーション力、協働力、
省察力などの社会性を
養うことを目標とす
る。

●B 研究部門
DP3、DP4

音楽の技法や研究方
法を身につけ、論理
的・批判的思考力を養
い、情報処理や問題解
決能力をつけること
を目標とする。

音楽学科［情報音楽コース］

音楽学Ⅰ 音楽学Ⅱ

音楽史Ⅰ

音楽形式学Ⅰ 音楽形式学Ⅱ

記譜法

文
論
業
卒

音楽学Ⅲ 音楽学Ⅳ

作曲論

音楽史Ⅱ 音楽史Ⅳ 音楽史Ⅴ 音楽史Ⅲ

音楽概論

演奏論Ⅰ

音声学

演奏論Ⅱ

音楽教育学Ⅰ 音楽教育学Ⅱ

情報音楽基礎Ⅰ

情報音楽基礎Ⅱ

情報音楽実践Ⅰ

情報音楽実践Ⅱ

情報音楽基礎Ⅲ

情報音楽基礎Ⅳ

情報音楽実践Ⅲ

情報音楽実践Ⅳ

ポピュラー音楽研究 ジャズ研究

音楽作品分析

民族音楽研究

古楽概論

音楽作品研究

日本の伝統音楽研究

音楽文献原典購読Ⅰ 音楽文献原典購読Ⅱ

ミュージカル概論

歌曲研究Ⅱ歌曲研究Ⅰ

音楽マネージメント

吹奏楽研究

音楽キャリア論

音楽教育研究Ⅰ

音楽療法研究Ⅰ 音楽療法研究Ⅱ

音楽教育研究Ⅱ 音楽教育研究Ⅲ 音楽教育研究Ⅳ 音楽教育研究Ⅴ 音楽教育研究Ⅵ

キーボード・
ハーモニーⅠ

ボーカル・
トレーニングⅠ

和声Ⅰ 和声Ⅲ

ピアノデュオⅠ

フーガⅠ

副科作曲Ⅰ

副科声楽Ⅰ 副科声楽Ⅲ

副科ピアノⅠ 副科ピアノⅢ

ソルフェージュⅠ ソルフェージュⅢ

合唱Ⅰ 合唱Ⅲ

伴奏法Ⅰ

オペラⅠ

副科弦楽器Ⅰ

副科管打楽器Ⅰ

オーケストラⅠ

吹奏楽Ⅰ

室内楽Ⅰ

音楽療法演習Ⅰ

音楽共同制作

指揮法演習Ⅰ

プロジェクトⅠ プロジェクトⅢ

和声Ⅱ 和声Ⅳ

ピアノデュオⅡ

フーガⅡ

副科作曲Ⅱ

副科声楽Ⅱ 副科声楽Ⅳ

副科ピアノⅡ 副科ピアノⅣ

ソルフェージュⅡ ソルフェージュⅣ

合唱Ⅱ 合唱Ⅳ

伴奏法Ⅱ

オペラⅡ

副科弦楽器Ⅱ

副科管打楽器Ⅱ

オーケストラⅡ

吹奏楽Ⅱ

室内楽Ⅱ

音楽療法演習Ⅱ

指揮法演習Ⅱ

プロジェクトⅡ プロジェクトⅣ

キーボード・
ハーモニーⅡ

ボーカル・
トレーニングⅡ

デジタル
コンテンツ制作Ⅰ

デジタル
コンテンツ制作Ⅱ

副科弦楽器Ⅲ

副科管打楽器Ⅲ

オーケストラⅢ

吹奏楽Ⅲ

室内楽Ⅲ

副科弦楽器Ⅳ

副科管打楽器Ⅳ

オーケストラⅣ

吹奏楽Ⅳ

室内楽Ⅳ

教育用楽器等
合奏法Ⅰ

教育用楽器等
合奏法Ⅱ

ピアノ
デュオⅢ

ピアノ
デュオⅣ

和声Ⅴ

編曲法Ⅰ

副科作曲Ⅲ

ゼミナールⅠ ゼミナールⅢ

合唱Ⅶ

副科声楽Ⅴ

副科ピアノⅤ

ソルフェージュⅤ

合唱Ⅴ

特殊鍵盤楽器Ⅰ

伴奏法Ⅲ

オペラⅢ

音楽教材演習Ⅰ

音楽療法実習Ⅰ

和声Ⅵ

編曲法Ⅱ

副科作曲Ⅳ

ゼミナールⅡ ゼミナールⅣ

合唱Ⅷ

副科声楽Ⅵ

副科ピアノⅥ

ソルフェージュⅥ

合唱Ⅵ

特殊鍵盤楽器Ⅱ

伴奏法Ⅳ

オペラⅣ

音楽教材演習Ⅱ

音楽療法実習Ⅱ

オーケストラⅤ

吹奏楽Ⅴ

室内楽Ⅴ

オーケストラⅥ

吹奏楽Ⅵ

室内楽Ⅵ

特殊鍵盤
楽器Ⅲ

特殊鍵盤
楽器Ⅳ

オペラⅤ オペラⅥ

吹奏楽Ⅶ 吹奏楽Ⅷ

室内楽Ⅶ 室内楽Ⅷ

オーケ
ストラⅦ

オーケ
ストラⅧ
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履修上の諸注意について
1　文芸研究について
文芸研究は，表現活動の実践的な知識と能力の修得を目的としたゼミナール形式の講座であり，
下記の通り1年次から4年次まで段階的に履修（必修）しなければなりません。　
◎文芸研究Ⅰ（1年次），文芸研究Ⅱ（2年次），文芸研究Ⅲ（3年次），文芸研究Ⅳ（4年次）
　なお，文芸研究Ⅲと文芸研究Ⅳは2年間継続して履修しなければなりません。
☆ただし，再履修する場合は，再履修科目と学年次指定科目を同時に履修することができます。
例： 1年次に文芸研究Ⅰの単位を修得できなかった場合，2年次に文芸研究Ⅰと文芸研究Ⅱを同時
に履修することができます。

2　卒業論文・作品について
4年次に必ず履修してください。

Ⅴ　文芸学科
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授業科目
単
位
数

必
修
(●)

履修方法
授
業
年
次

A　理論・歴史部門
言語学Ⅰ 2 2
言語学Ⅱ 2 2
海外文芸史Ⅰ 2 1
海外文芸史Ⅱ 2 1
海外文芸史Ⅲ 2 1
海外文芸史Ⅳ 2 1
古典文学史Ⅰ 2 2
古典文学史Ⅱ 2 2
現代文学史Ⅰ 2 2
現代文学史Ⅱ 2 2
日本文化史Ⅰ 2 2
日本文化史Ⅱ 2 2
思想の歴史 2 2
思想の座標 2 2
文芸入門講座Ⅰ 2 1
文芸入門講座Ⅱ 2 1
B　研究部門
作家作品論Ⅰ 2 2
作家作品論Ⅱ 2 2
小説論Ⅰ 2 2
小説論Ⅱ 2 2
文芸創作論Ⅰ 2 1
文芸創作論Ⅱ 2 1
文芸創作論Ⅲ 2 1
文芸創作論Ⅳ 2 1
伝記論Ⅰ 2 2
伝記論Ⅱ 2 2
文芸批評論Ⅰ 2 2
文芸批評論Ⅱ 2 2
エッセイ研究Ⅰ 2 2
エッセイ研究Ⅱ 2 2
児童文学論Ⅰ 2 2
児童文学論Ⅱ 2 2
現代詩研究Ⅰ 2 2
現代詩研究Ⅱ 2 2
詩歌論Ⅰ 2 2
詩歌論Ⅱ 2 2
シナリオ研究Ⅰ 2 2
シナリオ研究Ⅱ 2 2
幻想小説論 2 1
SF小説論Ⅰ 2 1
SF小説論Ⅱ 2 1
ミステリー小説論 2 1
口承文芸論Ⅰ 2 1
口承文芸論Ⅱ 2 1
ノンフィクション論Ⅰ 2 2
ノンフィクション論Ⅱ 2 2
マンガ論Ⅰ 2 1
マンガ論Ⅱ 2 1
ジャーナリズム論Ⅰ 2 2
ジャーナリズム論Ⅱ 2 2
メディア論Ⅰ 2 2
メディア論Ⅱ 2 2
出版文化論Ⅰ 2 1

授業科目
単
位
数

必
修
(●)

履修方法
授
業
年
次

出版文化論Ⅱ 2 1
翻訳文学論Ⅰ 2 2
翻訳文学論Ⅱ 2 2
雑誌研究Ⅰ 2 2
雑誌研究Ⅱ 2 2
文芸特講Ⅰ 2 1
文芸特講Ⅱ 2 1
文芸特講Ⅲ 2 1
文芸特講Ⅳ 2 1
文芸特講Ⅴ 2 2
文芸特講Ⅵ 2 2
文芸特講Ⅶ 2 2
文芸特講Ⅷ 2 2
原典講読Ⅰ 1 1
原典講読Ⅱ 1 1
原典講読Ⅲ 1 2
原典講読Ⅳ 1 2
文芸特別講座Ⅰ 2 2
文芸特別講座Ⅱ 2 2
C　表現技術部門
文芸研究Ⅰ 4 ● 段階制科目 1
文芸研究Ⅱ 4 ● 段階制科目 2
文芸研究Ⅲ 4 ● 段階制科目 3
文芸研究Ⅳ 4 ● 段階制科目 4
表現領域拡張講座Ⅰ 2 2
表現領域拡張講座Ⅱ 2 2
編集研究Ⅰ 2 2
編集研究Ⅱ 2 2
文芸情報処理演習Ⅰ 1 1
文芸情報処理演習Ⅱ 1 1
DTP演習Ⅰ 1 1
DTP演習Ⅱ 1 1
DTP演習Ⅲ 1 1
DTP演習Ⅳ 1 1
マンガ演習Ⅰ 1 2
マンガ演習Ⅱ 1 2
卒業論文・作品 8 ● 4

D　教職教科部門
（教職免許を修得するための科目により卒業単位には含まれません）
国語学Ⅰ 2 2
国語学Ⅱ 2 2
国文学Ⅰ 2 2
国文学Ⅱ 2 2
漢文学Ⅰ 2 2
漢文学Ⅱ 2 2
漢文学史Ⅰ 2 2
漢文学史Ⅱ 2 2
書道Ⅰ 2 2
書道Ⅱ 2 2

・ 授業年次は，履修可能最低学年となります。
・ ●は「必修科目」，■は「選択必修科目」，その他は「選択科目」。
・ 段階制科目は授業年次の欄の最低学年次より履修してください。

Ⅱ群　学科別授業科目（文芸学科）
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学修到達目標

4年次

前期 後期前期 後期

1年次

前期 後期

2年次

前期 後期

3年次

必修科目 選択科目

文芸学科

●A 理論・歴史部門
DP1、DP2

文芸に関連する様々な
知識・教養を学び、自
らの中に蓄積すること
により、創造するため
の基本概念や理論を身
に付けることを目標と
する。

●C 表現技術部門
DP5、DP6、DP7、DP8 
文芸に関する様々な知
識・教養をもって自ら深
く考えた思想を、言葉に
よって表現し、伝えてい
くための創造技術を磨く。
少人数のクラスを中心と
した環境の中で、コミュ
ニケーション能力、協働
力、省察力などの社会性
を養うことを目標とする。

●B 研究部門
DP3、DP4

文芸に関する様々な視
点から、専門的な研究
を行うことにより、創
造するために自ら深く
考えることができる能
力を身に付けることを
目標とする。

履修系統図  
ディプロマ・ポリシー 
DP1：豊かな知識・教養に基づく高い倫理観
DP2：世界の現状を理解し、説明する力

DP3：論理的・批判的思考力
DP4：問題発見・解決力
DP5：挑戦力

DP6：コミュニケーション力
DP7：リーダーシップ・協働力
DP8：省察力

文芸研究Ⅲ文芸研究Ⅰ 文芸研究Ⅱ 文芸研究Ⅳ

品
作
・
文
論
業
卒

文芸入門講座Ⅱ文芸入門講座Ⅰ 言語学Ⅰ 言語学Ⅱ

現代文学史Ⅰ 現代文学史Ⅱ

古典文学史Ⅰ 古典文学史Ⅱ

海外文芸史Ⅲ

海外文芸史Ⅰ

思想の歴史 思想の座標

海外文芸史Ⅱ

海外文芸史Ⅳ 日本文化史Ⅰ 日本文化史Ⅱ

文芸特講Ⅲ 文芸特殊講Ⅳ

文芸特講Ⅴ 文芸特講Ⅵ

出版文化論Ⅰ 出版文化論Ⅱ 雑誌研究Ⅰ 雑誌研究Ⅱ

文芸特講Ⅶ 文芸特講Ⅷ

メディア論Ⅰ メディア論Ⅱマンガ論Ⅰ マンガ論Ⅱ

原典講読Ⅰ 原典講読Ⅲ原典講読Ⅱ 原典講読Ⅳ

文芸創作論Ⅰ

文芸創作論Ⅲ

文芸創作論Ⅱ

文芸創作論Ⅳ

エッセイ研究Ⅰ

児童文学論Ⅰ

エッセイ研究Ⅱ

児童文学論Ⅱ

ノンフィクション論Ⅰ ノンフィクション論Ⅱ

作家作品論Ⅰ 作家作品論Ⅱ

詩歌論Ⅰ口承文芸論Ⅰ 詩歌論Ⅱ口承文芸論Ⅱ

文芸批評論Ⅰ 文芸批評論Ⅱ

翻訳文学論Ⅰ 翻訳文学論Ⅱ

伝記論Ⅰ 伝記論Ⅱ

ジャーナリズム論Ⅰ ジャーナリズム論Ⅱ

現代詩研究Ⅰ 現代詩研究Ⅱ

小説論Ⅰ 小説論Ⅱ

文芸特講Ⅰ 文芸特講Ⅱ

文芸特別講座Ⅱ文芸特別講座Ⅰ

SF小説論Ⅱ

ミステリー小説論

SF小説論Ⅰ

幻想小説論

シナリオ研究Ⅰ シナリオ研究Ⅱ

DTP演習Ⅰ

DTP演習Ⅲ

文芸情報処理演習Ⅰ

マンガ演習Ⅰ

編集研究Ⅰ

表現領域拡張講座ⅠDTP演習Ⅱ

DTP演習Ⅳ

文芸情報処理演習Ⅱ

マンガ演習Ⅱ

編集研究Ⅱ

表現領域拡張講座Ⅱ
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演劇学科では，履修する主要科目の違いによって以下のコース・専攻に分かれています。

・舞台構想コース（劇作専攻，演出専攻，音響専攻，舞台監督専攻，企画制作専攻）
・演技コース
・舞台美術コース（美術専攻，照明専攻）
・舞踊コース（日舞専攻，洋舞専攻）

1　カリキュラムの特徴　
演劇学科の科目履修については，主として演習・実習科目の履修にかかわるコース・専攻と，3・4

年次の主として研究・演習科目の履修にかかわるゼミナールのシステムがあるので，理解しておかな
ければなりません。
コース・専攻は，科目の指定，クラスの編成などにかかわりがあります。（コース・専攻に関する
規定は年次によって異なることがあるので，毎年度初頭のガイダンスに注意してください。）
ゼミナールのシステムとは，卒業のための要件である卒業論文・制作の提出・発表にむけて，3年

次のゼミナール（Ⅰ～Ⅵ）と4年次の卒業ゼミナールは，それぞれ履修条件を満たしたうえで選択的
に受講してゆく，というものです。（開設されるゼミナールは年度によって異なることがあるので，
ガイダンス・掲示などに注意してください。）

2　履修上の諸注意
下記の事項また授業科目リストにおける各欄の意味を理解のうえ，計画的に受講・履修をすすめて

ください。　
①　コース・専攻別の欄に●印（必修科目），■印（選択必修科目），の記載がある科目は卒業の要件
となりますので，指定の授業年次に必ず履修し単位を修得してください。

②　コース・専攻の欄に〇印（準必修科目），の記載がある科目は卒業の要件ではないが，各コース・
専攻が指定した科目で，優先的に修得しなければならない科目となります。

③　理論・歴史および研究部門の選択科目は全コース・専攻の学生が履修できます。ただし，表現技
術部門の科目については，コース・専攻の限定その他の履修条件が付されるものがあるので，演
劇学科によるガイダンスまた受講年度のシラバスにおける履修条件の項に注意してください。

Ⅵ　演劇学科
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授業科目
単
位
数

舞台構想
演
技

舞台美術 舞踊

履修方法
授
業
年
次

劇
作
演
出
音
響

舞
台
監
督

企
画
制
作

美
術
照
明
日
舞
洋
舞

A　理論・歴史部門
演劇概論Ⅰ 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1
演劇概論Ⅱ 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2
演劇学 2 3
舞踊学 2 3
劇場論Ⅰ 2 2
劇場論Ⅱ 2 3
戯曲論 2 〇 3
演出論 2 〇 3
演技論 2 〇 2
舞踊論Ⅰ 2 〇 3
舞踊論Ⅱ 2 〇 3
演劇教育論 2 3
演劇史Ⅰ 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1
演劇史Ⅱ 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1
演劇史Ⅲ 2 2
演劇史Ⅳ 2 2
演劇史Ⅴ 2 3
舞踊史Ⅰ 2 〇 2
舞踊史Ⅱ 2 〇 2
B　研究部門
応用演劇研究 2 3
演劇批評研究 2 3
古典演劇研究Ⅰ 2 2
古典演劇研究Ⅱ 2 3
現代演劇研究Ⅰ 2 2
現代演劇研究Ⅱ 2 3
作家作品研究Ⅰ 2 2
作家作品研究Ⅱ 2 3
舞台美術研究 2 〇 3
舞台照明研究 2 〇 3
舞台技術研究Ⅰ 2 〇 3
舞台技術研究Ⅱ 2 〇 3
企画制作研究Ⅰ 2 2
企画制作研究Ⅱ 2 〇 3
演劇特殊研究Ⅰ 2 3
演劇特殊研究Ⅱ 2 3
演劇特殊研究Ⅲ 2 3
演劇特殊研究Ⅳ 2 3
演劇特殊研究Ⅴ 2 3
演劇特殊研究Ⅵ 2 3
演劇特殊研究Ⅶ 2 3
演劇特殊研究Ⅷ 2 3
C　表現技術部門
演劇基礎演習 1 1
戯曲講読演習 1 1
劇作演習 1 ■ ■ ■ ■ ■

舞台構想
１科目
選択必修

1
演出演習 1 ■ ■ ■ ■ ■ 1
音響演習 1 ■ ■ ■ ■ ■ 1
舞台監督演習 1 ■ ■ ■ ■ ■ 1
企画制作演習 1 ■ ■ ■ ■ ■ 1
演技演習 2 ● 1
舞台美術演習 1 ■ ■ 舞台美術

１科目
選択必修

1
舞台照明演習 1 ■ ■ 1
日本舞踊演習 2 ● 1
西洋舞踊演習 2 ● 1

授業科目
単
位
数

舞台構想
演
技

舞台美術 舞踊

履修方法
授
業
年
次

劇
作
演
出
音
響

舞
台
監
督

企
画
制
作

美
術
照
明
日
舞
洋
舞

演劇教育演習 1 3
舞台扮装演習 1 2
応用演劇演習 1 3
特殊演習Ⅰ 1 2
特殊演習Ⅱ 1 2
特殊演習Ⅲ 1 2
特殊演習Ⅳ 1 2
劇作実習Ⅰ 2 〇 2
劇作実習Ⅱ 2 〇 3
演出実習Ⅰ 2 〇 2
演出実習Ⅱ 2 〇 3
音響実習Ⅰ 2 〇 2
音響実習Ⅱ 2 〇 3
舞台監督実習Ⅰ 2 〇 2
舞台監督実習Ⅱ 2 〇 3
企画制作実習Ⅰ 2 〇 2
企画制作実習Ⅱ 2 〇 3
演技実習Ⅰ 2 〇 1
演技実習Ⅱ 2 〇 2
演技実習Ⅲ 2 〇 2
舞台美術実習Ⅰ 2 〇 1
舞台美術実習Ⅱ 2 〇 2
舞台美術実習Ⅲ 2 〇 2
舞台照明実習Ⅰ 2 〇 1
舞台照明実習Ⅱ 2 〇 2
舞台照明実習Ⅲ 2 〇 2
日本舞踊実習Ⅰ 2 〇 1
日本舞踊実習Ⅱ 2 〇 2
日本舞踊実習Ⅲ 2 〇 2
西洋舞踊実習Ⅰ 2 〇 1
西洋舞踊実習Ⅱ 2 〇 2
西洋舞踊実習Ⅲ 2 〇 2
演劇特殊実習Ⅰ 2 3
演劇特殊実習Ⅱ 2 3
演劇特殊実習Ⅲ 1 3
演劇特殊実習Ⅳ 1 3
舞踊特殊実習Ⅰ 2 3
舞踊特殊実習Ⅱ 2 3
上演実習Ⅰ 2 〇 〇 2
上演実習Ⅱ 2 〇 〇 3
総合実習Ⅰ 3 〇 〇 2
総合実習Ⅱ 3 〇 〇 3
劇場実習 3 1
ゼミナールⅠ 2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

１科目
選択必修

3
ゼミナールⅡ 2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 3
ゼミナールⅢ 2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 3
ゼミナールⅣ 2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 3
ゼミナールⅤ 2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 3
ゼミナールⅥ 2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 3
卒業ゼミナール 2 4
卒業研究 8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 4

・ 授業年次は，履修可能最低学年となります。
・ ●は「必修科目」，■は「選択必修科目」，〇は「準必修科目
  （コース指定科目）」，その他は「選択科目」。

1
-

-
2

3
-

-
4

1
2

3
4

Ⅱ群　学科別授業科目（演劇学科）　

1
-
-
-
2
3
-
-
-
4
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学修到達目標

4年次

前期 後期前期 後期

1年次

前期 後期

2年次

前期 後期

3年次

●A 理論・歴史部門
DP1、DP2
演劇・舞台芸術に関する 
歴史・理論を段階的に 
学び知識の蓄積と共に、 
創造するための基本概念 
や理論観を身につける
ことを目標とする。

●C 表現技術部門
DP5、DP6、DP7、DP8
理論と実践を体現化し、 
より専門的な技術・創
造力を活かしながら、 
協働力を発揮し、高い 
コミュニケーション力に
よる総合的な創造活動 
へ挑戦しつつ、振り返り 
を通じ自己評価するこ
とを目標とする。

●B 研究部門
DP3、DP4
専攻する分野をはじめ
様々な視点から、より
専門的な研究を行い、
かつそれらを応用させ、 
さらに見識を深めなが
ら批判的な思考や論理
的思考を身につけるこ
とを目標とする。

演劇学科［舞台構想コース］

履修系統図  
ディプロマ・ポリシー 
DP1：豊かな知識・教養に基づく高い倫理観
DP2：世界の現状を理解し、説明する力

DP3：論理的・批判的思考力
DP4：問題発見・解決力
DP5：挑戦力

DP6：コミュニケーション力
DP7：リーダーシップ・協働力
DP8：省察力

必修科目

卒業ゼミナール

演劇史Ⅰ

演劇史Ⅱ

演劇概論Ⅰ 演劇概論Ⅱ

選択必修科目

ゼミナールⅠ

ゼミナールⅡ

ゼミナールⅢ

ゼミナールⅣ

ゼミナールⅤ

ゼミナールⅥ

（一つ以上を履修）

全専攻

劇作専攻

演出専攻

音響専攻

舞台監督専攻

企画制作専攻

卒業研究
（論文・制作）

演出実習Ⅰ 演出実習Ⅱ

コース指定科目

舞台監督実習Ⅱ

企画制作実習Ⅱ

劇作実習Ⅰ

音響実習Ⅰ 音響実習Ⅱ

舞台監督実習Ⅰ

企画制作実習Ⅰ

劇作実習Ⅱ

選択科目

劇作演習

演出演習

音響演習

舞台監督演習

企画制作演習

演劇特殊実習Ⅳ演劇特殊実習Ⅲ

舞踊特殊実習Ⅰ

上演実習Ⅱ上演実習Ⅰ

舞踊特殊実習Ⅱ

演劇教育演習 応用演劇演習

演劇基礎演習

戯曲購読演習

演劇特殊実習Ⅰ

演劇特殊実習Ⅱ特殊演習Ⅱ 特殊演習Ⅳ

特殊演習Ⅰ 特殊演習Ⅲ

　　　　　　　　　　  劇　場　実　習　　※1年～4年合同発表

総合実習Ⅰ 総合実習Ⅱ

演技論

舞台美術研究 舞台照明研究

舞台技術研究Ⅰ

舞台技術研究Ⅱ

企画制作研究Ⅰ

演劇特殊研究Ⅰ

演劇特殊研究Ⅳ

演劇特殊研究Ⅴ

演劇特殊研究Ⅷ

応用演劇研究

古典演劇研究Ⅰ 古典演劇研究Ⅱ

舞踊史Ⅱ

演劇批評研究

現代演劇研究Ⅰ 現代演劇研究Ⅱ

作家作品研究Ⅰ 作家作品研究Ⅱ

演劇特殊研究Ⅱ

演劇特殊研究Ⅲ

演劇特殊研究Ⅵ

演劇特殊研究Ⅶ

演出論

舞踊論Ⅱ

演劇史Ⅲ 演劇史Ⅳ 演劇史Ⅴ

舞踊学

劇場論Ⅱ劇場論Ⅰ

演劇教育論

戯曲論

演劇学

舞踊史Ⅰ 舞踊論Ⅰ

1 科目以上選択指定

※原則各科目後期も開講

企画制作研究Ⅱ
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学修到達目標

4年次

前期 後期前期 後期

1年次

前期 後期

2年次

前期 後期

3年次

●A 理論・歴史部門
DP1、DP2
演劇・舞台芸術に関する 
歴史・理論を段階的に 
学び知識の蓄積と共に、 
創造するための基本概念 
や理論観を身につける
ことを目標とする。

●C 表現技術部門
DP5、DP6、DP7、DP8
理論と実践を体現化し、 
より専門的な技術・創
造力を活かしながら、 
協働力を発揮し、高い 
コミュニケーション力に
よる総合的な創造活動 
へ挑戦しつつ、振り返り 
を通じ自己評価するこ
とを目標とする。

●B 研究部門
DP3、DP4
専攻する分野をはじめ
様々な視点から、より
専門的な研究を行い、
かつそれらを応用させ、 
さらに見識を深めなが
ら批判的な思考や論理
的思考を身につけるこ
とを目標とする。

演劇学科［演技コース］

履修系統図  
ディプロマ・ポリシー 
DP1：豊かな知識・教養に基づく高い倫理観
DP2：世界の現状を理解し、説明する力

DP3：論理的・批判的思考力
DP4：問題発見・解決力
DP5：挑戦力

DP6：コミュニケーション力
DP7：リーダーシップ・協働力
DP8：省察力

卒業ゼミナール

演劇史Ⅰ

演劇史Ⅱ

演劇概論Ⅰ 演劇概論Ⅱ

ゼミナールⅠ

ゼミナールⅡ

ゼミナールⅢ

ゼミナールⅣ

ゼミナールⅤ

ゼミナールⅥ

（一つ以上を履修）

卒業研究
（論文・制作）

演技実習Ⅱ演技実習Ⅰ

演技実習Ⅲ

演技演習

演劇特殊実習Ⅳ演劇特殊実習Ⅲ

舞踊特殊実習Ⅰ

上演実習Ⅱ上演実習Ⅰ

舞踊特殊実習Ⅱ

演劇教育演習 応用演劇演習

演劇基礎演習 演劇特殊実習Ⅰ

演劇特殊実習Ⅱ特殊演習Ⅱ 特殊演習Ⅳ

特殊演習Ⅰ 特殊演習Ⅲ

総合実習Ⅰ 総合実習Ⅱ

演技論

舞台技術研究Ⅰ

舞台技術研究Ⅱ

企画制作研究Ⅰ

演劇特殊研究Ⅰ

演劇特殊研究Ⅳ

演劇特殊研究Ⅴ

演劇特殊研究Ⅷ

応用演劇研究

古典演劇研究Ⅰ 古典演劇研究Ⅱ

舞踊史Ⅱ

演劇批評研究

現代演劇研究Ⅰ 現代演劇研究Ⅱ

作家作品研究Ⅰ 作家作品研究Ⅱ

企画制作研究Ⅱ

演劇特殊研究Ⅱ

演劇特殊研究Ⅲ

演劇特殊研究Ⅵ

演劇特殊研究Ⅶ

演出論

舞踊論Ⅱ

演劇史Ⅲ 演劇史Ⅳ 演劇史Ⅴ

舞踊学

劇場論Ⅱ劇場論Ⅰ

演劇教育論

戯曲論

演劇学

舞踊史Ⅰ 舞踊論Ⅰ

舞台美術研究 舞台照明研究

戯曲購読演習

必修科目 選択必修科目 コース指定科目 選択科目

 劇　場　実　習　　※1年～4年合同発表
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学修到達目標

4年次

前期 後期前期 後期

1年次

前期 後期

2年次

前期 後期

3年次

●A 理論・歴史部門
DP1、DP2
演劇・舞台芸術に関する 
歴史・理論を段階的に 
学び知識の蓄積と共に、 
創造するための基本概念 
や理論観を身につける
ことを目標とする。

●C 表現技術部門
DP5、DP6、DP7、DP8
理論と実践を体現化し、 
より専門的な技術・創
造力を活かしながら、 
協働力を発揮し、高い 
コミュニケーション力に
よる総合的な創造活動 
へ挑戦しつつ、振り返り 
を通じ自己評価するこ
とを目標とする。

●B 研究部門
DP3、DP4
専攻する分野をはじめ
様々な視点から、より
専門的な研究を行い、
かつそれらを応用させ、 
さらに見識を深めなが
ら批判的な思考や論理
的思考を身につけるこ
とを目標とする。

演劇学科［舞台美術コース］

履修系統図  
ディプロマ・ポリシー 
DP1：豊かな知識・教養に基づく高い倫理観
DP2：世界の現状を理解し、説明する力

DP3：論理的・批判的思考力
DP4：問題発見・解決力
DP5：挑戦力

DP6：コミュニケーション力
DP7：リーダーシップ・協働力
DP8：省察力

卒業ゼミナール

演劇史Ⅰ

演劇史Ⅱ

演劇概論Ⅰ 演劇概論Ⅱ

ゼミナールⅠ

ゼミナールⅡ

ゼミナールⅢ

ゼミナールⅣ

ゼミナールⅤ

ゼミナールⅥ

（一つ以上を履修）

全専攻

美術専攻

照明専攻

卒業研究
（論文・制作）

舞台美術実習Ⅲ

舞台美術実習Ⅰ

舞台照明実習Ⅰ

舞台美術実習Ⅱ

舞台照明実習Ⅱ

舞台照明実習Ⅲ

舞台美術演習

演劇特殊実習Ⅳ演劇特殊実習Ⅲ

舞踊特殊実習Ⅰ

上演実習Ⅱ上演実習Ⅰ

舞踊特殊実習Ⅱ

演劇基礎演習 戯曲購読演習

舞台照明演習

演劇特殊実習Ⅰ

演劇特殊実習Ⅱ特殊演習Ⅱ 特殊演習Ⅳ

特殊演習Ⅰ 特殊演習Ⅲ

総合実習Ⅰ 総合実習Ⅱ

演技論

舞台技術研究Ⅰ

舞台技術研究Ⅱ

企画制作研究Ⅰ

演劇特殊研究Ⅰ

演劇特殊研究Ⅳ

演劇特殊研究Ⅴ

演劇特殊研究Ⅷ

応用演劇研究

古典演劇研究Ⅰ 古典演劇研究Ⅱ

舞踊史Ⅱ

演劇批評研究

現代演劇研究Ⅰ 現代演劇研究Ⅱ

作家作品研究Ⅰ 作家作品研究Ⅱ

企画制作研究Ⅱ

演劇特殊研究Ⅱ

演劇特殊研究Ⅲ

演劇特殊研究Ⅵ

演劇特殊研究Ⅶ

演出論

舞踊論Ⅱ

演劇史Ⅲ 演劇史Ⅳ 演劇史Ⅴ

舞踊学

劇場論Ⅱ劇場論Ⅰ

演劇教育論

戯曲論

演劇学

舞踊史Ⅰ 舞踊論Ⅰ

　　　　　　　　　　  劇　場　実　習　　※1年～4年合同発表

舞台美術研究 舞台照明研究

必修科目 選択必修科目 コース指定科目 選択科目
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学修到達目標

4年次

前期 後期前期 後期

1年次

前期 後期

2年次

前期 後期

3年次

●A 理論・歴史部門
DP1、DP2
演劇・舞台芸術に関する 
歴史・理論を段階的に 
学び知識の蓄積と共に、 
創造するための基本概念 
や理論観を身につける
ことを目標とする。

●C 表現技術部門
DP5、DP6、DP7、DP8
理論と実践を体現化し、 
より専門的な技術・創
造力を活かしながら、 
協働力を発揮し、高い 
コミュニケーション力に
よる総合的な創造活動 
へ挑戦しつつ、振り返り 
を通じ自己評価するこ
とを目標とする。

●B 研究部門
DP3、DP4
専攻する分野をはじめ
様々な視点から、より
専門的な研究を行い、
かつそれらを応用させ、 
さらに見識を深めなが
ら批判的な思考や論理
的思考を身につけるこ
とを目標とする。

演劇学科［舞踊コース］

履修系統図  
ディプロマ・ポリシー 
DP1：豊かな知識・教養に基づく高い倫理観
DP2：世界の現状を理解し、説明する力

DP3：論理的・批判的思考力
DP4：問題発見・解決力
DP5：挑戦力

DP6：コミュニケーション力
DP7：リーダーシップ・協働力
DP8：省察力

卒業ゼミナール

演劇史Ⅰ

演劇史Ⅱ

演劇概論Ⅰ 演劇概論Ⅱ

ゼミナールⅠ

ゼミナールⅡ

ゼミナールⅢ

ゼミナールⅣ

ゼミナールⅤ

ゼミナールⅥ

（一つ以上を履修）

日舞専攻

洋舞専攻

卒業研究
（論文・制作）

日本舞踊実習Ⅲ

日本舞踊実習Ⅰ

西洋舞踊演習

西洋舞踊実習Ⅰ

演劇特殊実習Ⅳ演劇特殊実習Ⅲ

舞踊特殊実習Ⅰ

上演実習Ⅱ上演実習Ⅰ

舞踊特殊実習Ⅱ

演劇教育演習 応用演劇演習

演劇基礎演習

日本舞踊演習

演劇特殊実習Ⅰ

演劇特殊実習Ⅱ特殊演習Ⅱ 特殊演習Ⅳ

特殊演習Ⅰ 特殊演習Ⅲ

総合実習Ⅰ 総合実習Ⅱ

日本舞踊実習Ⅱ

西洋舞踊実習Ⅱ

西洋舞踊実習Ⅲ

演技論

舞台技術研究Ⅰ

舞台技術研究Ⅱ

企画制作研究Ⅰ

演劇特殊研究Ⅰ

演劇特殊研究Ⅳ

演劇特殊研究Ⅴ

演劇特殊研究Ⅷ

応用演劇研究

古典演劇研究Ⅰ 古典演劇研究Ⅱ

舞踊史Ⅱ

演劇批評研究

現代演劇研究Ⅰ 現代演劇研究Ⅱ

作家作品研究Ⅰ 作家作品研究Ⅱ

企画制作研究Ⅱ

演劇特殊研究Ⅱ

演劇特殊研究Ⅲ

演劇特殊研究Ⅵ

演劇特殊研究Ⅶ

演出論

舞踊論Ⅱ

演劇史Ⅲ 演劇史Ⅳ 演劇史Ⅴ

舞踊学

劇場論Ⅱ劇場論Ⅰ

演劇教育論

戯曲論

演劇学

舞踊史Ⅰ 舞踊論Ⅰ

舞台美術研究 舞台照明研究

戯曲購読演習

必修科目 選択必修科目 コース指定科目 選択科目

 劇　場　実　習　　※1年～4年合同発表
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1　専門分野について
専門分野は，以下の7つに分かれています。
いずれかひとつの実習科目を選択し，それぞれの，Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴの段階を履修しなければな

りません（選択必修）。
実習を途中で変更する場合，新たにⅠの段階より履修しなければなりません。

【専門分野】

テレビ制作 ラジオ制作 映像技術 音響技術

ＣＭ 脚本 アナウンス

【実習科目】

1年次（選択必修） 2年次（選択必修） 3年次（選択必修）

テレビ制作 Ⅰ テレビ制作 Ⅱ,Ⅲ テレビ制作 Ⅳ,Ⅴ

ラジオ制作 Ⅰ ラジオ制作 Ⅱ,Ⅲ ラジオ制作 Ⅳ,Ⅴ

映像技術 Ⅰ 映像技術 Ⅱ,Ⅲ 映像技術 Ⅳ,Ⅴ

音響技術 Ⅰ 音響技術 Ⅱ,Ⅲ 音響技術 Ⅳ,Ⅴ

ＣＭ Ⅰ ＣＭ Ⅱ,Ⅲ ＣＭ Ⅳ,Ⅴ

脚本 Ⅰ 脚本 Ⅱ,Ⅲ 脚本 Ⅳ,Ⅴ

アナウンス Ⅰ アナウンス Ⅱ,Ⅲ アナウンス Ⅳ,Ⅴ

2　演習について
演習は，放送表現に関わる基礎知識・技術を実践的に習得する場です。

3　ゼミナール／卒業研究について
各専攻分野で学んできた成果を計るために，4年次では，卒業研究（論文／制作／発表など）を提

出しなければなりません。そのため，3年次より2年間にわたって，各自の専攻，制作，研究分野に合
わせてゼミナールを履修し，指導を受けることになります（必修）。
科目の詳細については，授業計画（シラバス）及び学科履修要項を参照して下さい。

Ⅶ　放送学科
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授業科目
単
位
数

必
修
(●)

履修方法
授
業
年
次

A　理論・歴史部門

放送概論Ⅰ 2 1

放送概論Ⅱ 2 1

ラジオ史Ⅰ 2 1～4

ラジオ史Ⅱ 2 1～4

テレビ史Ⅰ 2 1～4

テレビ史Ⅱ 2 1～4

放送制度論 2 2～4

放送契約論 2 2～4

メディア研究Ⅰ 2 1･2

メディア研究Ⅱ 2 1･2

メディア研究Ⅲ 2 2～4

メディア研究Ⅳ 2 2～4

メディア研究Ⅴ 2 2～4

メディア研究Ⅵ 2 2～4

メディア研究Ⅶ 2 2～4

電気概論Ⅰ 2 1～4

電気概論Ⅱ 2 1～4

B　研究部門

テレビの編成 2 2～4

ラジオの編成 2 2～4

制作技術研究Ⅰ 2 2～4

制作技術研究Ⅱ 2 2～4

広告とマーケティング戦略Ⅰ 2 2～4

広告とマーケティング戦略Ⅱ 2 2～4

放送作品研究Ⅰ 2 2～4

放送作品研究Ⅱ 2 2～4

放送作品研究Ⅲ 2 2～4

放送作品研究Ⅳ 2 2～4

放送作品研究Ⅴ 2 2～4

放送作品研究Ⅵ 2 2～4

放送作品研究Ⅶ 2 2～4

放送作品研究Ⅷ 2 2～4

放送作品研究Ⅸ 2 2～4

放送作品研究Ⅹ 2 2～4

放送作品研究Ⅺ 2 2～4

放送作品研究Ⅻ 2 2～4

音響心理学Ⅰ 2 2～4

音響心理学Ⅱ 2 2～4

ゼミナールⅠ 2 ● 3

ゼミナールⅡ 2 ● 4

C　表現技術部門

放送脚本論Ⅰ 2 2

放送脚本論Ⅱ 2 2

ラジオ演出論Ⅰ 2 2～4

授業科目
単
位
数

必
修
(●)

履修方法
授
業
年
次

ラジオ演出論Ⅱ 2 2～4

テレビ演出論Ⅰ 2 2～4

テレビ演出論Ⅱ 2 2～4

ドキュメンタリーの演出Ⅰ 2 2～4

ドキュメンタリーの演出Ⅱ 2 2～4

テレビドラマの表現Ⅰ 2 3･4

テレビドラマの表現Ⅱ 2 3･4

放送表現と人権Ⅰ 2 2～4

放送表現と人権Ⅱ 2 2～4

放送美術論Ⅰ 2 2～4

放送美術論Ⅱ 2 2～4

放送広告論Ⅰ 2 2～4

放送広告論Ⅱ 2 2～4

放送報道論Ⅰ 2 2～4

放送報道論Ⅱ 2 2～4

放送技術概論Ⅰ 2 2～4

放送技術概論Ⅱ 2 2～4

音響技術論Ⅰ 2 2

音響技術論Ⅱ 2 2

音響技術論Ⅲ 2 3

音響技術論Ⅳ 2 3

映像技術論Ⅰ 2 2

映像技術論Ⅱ 2 2

映像技術論Ⅲ 2 3

映像技術論Ⅳ 2 3

映像制作演習 1 ● 1

音響制作演習 1 ● 1

企画演習 1 1

テレビ制作Ⅰ 1 ■

1科目選択必修

1

ラジオ制作Ⅰ 1 ■ 1

映像技術Ⅰ 1 ■ 1

音響技術Ⅰ 1 ■ 1

CMⅠ 1 ■ 1

脚本Ⅰ 1 ■ 1

アナウンスⅠ 1 ■ 1

Ⅱ群　学科別授業科目（放送学科）

1
-
-
-
-
-
2
3
-
-
-
-
-
4
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授業科目
単
位
数

必
修
(●)

履修方法
授
業
年
次

テレビ制作Ⅱ 1 ■

2科目選択必修

2

テレビ制作Ⅲ 1 ■ 2

ラジオ制作Ⅱ 1 ■ 2

ラジオ制作Ⅲ 1 ■ 2

映像技術Ⅱ 1 ■ 2

映像技術Ⅲ 1 ■ 2

音響技術Ⅱ 1 ■ 2

音響技術Ⅲ 1 ■ 2

CMⅡ 1 ■ 2

CMⅢ 1 ■ 2

脚本Ⅱ 1 ■ 2

脚本Ⅲ 1 ■ 2

アナウンスⅡ 1 ■ 2

アナウンスⅢ 1 ■ 2

テレビ制作Ⅳ 1 ■

2科目選択必修

3

テレビ制作Ⅴ 1 ■ 3

ラジオ制作Ⅳ 1 ■ 3

ラジオ制作Ⅴ 1 ■ 3

映像技術Ⅳ 1 ■ 3

映像技術Ⅴ 1 ■ 3

音響技術Ⅳ 1 ■ 3

音響技術Ⅴ 1 ■ 3

CMⅣ 1 ■ 3

CMⅤ 1 ■ 3

脚本Ⅳ 1 ■ 3

脚本Ⅴ 1 ■ 3

アナウンスⅣ 1 ■ 3

アナウンスⅤ 1 ■ 3

番組企画構成演習Ⅰ 1 2

番組企画構成演習Ⅱ 1 2

番組企画構成演習Ⅲ 1 3･4

番組企画構成演習Ⅳ 1 3･4

コピーライティングⅠ 1 2･3

コピーライティングⅡ 1 2･3

照明演習Ⅰ 1 2～4

照明演習Ⅱ 1 2～4

ニュース分析Ⅰ 1 2

ニュース分析Ⅱ 1 2

ニュース分析Ⅲ 1 3･4

ニュース分析Ⅳ 1 3･4

取材調査演習Ⅰ 1 2

取材調査演習Ⅱ 1 2

卒業研究 8 ● 4

・ 授業年次は，該当年次を受講のこと。
・ ●は「必修科目」，■は「選択必修科目」，その他は「選択科目」。

1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4

1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
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学修到達目標

4年次

前期 後期前期 後期

1年次

前期 後期

2年次

前期 後期

3年次

必修科目 選択必修科目 選択科目

●A 理論・歴史部門
DP1、DP2

放送コミュニケーショ
ンに関する多面的な理
論的背景と知識を身に
つけ、自ら放送に関わ
る諸領域の学修ができ
る力を獲得する。

●C 表現技術部門
DP5、DP6、DP7、DP8 

放送コミュニケーショ
ンにおけるプロデュー
ス／ディレクションな
ど自ら制作／表現する
能力を養い、現代社会
との関係の中で様々な
メディアでコミュニ
ケーションする力と分
析力、表現力、集団で
の活動力を獲得する。

●B 研究部門
DP3、DP4

放送表現のありかた、
作られ方についての研
究方法、分析方法を身
につけ自ら放送コミュ
ニケーションの分析や
検討を行える力を獲得
する。

履修系統図  
ディプロマ・ポリシー 
DP1：豊かな知識・教養に基づく高い倫理観
DP2：世界の現状を理解し、説明する力

DP3：論理的・批判的思考力
DP4：問題発見・解決力
DP5：挑戦力

DP6：コミュニケーション力
DP7：リーダーシップ・協働力
DP8：省察力

放送学科

ゼミナールⅠ ゼミナールⅡ

映像制作演習
音響制作演習

卒業研究

テレビ制作Ⅰ

ラジオ制作Ⅰ

CMⅠ

脚本Ⅰ

アナウンスⅠ

映像技術Ⅰ

音響技術Ⅰ

アナウンスⅡ アナウンスⅢ

脚本Ⅱ 脚本Ⅲ

CMⅡ CMⅢ

ラジオ制作Ⅱ ラジオ制作Ⅲ

テレビ制作Ⅱ テレビ制作Ⅲ テレビ制作Ⅳ テレビ制作Ⅴ

ラジオ制作Ⅳ ラジオ制作Ⅴ

CMⅣ CMⅤ

脚本Ⅳ 脚本Ⅴ

アナウンスⅣ アナウンスⅤ

音響心理学Ⅰ 音響心理学Ⅱ

制作技術研究Ⅰ 制作技術研究Ⅱ

テレビの編成 ラジオの編成

取材調査演習Ⅰ 取材調査演習Ⅱ

放送表現と人権Ⅰ 放送表現と人権Ⅱ

ニュース分析Ⅰ ニュース分析Ⅱ

ラジオ演出論Ⅰ ラジオ演出論Ⅱ

テレビ演出論Ⅰ テレビ演出論Ⅱ

コピーライティングⅠコピーライティングⅡ

放送広告論Ⅰ 放送広告論Ⅱ

照明演習Ⅰ 照明演習Ⅱ

放送技術概論Ⅰ 放送技術概論Ⅱ

放送報道論Ⅰ 放送報道論Ⅱ

ドキュメンタリーの演出Ⅰドキュメンタリーの演出Ⅱ
放送美術論Ⅰ 放送美術論Ⅱ

放送脚本論Ⅰ 放送脚本論Ⅱ

音響技術Ⅱ 音響技術Ⅲ

音響技術論Ⅰ 音響技術論Ⅱ

映像技術Ⅱ 映像技術Ⅲ

映像技術論Ⅰ 映像技術論Ⅱ

放送作品研究Ⅰ 放送作品研究Ⅱ
放送作品研究Ⅲ 放送作品研究Ⅳ
放送作品研究Ⅴ 放送作品研究Ⅵ

放送作品研究Ⅸ 放送作品研究Ⅹ
放送作品研究Ⅶ 放送作品研究Ⅷ

放送作品研究Ⅺ 放送作品研究Ⅻ

広告とマーケティング戦略Ⅰ広告とマーケティング戦略Ⅱ

放送概論Ⅰ 放送概論Ⅱ

企画演習

メディア研究Ⅲ
メディア研究Ⅳ メディア研究Ⅵ

メディア研究Ⅴ

メディア研究Ⅶ

放送制度論 放送契約論

企画演習

メディア研究Ⅰ メディア研究Ⅱ

電気概論Ⅰ 電気概論Ⅱ

テレビ史Ⅰ テレビ史Ⅱ
ラジオ史Ⅰ ラジオ史Ⅱ

テレビドラマの表現Ⅰテレビドラマの表現Ⅱ

ニュース分析Ⅲ ニュース分析Ⅳ

番組企画構成演習Ⅳ

番組企画構成演習Ⅲ

映像技術Ⅳ 映像技術Ⅴ

映像技術論Ⅲ 映像技術論Ⅳ

音響技術Ⅳ 音響技術Ⅴ

音響技術論Ⅲ 音響技術論Ⅳ

番組企画構成演習Ⅱ

番組企画構成演習Ⅰ
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Ⅷ　デザイン学科

1　デザイン学科の科目履修について
・1年次では、基礎的な造形力やデザインの基本的技法等の知識を身につけるための講義科目や実
習・演習科目が必修となっています。必修科目は全て 1年次で履修し単位を修得してください。
これらの授業内容を理解していることを前提に2年次以降の専門科目は内容が設定されています。

・2年次以降は別表のとおり、指定された「選択必修科目」と各自が選択した分野ごとに決められ
た「準選択必修科目」の履修方法ならびに授業年次に従い単位を修得してください。時間割は年
度ごとに変更されますので、卒業に係わる単位修得に十分注意し、余裕を持った履修計画を立て
てください。特に 4年次は、デザインゼミナール、卒業論文・制作に集中できる履修計画を立て
ることが望まれます。

2　専門分野の決定
・デザイン学科では 4つの専門分野を設け、これに基づいてカリキュラムが決められています。
・1年次にはデザインの基礎であり全分野共通となるベーシックデザインを学び、デザイン全般に
対する理解を深めます。2年次以降は、本人の希望や適性に応じて専門分野の科目を自由に選択
することができます。デザイン学科では、将来の進路や目標を見据えて専門分野を各自で決め、
より高い専門性を身につけるとともに、関連する他分野の科目を履修するなどにより、従来の分
野や領域にとらわれない柔軟性を備えたデザイナー、クリエイターの育成を目指しています。

・各年次の終了時には、各自の適性、技量、科目の成績、提出作品内容、そして授業態度などの総
ての評価を基に、適切な専門科目の選択や将来の方向性を定めるために「進路カウンセリング」
において個別指導を行います。

3　資格修得の科目について
・デザイン学科では、教職課程および学芸員課程を履修し、中学校教諭一種免許状（美術）、高等 
学校教諭一種免許状（美術／工芸）、学芸員資格が修得できます。詳細はガイダンス時に説明を
行いますので資格　修得希望者は、必ず説明会に出席の上、受講手続きを取ってください。

・デザイン学科では、一級建築士、二級建築士、木造建築士の受験資格の認定を受けています。各建
築士資格により在学中に修得しなければならない指定科目が設定されています。別表を 参考にし
て必要な指定科目を各自確認の上、それぞれの資格に応じた履修計画を立てるように留意してくだ
さい。建築士試験の指定科目制度をよく理解し、必要な指定科目を履修し単位を修得してください。
詳細はガイダンス時に説明を行いますので必ず説明会に出席の上、受講手続きを取ってください。

・建築士試験の指定科目に関しては、転部生・転科生は個別の履修計画の指導を必ず受けてくださ 
い。また、編入生は指定科目の単位認定確定後に個別の履修計画指導を行います。

・別表に☆印が付してある科目は、一級建築士、二級建築士、木造建築士の受験資格に必要な指定
科目です。
　これらの指定科目に関する詳細資料はガイダンス時に配布します。

4　卒業研究について
・3年次終了迄に 84 単位以上を修得していないと 4年間で卒業できないため、4年次のデザインゼ
ミナール、卒業論文・制作を履修登録できません。

・卒業するには、デザインゼミナール 4単位と卒業制作または、卒業論文 8単位を必ず修得しなけ
ればなりません。なお、希望するゼミナールを履修するためには、そのゼミ担当教員の専門科目
を 3年次までに最低一つは修得しておく必要があります。
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授業科目
単
位
数

必
修
(●)

履修方法
建
築
士

授
業
年
次

A　理論・歴史部門
デザイン論Ⅰ 2 ● 1
デザイン論Ⅱ 2 ● 1
美術学Ⅰ 2 3
美術学Ⅱ 2 3
美術史概論 2 1
工芸概論 2 1
日本建築史 2 ■

2単位以上修得
しなければなら
ない

☆ 2
西洋建築史 2 ■ ☆ 2
デザイン史Ⅰ 2 ■ 2
デザイン史Ⅱ 2 ■ 2
デザイン史Ⅲ 2 ■ 2
デザイン論Ⅲ 2 ■

2単位以上修得
しなければなら
ない

2
デザイン論Ⅳ 2 ■ 2
デザイン論Ⅴ 2 ■ 2
デザイン論Ⅵ 2 ■ 2
建築デザイン論 2 ■ ☆ 2
B　研究部門
タイポグラフィ論 2 ■

2単位以上修得
しなければなら
ない

2
エルゴノミックデザイン論 2 ■ 2
マテリアル 2 ■ ☆ 2
メカトロニクス概論 2 ■ 2
デザインマネージメント論Ⅰ 2 ■ 2
デザインマネージメント論Ⅱ 2 3
環境論Ⅰ 2 ☆ 3
環境論Ⅱ 2 ☆ 3
プランニングⅠ 2 ☆ 2
プランニングⅡ 2 ☆ 3
力学 2 ☆ 3
ストラクチャーⅠ 2 ☆ 3
ストラクチャーⅡ 2 ☆ 3
構法概論 2 ☆ 2
建築生産論 2 ☆ 3
建築設備 2 ☆ 3
建築法規 2 ☆ 3
図学Ⅰ 2 ☆ 2
図学Ⅱ 2 ☆ 2
デザイン特別講座Ⅰ 2 ● 1
デザイン特別講座Ⅱ 2 2
建築一般構造 2 ☆ 3
C　表現技術部門
（ベーシックデザインⅠ）
ドローイングⅠ 2 ● 1
ドローイングⅡ 2 ■

2単位以上修得
しなければなら
ない

1
製図Ⅰ 2 ● 1
製図Ⅱ 2 ■ 1
カラー＆コンポジション 2 ● 1
スタイル＆フォーム 2 ● 1
マテリアル＆コンストラクション 2 ■ 1
デザインフィールドワークショップ 2 ● 1
ベーシックデザインワークショップ 2 ● 1
（ベーシックデザインⅡ）
コンピュータ基礎 2 ☆ 2
ビジュアル基礎 2 □

4単位以上を選択
し，優先的に修得
してください。

2
メディア基礎 2 □ 2
タイポグラフィックデザイン 2 □ 2
イラストレーション 2 □ 2

授業科目
単
位
数

必
修
(●)

履修方法
建
築
士

授
業
年
次

エディトリアルデザイン 2 2
ライフデザインⅠ 2 2
ライフデザインⅡ 2 2
フォトグラフィ 2 2
アーキテクチュアルドローイング 2 ☆ 2
プレゼンテーションテクニックⅠ 2 2
プレゼンテーションテクニックⅡ 2 2
CADⅠ 2 2
CADⅡ 2 3
（ビジュアルコミュニケーションデザイン）
グラフィックデザインⅠ 2 □

4単位以上を選択
し，優先的に修得
してください。

2
グラフィックデザインⅡ 2 □ 2
グラフィックデザインⅢ 2 □ 2
グラフィックデザインⅣ 2 □ 2
グラフィックデザインⅤ 2 □ 2
グラフィックデザインⅥ 2 □ 2
グラフィックデザインⅦ 2 □ 2
グラフィックデザインⅧ 2 □ 2
コミュニケーションデザインⅠ 2 □

4単位以上を選択
し，優先的に修得
してください。

2
コミュニケーションデザインⅡ 2 □ 2
コミュニケーションデザインⅢ 2 □ 2
コミュニケーションデザインⅣ 2 □ 2
コミュニケーションデザインⅤ 2 □ 2
コミュニケーションデザインⅥ 2 □ 2
コミュニケーションデザインⅦ 2 □ 2
（プロダクトデザイン）
プロダクトデザインⅠ 2 □

4単位以上を選択
し，優先的に修得
してください。

2
プロダクトデザインⅡ 2 □ 2
プロダクトデザインⅢ 2 □ 2
プロダクトデザインⅣ 2 □ 2
プロダクトデザインⅤ 2 □

4単位以上を選択
し，優先的に修得
してください。

3
プロダクトデザインⅥ 2 □ 3
プロダクトデザインⅦ 2 □ 3
プロダクトデザインⅧ 2 □ 3
プロダクトデザインⅨ 2 □ 3
（スペース・アーキテクチュアデザイン）
スペースデザインⅠ 2 □

4単位以上を選択
し，優先的に修得
してください。

☆ 2
スペースデザインⅡ 2 □ ☆ 2
スペースデザインⅢ 2 □ ☆ 2
スペースデザインⅣ 2 □ ☆ 3
アーキテクチュアデザインⅠ 2 □

4単位以上を選択
し，優先的に修得
してください。

☆ 2
アーキテクチュアデザインⅡ 2 □ ☆ 2
アーキテクチュアデザインⅢ 2 □ ☆ 2
アーキテクチュアデザインⅣ 2 □ ☆ 3
アーキテクチュアデザインⅤ 2 □ ☆ 3
アーキテクチュアデザインⅥ 2 □ ☆ 3
（ソーシャルデザイン）
総合演習 2 3
インターンシップ 2 ☆ 3
デザインゼミナール 4 ● 4
卒業論文・制作 8 ● 4

・ 授業年次は，履修可能最低学年となります。
・  ●は「必修科目」，■は「選択必修科目」，□は「準選択必
修科目（優先的に修得する科目）」，その他は「選択科目」。

・ ☆は「建築士受験資格の認定科目」。
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Ⅱ群　学科別授業科目（デザイン学科）
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学修到達目標

4年次

前期 後期前期 後期

1年次

前期 後期

2年次

前期 後期

3年次

必修科目 準必修科目 選択科目準選択必修科目

履修系統図  
ディプロマ・ポリシー 
DP1：豊かな知識・教養に基づく高い倫理観
DP2：世界の現状を理解し、説明する力

DP3：論理的・批判的思考力
DP4：問題発見・解決力
DP5：挑戦力

DP6：コミュニケーション力
DP7：リーダーシップ・協働力
DP8：省察力

●A 理論・歴史部門
DP1、DP2

デザインに関する豊
富な知識・教養を身に
つけ、未来を予見する 
鋭い洞察力を養う。

●C 表現技術部門
DP5、DP6、DP7、
DP8 

デザインのプロセス
や手法・ノウハウを
実践的に学ぶととも
に、演習等を通じ問題
を発見しその解決策
を発想する力と、プロ
ジェクトを動かすリー
ダーシップやプレゼン
テーション力を養い、
社会に対して提案し 
自ら道を切りひらいて
いく力を修得する。

●B 研究部門
DP3、DP4

デザインの思考や技法
について自ら探求して
豊かな感性を育み、社
会が求める新たな価値
を生み出すデザイン
センスを磨く。

デザイン学科

デザイン論Ⅰ デザイン論Ⅱ

デザイン
ゼミナール

卒業論文・制作

デザイン論Ⅲ

デザイン論Ⅳ

美術学Ⅱ美術学Ⅰ

デザイン史Ⅲ

デザイン史Ⅰ デザイン史Ⅱ

構法概論

美術史概論 工芸概論

日本建築史 西洋建築史

建築生産論

図学Ⅰ 図学Ⅱ

デザイン論Ⅵ

タイポグラフィ論

デザイン論Ⅴ

エルゴノミックデザイン論

デザインマネージメント論Ⅱ

プランニングⅡ

ストラクチャーⅡ

デザインマネージメント論Ⅰ

建築法規

メカトロニクス概論

マテリアルAマテリアルB

建築デザイン論

建築設備

ストラクチャーⅠ

建築一般構造

力学デザイン特別講座Ⅰ

環境論Ⅰ

施工概論

環境論Ⅱ

プランニングⅠ

ドローイングⅡドローイングⅠ

カラー＆コンポジション スタイル＆フォーム

マテリアル＆
コンストラクション

ベーシックデザイン
ワークショップ

デザインフィールド
ワークショップ

プレゼンテーション
テクニックⅠ

プレゼンテーション
テクニックⅡ

タイポグラフィック
デザイン

アーキテクチュア
デザインⅠ

アーキテクチュア
デザインⅡ

アーキテクチュア
デザインⅣ

アーキテクチュア
デザインⅥ

アーキテクチュア
デザインⅢ

アーキテクチュア
デザインⅤ

アーキテクチュアル
ドローイング

フォトグラフィ

メディア基礎

グラフィックデザインⅤ

イラストレーション

ライフデザインⅡ

グラフィックデザインⅦ

ビジュアル基礎

ライフデザインⅠ

コンピュータ基礎A,B コンピュータ基礎C

CADⅠ CADⅡ

グラフィックデザインⅣ

プロダクトデザインⅠ

エディトリアルデザイン

プロダクトデザインⅡ

プロダクトデザインⅢ プロダクトデザインⅤ

スペースデザインⅠ

プロダクトデザインⅣ

プロダクトデザインⅥ

スペースデザインⅢ

スペースデザインⅡ

プロダクトデザインⅨ

スペースデザインⅣ

コミュニケーション
デザインⅠ

コミュニケーション
デザインⅢ

グラフィックデザインⅡ グラフィックデザインⅠ

グラフィックデザインⅢ

グラフィックデザインⅥ

グラフィックデザインⅧ

コミュニケーション
デザインⅤ

コミュニケーション
デザインⅣ

コミュニケーション
デザインⅦ

インターンシップ

総合演習C 総合演習A,B

コミュニケーション
デザインⅡ

コミュニケーション
デザインⅥ

プロダクトデザインⅦ

プロダクトデザインⅧ

製図Ⅰ 製図Ⅱ

※2年次もしくは3年次で履修
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1　授業内容について
共通専門教育科目は，芸術プロジェクトをベースにした実践型・参加型の学習形態科目となり，
各芸術プロジェクトにおける企業・行政・地域社会，所属学科以外の学生や教員との連携とプロジェ
クト目標を実現するなかで、思考力や実践力，芸術活動に必要なコミュニケーション力や課題探求
力、自己表現力など様々なスキルを身につけ，初年次に全学共通教育科目や各学科の基礎科目で培っ
た「自ら学ぶ」，「自ら考える」，「自ら道をひらく」能力をさらに養い発展させる事を目的とした授
業です。

2　履修方法と単位について
①　全学科の2年生～ 4年生の学生が横断的に履修できる科目となります。
②　 共通専門教育科目は，「連携型プロジェクトⅠ～Ⅲ」の3科目となり，単位数は各2単位となり
ます。単位については，第Ⅱ群の学科別授業科目となるため，卒業に必要な所属学科の専門科
目58単位の中に含まれます。

③　 プロジェクト型の授業科目となるため，開講学期等は集中授業を予定していますが，年度によっ
て夏期集中や他時期の集中など変更がありますので，各年度の4月のガイダンスやシラバス等
で詳細を確認してください。

④　 プロジェクト内容については，毎年度変更となりますので，4月のガイダンスやシラバス等で
詳細を確認してください。

Ⅸ　共通専門教育科目（各学科共通）

授業科目 単位数 履修方法 授業年次

連携型プロジェクトⅠ 2 2～4

連携型プロジェクトⅡ 2 2～4

連携型プロジェクトⅢ 2 2～4

※開講の有無は年度によって異なります。

芸術教養課程

履修系統図
ディプロマ・ポリシー 
DP1：豊かな知識・教養に基づく高い倫理観
DP2：世界の現状を理解し、説明する力

DP3：論理的・批判的思考力
DP4：問題発見・解決力
DP5：挑戦力

DP6：コミュニケーション力
DP7：リーダーシップ・協働力
DP8：省察力

学修到達目標

4年次

前期 後期前期 後期

1年次

前期 後期

2年次

前期 後期

3年次

目
科
育
教
通
共
学
全 DP1、DP2、DP3、DP4、DP5、

DP6、DP7、DP8
大学での学びに必要とされる基礎的な能
力をグループワークを通して養う。また
世界の中での日本の伝統文化，社会，自然，
環境，などを理解して，自らが現代にお
ける問題提起を行うために必要な，技能，
態度，知識等の基礎的教養を身に付ける。

、DP5
を

芸術総合講座Ⅰ
芸術総合講座Ⅱ 芸術総合講座Ⅸ

芸術総合講座Ⅲ 芸術総合講座Ⅳ

自主創造の基礎１ 自主創造の基礎２

日本を考える

※１ 留学生のみ履修可。
※２ 以下の制度を利用して海外研修等に参加し，所定の手続きを完了することで単位を認定します。

選択科目

連携型プロジェクトⅠ
連携型プロジェクトⅡ
連携型プロジェクトⅢ

共通専門教育科目（各学科共通）

全学共通教育科目 論文・制作
　卒業

全学共通教育科目や各学科専門科目を通
して学んだ理論と実践を発展させ、学科
の垣根を超えた連携型プロジェクトによ
る創造活動で体現化し，より専門的な技
術・創造力を養う。また、プロジェクト
を動かすリーダーシップ・協働力、高い
コミュニケーション力などの社会性を養
い、社会に対して提案し自ら道を切りひ
らいていく力を修得する。
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ⅣⅣ  第Ⅲ群（各学科共通自由科目）

1　学芸員課程
本学部で学芸員資格取得を希望する者は下記により学芸員課程を履修しなければなりません。
資格取得希望者は履修登録時にLiveCampusの資格課程情報から資格登録をする必要があります。

①　必修科目（卒業単位には含まれません）

年　次 科　目　名（単位数）

1 ～ 3

博物館概論（2）
博物館経営論（2）
博物館教育論（2）
生涯学習概論（2）

博物館資料論（2）
博物館展示論（2）
博物館情報・メディア論（2）
博物館資料保存論（2）

合計19単位

4 博物館実習Ⅰ（2） 博物館実習Ⅱ（1）

②　選択科目（卒業単位に含まれます）
　　下表４系列の中から２系列８単位（各系列最低４単位）以上を修得してください。

系　列 科　目　名（単位数）

文化史

写真史Ⅰ（2）写真史Ⅱ（2）日本映画史Ⅰ（2）日本映画史Ⅱ（2）
外国映画史Ⅰ（2）外国映画史Ⅱ（2）
ドキュメンタリー映画史Ⅰ（2）ドキュメンタリー映画史Ⅱ（2）
音楽史Ⅰ（2）音楽史Ⅱ（2）日本文化史Ⅰ（2）日本文化史Ⅱ（2）演劇史Ⅰ（2）演劇史Ⅱ（2）
ラジオ史Ⅰ（2）ラジオ史Ⅱ（2）テレビ史Ⅰ（2）テレビ史Ⅱ（2）
デザイン史Ⅰ（2）デザイン史Ⅱ（2）デザイン史Ⅲ（2）日本建築史（2）西洋建築史（2）

美術史
美術史概論Ⅰ（2）美術史概論Ⅱ（2）美術史概論Ⅲ（2）美術史概論Ⅳ（2）美術史概論（2）
工芸概論（2）西洋美術史Ⅰ（2）西洋美術史Ⅱ（2）日本美術史Ⅰ（2）日本美術史Ⅱ（2）

民俗学 民俗芸能文化論（2）日本の芸能史（2）

考古学 東アジア世界の考古学Ⅰ（2）東アジア世界の考古学Ⅱ（2）

③　博物館実習について
（1）　博物館実習Ⅰ，博物館実習Ⅱの履修者は，博物館概論，博物館資料論，博物館経営論，博物館 
展示論，博物館教育論，博物館情報・メディア論，生涯学習概論，博物館資料保存論の単位をす
べて修得した者としますが，成績状況等により受講者を制限する場合があります。

（2）　博物館実習Ⅰについては，学内で実施いたします。博物館実習Ⅱについては，原則として，博
物館等の学外実習施設における館務実習への参加が必要となります。各施設への手続きは，履修
者自身で行います。詳細に関してはガイダンス等で説明されますので，必ず確認してください。

（3）　博物館実習Ⅰ，博物館実習Ⅱ履修者は４年次年度始めに実習費として 30,000 円を徴収します。
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2　司書教諭課程
本学部で司書教諭資格取得を希望する者は，下記により司書教諭課程を履修しなければなりません。
資格取得希望者は履修登録時にLiveCampusの資格課程情報から資格登録をする必要があります。
①　司書教諭とは，学校図書館法に定められた教諭であり，学校内の役割としてその職務を担当し，
学校図書館資料の選択・収集・提供や子どもの読書活動に対する指導，さらには，学校図書館の
利用指導計画を立案し，実施の中心となるなど，学校図書館の運営・活用について中心的な役割
を担います。司書教諭の資格を得るためには，小学校，中学校，高等学校又は特別支援学校の教
諭の免許状（免許の種類・教科は問いません）を取得するとともに，下表の５科目 10 単位を全
て修得しなければなりません。そのため，原則として教職課程履修者のみ司書教諭課程を履修す
ることができます。なお，司書教諭課程科目は卒業に必要な単位数には含まれません。

学校図書館司書教諭講習規程に定める科目 本学部における開講科目
科目 単位数 授業科目名 単位数 区分 年次

学校経営と学校図書館 ２ 学校経営と学校図書館 ２ 必修 ２
学校図書館メディアの構成 ２ 学校図書館メディアの構成 ２ 必修 ２
学習指導と学校図書館 ２ 学習指導と学校図書館 ２ 必修 ２
読書と豊かな人間性 ２ 読書と豊かな人間性 ２ 必修 ２
情報メディアの活用 ２ 情報メディアの活用 ２ 必修 ２

②　司書教諭の資格は，文部科学省が交付する「司書教諭講習修了証書」によって証明されます。
申請方法等の詳細については 6月ごろに教務課よりお知らせしますので必ず確認してください。

3　司書課程
本学部で司書資格取得を希望する者は，下記により司書課程を履修しなければなりません。
資格取得希望者は履修登録時にLiveCampusの資格課程情報から資格登録をする必要があります。
司書とは，図書館法に定められた，都道府県や市町村の公立図書館等で図書館資料の選択，発
注及び受け入れから，分類，目録作成，貸出業務，読書案内などを行う専門的職員です。司書資
格の取得を希望する者は，下表の13科目24単位を全て修得しなければなりません。なお，司書
課程科目は卒業に必要な単位数には含まれません。

法令上の科目 本学部における開講科目
科目名 単位数 授業科目名 単位数 区分 年次

生涯学習概論 ２ 生涯学習概論 ２ 必修 １
図書館概論 ２ 図書館概論 ２ 必修 ２
図書館制度・経営論 ２ 図書館制度・経営論 ２ 必修 ２
図書館情報技術論 ２ 図書館情報技術論 ２ 必修 ３
図書館サービス概論 ２ 図書館サービス概論 ２ 必修 ２
情報サービス論 ２ 情報サービス論 ２ 必修 ２
児童サービス論 ２ 児童サービス論 ２ 必修 ２
情報サービス演習 ２ 情報サービス演習 ２ 必修 ３
図書館情報資源概論 ２ 図書館情報資源概論 ２ 必修 ２
情報資源組織論 ２ 情報資源組織論 ２ 必修 ２
情報資源組織演習 ２ 情報資源組織演習 ２ 必修 ３
図書館基礎特論 １ 図書館基礎特論 １ 必修 ３
図書館総合演習 １ 図書館総合演習 １ 必修 ３

※　「生涯学習概論」は司書課程と学芸員課程との共通科目となります。
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ⅤⅤ  教職課程

１　本学部で教育職員免許状取得を希望する者は，下記により教職課程を履修しなければなりません。
免許状取得希望者は履修登録時にLiveCampusの資格課程情報から資格登録をする必要があります。

２　免許教科の種類
①　中学校教諭一種免許状　　　　　　　　　　②　高等学校教諭一種免許状
　　国　語　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国　語
　　音　楽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　音　楽
　　美　術　　　　　　　　　　　　　　　　　　　美　術
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工　芸

３　免許状の種類及び本学部における必要修得単位数

Ａ表

所要資格

免許状の種類

基礎資格
①

基礎必修科目
（B表）

教科及び教職に関する科目

②
教育の基礎的理解
に関する科目
（C表）

③
教科及び教科の
指導法に関する科目

（D表）

②＋③の合計

中学校一種免許状 学士の学位を
有すること ８単位以上 28 単位 31 単位以上 59 単位以上

高等学校一種免許状 学士の学位を
有すること ８単位以上 24 単位 35 単位以上 59 単位以上

４　単位の修得方法
①　基礎必修科目
基礎必修科目として「日本国憲法」（２）「体育」（２）「外国語コミュニケーション」（２）「情

報機器の操作」（２）計８単位を修得する必要があります。本学部における基礎必修科目はＢ表
のとおりです。

Ｂ表　基礎必修科目

法令で定める基礎必修科目（単位数） 本学部における基礎必修科目（単位数） 最低修得単位 計

日本国憲法（２） 日本国憲法（２） ２

８

体育（２） 健康・スポーツ科学（２）
体育実技Ⅰ～Ⅵ（各１） ２

外国語コミュニケーション（２）
英語Ⅲ・Ⅳ（各1）　ドイツ語Ⅲ・Ⅳ（各1）
フランス語Ⅲ・Ⅳ（各1）　イタリア語Ⅲ・Ⅳ（各1）
中国語Ⅲ・Ⅳ（各1）　日本語Ⅲ・Ⅳ（各1）

２

情報機器の操作（２） 情報Ⅰ（２）　情報Ⅱ（２） ２
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②　教育の基礎的理解に関する科目等
教育の基礎的理解に関する科目等の本学部における最低修得単位数はC表に示すとおりです。
教育職員免許法施行規則上の修得単位数と全く同じで余剰がありません。全科目必修で28単位修
得しなければなりません。Ｃ表の教育の基礎的理解に関する科目等は卒業に必要な単位数には含
まれません。

C表　本学部における教育の基礎的理解に関する科目等の単位数

年次 必修科目（単位数）
単位数合計

中一種 高一種

1

○教育原論（2）
○現代教職論（2）
○教育の社会学（2）
○教育課程論（2）

8 8

2・3

○発達と学習（2）
○特別支援教育概論（1）
㊥道徳教育の理論と方法（2）
○特別活動・総合的な学習の時間の指導法（2）
○教育方法・ICT活用論（2）
○生徒指導・進路指導論（2）
○教育相談（2）

13 11

4

○教育実習事前・事後指導（1） ※ 1
㊥教育実習Ⅰ（4）
又は　　　　　　　　　　　　　  　 　※ 2
○教育実習Ⅱ〈高免のみの者〉（2）
○教職実践演習（中・高）（2）

7 5

計 28 24

 　Ｃ表の㊥は，中学校一種免許状取得希望者の必修科目で，高等学校一種免許状のみの取得希望
者は修得する必要はありません。

（※１）　 教育実習事前・事後指導（１）は４年次配当科目ですが，３年次の６月及び11月に教育
実習事前指導として特別講義が行われます。これに出席することで４年次に教育実習事
前・事後指導（１）を登録することができます。３年次の教職用掲示に注意してください。

（※２）教育実習は４年次に行います。条件は以下のとおりです。
　　　　①卒業見込者であること。
　　　　② 原則として４年次配当科目の「教職実践演習（中・高）」，「教育実習事前・事後指導」，

「教育実習Ⅰ」又は「教育実習Ⅱ（高免のみの者）」以外の「教育の基礎的理解に関す
る科目等」を修得済であること。

　　　　③ 「教科及び教科の指導法に関する科目」について，中学・高校免許取得希望者は「各科
教育法Ⅰ～Ⅳ」，高校免許のみ取得希望者は「各科教育法Ⅰ・Ⅱ」を修得済であること。

　　　 　 教育実習校は２・３年次中に決定します。また，5,000円～25,000円の教育実習費を徴収
します。詳細についてはガイダンスで説明しますので必ず出席してください。

　　　　 なお，美術学科・デザイン学科の学生で高等学校一種工芸免許状を取得予定の者は，「工
芸」での教育実習の受入れ先が少ないため，「美術」での教育実習の受入れ先を探すこ
とを推奨します。
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③　教科及び教科の指導法に関する科目
修得すべき教科及び教科の指導法に関する科目は免許教科によって違いがあります。教科別に表
示するとＤ表のようになります。本学部においては，Ｄ表中より　印を付した必修科目を含め中・
高一種免許状は31単位以上（国語は35単位以上），高等学校一種免許状のみは35単位以上修得しな
ければなりません。

　（注１） Ｄ表中の最低修得単位とは法律上（免許法施行規則）によるものであり，本学部における修
得単位数とは異なりますので，注意してください。

　（注２） Ｄ表中の 　 　 印は美術学科・文芸学科の教職教科部門に属する科目（シラバス・時間割の
教職欄記載科目）で，教職免許を取得するための科目であり，卒業単位には含まれません。

　（注３） D表中の，国語科教育法，音楽科教育法，美術科教育法，工芸科教育法などは，免許状を取得し
ようとする教科についての教育法の科目です。㊥は，中学校一種免許状取得希望者の必修科目です。 
また，各教科の指導法の科目は卒業に必要な単位には含まれません。

D表　教科及び教科の指導法に関する科目の単位数
免
許
教
科

学
科 科目区分 各科目に含めることが

必要な事項
最低修得
単位

芸術学部開講科目

科目名（単位数）

国
　
　
　
　
語

文
芸
学
科

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

国語学
（音声言語及び文章表現
に関するものを含む。）

1

○国語学Ⅰ（2）　○国語学Ⅱ（2）
　小説論Ⅰ（2）　小説論Ⅱ（2）
　文芸創作論Ⅰ（2）　文芸創作論Ⅱ（2）
　文芸創作論Ⅲ（2）　文芸創作論Ⅳ（2）

国文学
（国文学史を含む。） 1

○国文学Ⅰ（2）　○国文学Ⅱ（2）
　古典文学史Ⅰ（2）　古典文学史Ⅱ（2）
　現代文学史Ⅰ（2）　現代文学史Ⅱ（2）
　児童文学論Ⅰ（2）　児童文学論Ⅱ（2）
　文芸批評論Ⅰ（2）　文芸批評論Ⅱ（2）
　日本文化史Ⅰ（2）　日本文化史Ⅱ（2）
　作家作品論Ⅰ（2）　作家作品論Ⅱ（2）

漢文学 1 ○漢文学Ⅰ（2）　○漢文学Ⅱ（2）
　漢文学史Ⅰ（2）　漢文学史Ⅱ（2）

書道
（書写を中心とする。） 1 ㊥書道Ⅰ（2）　㊥書道Ⅱ（2）

各教科の指導法
（情報機器及び教材の活用を含む。） 1 ○国語科教育法Ⅰ（2）　○国語科教育法Ⅱ（2）

㊥国語科教育法Ⅲ（2）　㊥国語科教育法Ⅳ（2）

※ 網掛けの各科目に含めることが必要な事項「書道」については，中学校一種国語のみ必修科目のため，高等
学校一種国語の修得単位数には含まれません。
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免
許
教
科

学
科 科目区分 各科目に含めることが

必要な事項
最低修得
単位

芸術学部開講科目

科目名（単位数）

音
　
　
　
　
楽

音
楽
学
科

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

ソルフェージュ 1 ○ソルフェージュⅠ（1）　○ソルフェージュⅡ（1）
○ソルフェージュⅢ（1）　○ソルフェージュⅣ（1）

声楽
（合唱及び日本の伝統的

な歌唱を含む。）
1

○合唱Ⅰ（1）　○合唱Ⅱ（1）　
○声楽Ⅰ（2）　○声楽Ⅱ（2） 
又は 
○副科声楽Ⅰ（1）　○副科声楽Ⅱ（1）　
○音楽教材演習Ⅰ（1）　○音楽教材演習Ⅱ（1）　　
　声楽Ⅲ（2）　声楽Ⅳ（2）
　副科声楽Ⅲ（1）　副科声楽Ⅳ（1）
　合唱Ⅲ（1）　合唱Ⅳ（1）　

器楽
（合奏及び伴奏並びに和

楽器を含む。）
1

○伴奏法Ⅰ（1）　○伴奏法Ⅱ（1）　
○教育用楽器等合奏法Ⅰ（1）　○教育用楽器等合奏法Ⅱ（1）
○ピアノⅠ（2）　○ピアノⅡ（2） 
又は 
○副科ピアノⅠ（1）　○副科ピアノⅡ（1）　　
　伴奏法Ⅲ（1）　伴奏法Ⅳ（1）
　弦楽器Ⅰ（2）　弦楽器Ⅱ（2）
　弦楽器Ⅲ（2）　弦楽器Ⅳ（2）
　副科弦楽器Ⅰ（1）　副科弦楽器Ⅱ（1）
　管打楽器Ⅰ（2）　管打楽器Ⅱ（2）
　管打楽器Ⅲ（2）　管打楽器Ⅳ（2）
　副管打楽器Ⅰ（1）　副管打楽器Ⅱ（1）
　ピアノⅢ（2）　ピアノⅣ（2）
　副科ピアノⅢ（1）　副科ピアノⅣ（1）　

指揮法 1 ○指揮法演習Ⅰ（1）　○指揮法演習Ⅱ（1）

音楽理論・作曲法（編曲
法を含む。）・音楽史（日
本の伝統音楽及び諸民
族の音楽を含む。）

1

○音楽学Ⅰ（2）　○音楽学Ⅱ（2）　
○作曲Ⅰ（2）　○作曲Ⅱ（2）　
又は　
○副科作曲Ⅰ（1）　○副科作曲Ⅱ（1）
○音楽史Ⅱ（2）　音楽学Ⅲ（2）
　音楽学Ⅳ（2）　音楽形式学Ⅰ（2）
　音楽形式学Ⅱ（2）　音楽史Ⅰ（2）
　作曲Ⅲ（2）　作曲Ⅳ（2）

各教科の指導法
（情報機器及び教材の活用を含む。） 1 ○音楽科教育法Ⅰ（2）　○音楽科教育法Ⅱ（2）

㊥音楽科教育法Ⅲ（2）　㊥音楽科教育法Ⅳ（2）
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免
許
教
科

学
科 科目区分 各科目に含めることが

必要な事項
最低修得
単位

芸術学部開講科目

科目名（単位数）

美
　
　
　
　
術

美
術
学
科

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

絵画
（映像メディア表現を含む。）

1 ○デッサン（1）　○デザイン論（2）

彫刻 1 ○彫塑（1）　

デザイン
（映像メディア表現を含む。）

1
○美的構成研究Ⅰ（2）　○美的構成研究Ⅱ（2）
○映像メディア研究（1）　○版画基礎（1）

工芸 1

○美術教材研究Ⅰ（2）又は美術教材研究Ⅱ（2）
　工芸演習（2）　
　美術作品研究Ⅰ（2）　美術作品研究Ⅱ（2）　
　美術作品研究Ⅲ（2）　美術作品研究Ⅳ（2）

美術理論・美術史
（鑑賞並びに日本の伝統
美術及びアジアの美術

を含む。）

1

○美術学Ⅰ（2）　○美術学Ⅱ（2）　
○美術史概論Ⅰ（2）　○美術史概論Ⅱ（2）
○美術史概論Ⅲ（2）　○美術史概論Ⅳ（2）
○日本美術史Ⅰ（2）　○日本美術史Ⅱ（2）
　古美術研究Ⅰ（2）　古美術研究Ⅱ（2）
　西洋美術史Ⅰ（2）　西洋美術史Ⅱ（2）　

各教科の指導法
（情報機器及び教材の活用を含む。）

1
○美術科教育法Ⅰ（2）　○美術科教育法Ⅱ（2）
㊥美術科教育法Ⅲ（2）　㊥美術科教育法Ⅳ（2）

デ
ザ
イ
ン
学
科

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

絵画
（映像メディア表現を含む。）

1
○ドローイングⅠ（2）
○カラー＆コンポジション（2）
○スタイル＆フォーム（2）

彫刻 1
○マテリアル＆コンストラクション（2）
○デザインフィールドワークショップ（2）

デザイン
（映像メディア表現を含む。）

1

○デザイン論Ⅰ（2）　○デザイン論Ⅱ（2）
○ベーシックデザインワークショップ（2）
　グラフィックデザインⅡ（2）
　エディトリアルデザイン（2）
　プロダクトデザインⅠ（2）　プロダクトデザインⅤ（2）
　スペースデザインⅠ（2）　スペースデザインⅡ（2）

工芸 1

グラフィックデザインⅣ（2）　プロダクトデザインⅡ（2）
プロダクトデザインⅥ（2）　フォトグラフィ（2）
スペースデザインⅢ（2）　スペースデザインⅣ（2）
アーキテクチュアデザインⅠ（2）　アーキテクチュアデザインⅡ（2）

美術理論・美術史
（鑑賞並びに日本の伝統
美術及びアジアの美術

を含む。）

1

○美術学Ⅰ（2）　○美術学Ⅱ（2）　
○美術史概論（2）　○工芸概論（2）
　日本建築史（2）　西洋建築史（2）
　デザイン論Ⅳ（2）　デザイン史Ⅰ（2）

各教科の指導法
（情報機器及び教材の活用を含む。） 1

○美術科教育法Ⅰ（2）　○美術科教育法Ⅱ（2）
㊥美術科教育法Ⅲ（2）　㊥美術科教育法Ⅳ（2）

※ 網掛けの各科目に含めることが必要な事項「工芸」については，中学校一種美術のみ必修科目のため，高等
学校一種美術の修得単位数には含まれません。
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５　介護等体験について
　中学校の教育職員免許状取得希望の者（高等学校のみは除く）は，取得条件として，7日間の
介護等体験（社会福祉施設で5日間，特別支援学校で2日間）が義務づけられています。
　本学部では，介護等体験は2年次生以上を対象に実施しています。詳細は新年度最初の2年次
生対象ガイダンスで説明しますので必ず出席してください。また，体験費の徴収日時についても
ガイダンスで説明します。
　なお，教職課程についてのガイダンスは，原則として在学生ガイダンス期間中に行いますので，
日程などは，教務課掲示に注意し，不明な点は，教務課に問い合わせてください。

６　教育職員免許状一括申請について
　最終学年に本学がまとめて授与権者である東京都教育委員会に申請します。4年次の始めに 
申請の申込み，翌年1月に申請内容の確認・申請料納入手続きなどを行います。詳細は4年次最初 
のガイダンスで説明しますので必ず出席してください。

免
許
教
科

学
科 科目区分 各科目に含めることが

必要な事項
最低修得
単位

芸術学部開講科目

科目名（単位数）

工
　
　
　
　
芸

美
術
学
科

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

図法・製図 1 ○図学（2）

デザイン 1 ○美的構成研究Ⅰ（2）　○美的構成研究Ⅱ（2）
○版画基礎（1）

工芸制作
（プロダクト制作を含む。） 1

○美術教材研究Ⅰ（2）又は美術教材研究Ⅱ（2）
○工芸演習（2）
　彫塑（1）

工芸理論・デザイン理論・
美術史（鑑賞並びに日本
の伝統工芸及びアジアの

工芸を含む。）

1

○デザイン論（2）
○美術作品研究Ⅰ（2）　○美術作品研究Ⅱ（2）
○美術作品研究Ⅲ（2）　○美術作品研究Ⅳ（2）
　美術史概論Ⅰ（2）　美術史概論Ⅱ（2）　美術史概論Ⅲ（2）
　美術史概論Ⅳ（2）
　日本美術史Ⅰ（2）　日本美術史Ⅱ（2）

各教科の指導法
（情報機器及び教材の活用を含む。） 1 ○工芸科教育法Ⅰ（2）　○工芸科教育法Ⅱ（2）

デ
ザ
イ
ン
学
科

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

図法・製図 1 ○図学Ⅰ（2）　○製図Ⅰ（2）

デザイン 1

○ベーシックデザインワークショップ（2）
　グラフィックデザインⅡ（2）　エディトリアルデザイン（2）
　プロダクトデザインⅠ（2）　プロダクトデザインⅤ（2）
　スペースデザインⅠ（2）　スペースデザインⅡ（2）

工芸制作
（プロダクト制作を含む。） 1

○コミュニケーションデザインⅤ（2）　○コミュニケーションデザインⅥ（2）
又は
○プロダクトデザインⅡ（2）　○プロダクトデザインⅣ（2）
又は
○アーキテクチュアデザインⅡ（2）
フォトグラフィ（2）
グラフィックデザインⅣ（2）　グラフィックデザインⅤ（2）
プロダクトデザインⅥ（2）　プロダクトデザインⅧ（2）
スペースデザインⅣ（2）　アーキテクチュアデザインⅠ（2）

工芸理論・デザイン理論・
美術史（鑑賞並びに日本
の伝統工芸及びアジアの

工芸を含む。）

1

○デザイン論Ⅰ（2）　○デザイン論Ⅱ（2）
○美術史概論（2）　○工芸概論（2）　
　タイポグラフィ論（2）　エルゴノミックデザイン論（2）
　プランニングⅠ（2）

各教科の指導法
（情報機器及び教材の活用を含む。） 1 ○工芸科教育法Ⅰ（2）　○工芸科教育法Ⅱ（2）



79

専攻及び設置科目（単位数）
舞台芸術専攻音楽芸術専攻造形芸術専攻映像芸術専攻文芸学専攻

◎　博士前期課程
日本大学大学院芸術学研究科（博士前期課程）は，昭和 26 年に文芸学専攻として設立されました。
その後，より高度で深い専門分野の研究と創作を行うと同時に，隣接領域の芸術と触れ合い，切磋
琢磨しながらより広く芸術を理解することを目的に，平成５年度から映像芸術専攻，造形芸術専攻，
音楽芸術専攻，舞台芸術専攻の４専攻が増設されました。
カリキュラムは，各専門の演習・実習を中心にしながら，専門理論の研究を行うとともに，他専
攻分野の科目も受講することによって，幅の広い創作や理論研究を行えるように組み立てられてお
り，２年間で 30 単位以上を修得し，修士論文（作品・制作）を提出の上，最終審査及び試験に合
格すれば，修了時に修士（芸術学）の学位が授与されます。
なお，大学院への入学案内の詳細は教務課にて確認してください。

大学院芸術学研究科

（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）

（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）

（４）
（２）
（２）
（４）
（４）
（２）
（２）
（２）
（２）
（４）
（４）
（４）

（２）
（２）
（２）
（２）

Ａ  理論部門
文 芸 学 特 論 Ⅰ
文 芸 学 特 論 Ⅱ
哲 学 特 論
芸 術 心 理 学 特 論
文 芸 情 報 学 特 論
マスコミュニケーション論
メ デ ィ ア 論
文 芸 史 特 論
芸 術 社 会 学 特 論
文 芸 表 現 特 論

Ｂ  研究・創作部門
外 国 文 芸 特 殊 研 究
日 本 文 芸 特 殊 研 究
文 芸 創 作 特 殊 研 究
外 国 文 芸 特 論 Ⅰ
外 国 文 芸 特 論 Ⅱ
日 本 文 芸 特 論 Ⅰ
日 本 文 芸 特 論 Ⅱ
文 芸 創 作 特 論 Ⅰ
文 芸 創 作 特 論 Ⅱ

Ｃ  関連領域部門
芸 術 学 特 論
リサーチ特殊研究Ⅰ
リサーチ特殊研究Ⅱ
映 画 史 特 論
放 送 史 特 論
日 本 美 術 史 特 論 Ⅰ
日 本 美 術 史 特 論 Ⅱ
西 洋 美 術 史 特 論 Ⅰ
西 洋 美 術 史 特 論 Ⅱ
日 本 音 楽 史 特 論
西 洋 音 楽 史 特 論
演 劇 史 特 論

D  連携研究部門
連 携 理 論 研 究 Ⅰ
連 携 理 論 研 究 Ⅱ
連 携 表 現 研 究 Ⅰ
連 携 表 現 研 究 Ⅱ

学位論文・作品

（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）

（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）

（４）
（２）
（２）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）

（２）
（２）
（２）
（２）

Ａ  理論部門
映 像 特 論
写 真 史 特 論
映 画 史 特 論
放 送 史 特 論
映 像 構 成 特 論
映 像 技 術 特 論
映 像 音 響 特 論
映 像 教 育 研 究

Ｂ  演習・実習部門
映 像 表 現 研 究 Ⅰ
写 真 特 殊 研 究 Ⅰ
映 画 特 殊 研 究 Ⅰ
放 送 特 殊 研 究 Ⅰ
映像メディア特殊研究Ⅰ
映像作品特殊研究Ⅰ
映像技術特殊研究Ⅰ
映 像 表 現 研 究 Ⅱ
写 真 特 殊 研 究 Ⅱ
映 画 特 殊 研 究 Ⅱ
放 送 特 殊 研 究 Ⅱ
映像メディア特殊研究Ⅱ
映像作品特殊研究Ⅱ
映像技術特殊研究Ⅱ

Ｃ  関連領域部門
芸 術 学 特 論
リサーチ特殊研究Ⅰ
リサーチ特殊研究Ⅱ
文 芸 学 特 論 Ⅰ
文 芸 学 特 論 Ⅱ
哲 学 特 論
芸 術 心 理 学 特 論
文 芸 情 報 学 特 論
マスコミュニケーション論
メ デ ィ ア 論
文 芸 史 特 論
芸 術 社 会 学 特 論
造 形 特 論
建 築 造 形 特 論
デ ザ イ ン 史 特 論 Ⅰ
デ ザ イ ン 史 特 論 Ⅱ
建築デザイン史特論Ⅰ
建築デザイン史特論Ⅱ
日 本 美 術 史 特 論 Ⅰ
日 本 美 術 史 特 論 Ⅱ
西 洋 美 術 史 特 論 Ⅰ
西 洋 美 術 史 特 論 Ⅱ
音 楽 芸 術 特 論 Ⅰ
音 楽 芸 術 特 論 Ⅱ
日 本 音 楽 史 特 論
西 洋 音 楽 史 特 論
情 報 音 楽 特 論
音 楽 心 理 学 特 論
舞 台 芸 術 特 論
演 劇 史 特 論
民 俗 芸 能 特 論
舞 踊 史 特 論
古 典 劇 特 論
映 像 文 献 原 典 講 読

D  連携研究部門
連 携 理 論 研 究 Ⅰ
連 携 理 論 研 究 Ⅱ
連 携 表 現 研 究 Ⅰ
連 携 表 現 研 究 Ⅱ

学位論文・作品・制作

（４）
（４）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）

（４）
（４）
（４）
（４）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）
（４）

（４）
（２）
（２）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）

（２）
（２）
（２）
（２）

Ａ  理論部門
造 形 特 論
建 築 造 形 特 論
日 本 美 術 史 特 論 Ⅰ
日 本 美 術 史 特 論 Ⅱ
西 洋 美 術 史 特 論 Ⅰ
西 洋 美 術 史 特 論 Ⅱ
デ ザ イ ン 史 特 論 Ⅰ
デ ザ イ ン 史 特 論 Ⅱ
建築デザイン史特論Ⅰ
建築デザイン史特論Ⅱ
美 術 教 育 研 究 Ⅰ
美 術 教 育 研 究 Ⅱ
Ｂ  演習・実習部門
造形芸術研究Ⅰ（絵画・版画）
造形芸術研究Ⅰ（彫刻）
造形芸術研究Ⅰ（デザイン）
造 形 理 論 研 究 Ⅰ
造形芸術研究Ⅱ（絵画・版画）
造形芸術研究Ⅱ（彫刻）
造形芸術研究Ⅱ（デザイン）
造 形 理 論 研 究 Ⅱ
絵 画 特 殊 研 究 Ⅰ
絵 画 特 殊 研 究 Ⅱ
版 画 特 殊 研 究 Ⅰ
版 画 特 殊 研 究 Ⅱ
彫 刻 特 殊 研 究 Ⅰ
彫 刻 特 殊 研 究 Ⅱ
デザイン特殊研究Ⅰ
デザイン特殊研究Ⅱ
デザイン特殊研究Ⅲ
絵 画 作 品 研 究 Ⅰ
絵 画 作 品 研 究 Ⅱ
版 画 作 品 研 究 Ⅰ
版 画 作 品 研 究 Ⅱ
彫 刻 作 品 研 究 Ⅰ
彫 刻 作 品 研 究 Ⅱ
デザイン作品研究Ⅰ
デザイン作品研究Ⅱ
デザイン作品研究Ⅲ
デザイン作品研究Ⅳ
※デザイン実務研究
Ｃ  関連領域部門
芸 術 学 特 論
リサーチ特殊研究Ⅰ
リサーチ特殊研究Ⅱ
文 芸 学 特 論 Ⅰ
哲 学 特 論
文 芸 情 報 学 特 論
映 像 特 論
写 真 史 特 論
映 画 史 特 論
放 送 史 特 論
音 楽 芸 術 特 論 Ⅰ
日 本 音 楽 史 特 論
西 洋 音 楽 史 特 論
情 報 音 楽 特 論
音 楽 心 理 学 特 論
舞 台 芸 術 特 論
演 劇 史 特 論
民 俗 芸 能 特 論
古 典 劇 特 論
芸 術 心 理 学 特 論
芸 術 社 会 学 特 論
造 形 文 献 原 典 講 読
D  連携研究部門
連 携 理 論 研 究 Ⅰ
連 携 理 論 研 究 Ⅱ
連 携 表 現 研 究 Ⅰ
連 携 表 現 研 究 Ⅱ

学位論文・作品・制作

Ａ  理論・歴史部門
舞 台 芸 術 特 論
演 劇 史 特 論
舞 踊 史 特 論
民 俗 芸 能 特 論
古 典 劇 特 論
応 用 演 劇 特 論
アート・マネージメント特論

Ｂ  演習・実習部門
舞 台 表 現 研 究
舞 踊 特 殊 研 究
戯 曲 特 殊 研 究
舞 台 演 出 特 殊 研 究
舞 台 美 術 特 殊 研 究
古 典 演 劇 特 殊 研 究
民 俗 芸 能 特 殊 研 究
応 用 演 劇 特 殊 研 究

Ｃ  関連領域部門
芸 術 学 特 論
リサーチ特殊研究Ⅰ
リサーチ特殊研究Ⅱ
メ デ ィ ア 論
映 像 特 論
造 形 特 論
音 楽 芸 術 特 論 Ⅰ
音 楽 芸 術 特 論 Ⅱ
映 画 史 特 論
放 送 史 特 論
映 像 音 響 特 論
音 楽 心 理 学 特 論
演 劇 文 献 原 典 講 読

D  連携研究部門
連 携 理 論 研 究 Ⅰ
連 携 理 論 研 究 Ⅱ
連 携 表 現 研 究 Ⅰ
連 携 表 現 研 究 Ⅱ

学位論文・作品・制作

（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）

（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）

（４）
（２）
（２）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）

（２）
（２）
（２）
（２）

※を付した科目は修了に必要な単位に算入しない

Ａ  理論部門
音 楽 芸 術 特 論 Ⅰ
音 楽 芸 術 特 論 Ⅱ
日 本 音 楽 史 特 論
西 洋 音 楽 史 特 論
情 報 音 楽 特 論
音 楽 教 育 特 論
音 楽 心 理 学 特 論

Ｂ  演習・実習部門
作 曲 特 殊 研 究
声 楽 特 殊 研 究
器 楽 特 殊 研 究
音 楽 学 研 究
音 楽 教 育 研 究
情 報 音 楽 研 究
音 楽 理 論 研 究 Ⅰ
音 楽 理 論 研 究 Ⅱ
音 楽 表 現 研 究 Ⅰ
音 楽 表 現 研 究 Ⅱ
音 楽 作 品 研 究
指 揮 研 究

Ｃ  関連領域部門
芸 術 学 特 論
リサーチ特殊研究Ⅰ
リサーチ特殊研究Ⅱ
造 形 特 論
映 像 特 論
映 像 構 成 特 論
映 像 音 響 特 論
放 送 史 特 論
演 劇 史 特 論
舞 踊 史 特 論
民 俗 芸 能 特 論
日 本 美 術 史 特 論 Ⅰ
日 本 美 術 史 特 論 Ⅱ
西 洋 美 術 史 特 論 Ⅰ
西 洋 美 術 史 特 論 Ⅱ
文 芸 史 特 論
哲 学 特 論
音 楽 文 献 原 典 講 読

D  連携研究部門
連 携 理 論 研 究 Ⅰ
連 携 理 論 研 究 Ⅱ
連 携 表 現 研 究 Ⅰ
連 携 表 現 研 究 Ⅱ

学位論文・作品・制作

（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）

（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）
（２）

（４）
（２）
（２）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（４）
（２）
（２）
（２）
（２）
（４）
（４）
（４）

（２）
（２）
（２）
（２）

　

 

大
学
院

大
学
院

芸
術
学
研
究
科

芸
術
学
研
究
科
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芸術専攻設置科目（単位数）

◎　博士後期課程
博士前期課程には５つの専攻がありますが，博士後期課程の専攻は，芸術専攻１つにしぼられて
います。これは現代の芸術環境がさまざまな分野を融合させているからです。異なった分野の芸術
が，技術革新などにより有機的に結ばれています。つまり，前期課程の文芸学専攻，映像芸術専攻，
造形芸術専攻，音楽芸術専攻，舞台芸術専攻の５専攻を，芸術専攻に総合化することで，現代にふ
さわしい創造と理論の場を構築しようというわけです。
また，芸術専攻は，社会人の入学枠を設け，昼夜開講制を取り入れています。博士前期または修
士課程を修了し，教育・研究機関や企業で働いている人たちに，より高度な芸術研究の場を提供す
るのも，本専攻の大きな目的です。各専門領域の創造・研究の深化，そしてフィールドを越えた新
たな芸術の開発。それが芸術専攻の期待するところです。
博士後期課程では，３年間で 10 単位以上を修得し，博士論文を提出の上，最終審査及び試験に
合格した場合，博士（芸術学）の学位が授与されます。

Ａ　理論・歴史研究領域

芸 術 学 特 殊 研 究（２）
映 像 理 論 特 殊 研 究（２）
写 真 史 特 殊 研 究（２）
映 画 史 特 殊 研 究（２）
写 真 技 術 特 殊 研 究（２）
映 像 技 術 特 殊 研 究（２）
造 形 理 論 特 殊 研 究（２）
美 術 史 特 殊 研 究（２）
デザイン史特殊研究（２）
文 芸 理 論 特 殊 研 究（２）
文 芸 史 特 殊 研 究（２）
舞台芸術理論特殊研究（２）
演 劇 史 特 殊 研 究（２）
メディア・コミュニケーション特殊研究（２）
音 楽 理 論 特 殊 研 究（２）
音 楽 史 特 殊 研 究（２）
芸 術 教 育 特 殊 研 究（２）

Ｂ　表現研究領域

映 像 表 現 特 別 研 究（２）
造 形 表 現 特 別 研 究（２）
文 芸 表 現 特 別 研 究（２）
舞 台 表 現 特 別 研 究（２）
音 楽 表 現 特 別 研 究（２）

Ｃ　特定研究領域

芸 術 研 究 特 別 演 習（４）

学 位 論 文
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芸術学部芸術研究所は，芸術に関する研究と制作を行うことを目的に，昭和 44 年４月に設置され，
芸術の科学的研究機関として多彩なプロジェクトに取り組み，広く社会に研究成果を発信しています。
芸術学部芸術研究所では，研究者の活発な知的創造活動の環境を整備し，研究活動と教育活動が一

体となって推進できるよう支援しています。本学部の研究活動には，研究者が各々のテーマに従って
実施する個人研究はもとより，学科を超えた研究・教育・創作活動の成果を学内外に広く発信するこ
とを目的としたNAP（日藝アートプロジェクト事業），優れた研究成果が見込まれる研究又は各学科
の特徴を格段に反映させる研究を推進するための学部長指定研究などがあり，芸術総合学部の特性を
活かした研究を進めています。また，これまでも，学部内の様々な取り組みが文部科学省や文化庁の
各種事業に採択されており，例えば文化庁の“次代の文化を創造する新進芸術家育成事業”による「大
学連携による映画人育成のための上映会 S.T.E.P.」や「演劇系大学連携による演劇人育成」といった
事業を他大学との連携により実施するなど，芸術分野にあって先進的な研究や創作に取り組んでいる
ほか，独創的・先駆的な研究を発展させることを目的として国が実施する科学研究費助成事業に採択
された研究も多数実施しています。
これらの研究成果については，国際シンポジウム・公開講座・公演の開催や江古田キャンパスの正

面に位置するアートギャラリー並びに西棟３階の芸術資料館での研究資料の展示，また，研究成果の
実演及び発表などを通じて，地域社会に還元するとともに，企業等からの委託研究等の実施や，研究
成果の特許・意匠等への権利化による社会での活用を図るなど，産官学連携にも注力しています。
更に，芸術各領域の研究を目的とした国内外からの研究員の受入れや，研究者の研究成果を取りま

とめた芸術研究所紀要等の定期刊行物の編集・発行も行っています。

芸術資料館は，芸術学部の創設以来，収集してきた資料の保管，展示，調査・研究を行う付属機関
です。教職員や学生の研究・教育に活用される他，年間を通じて企画展を開催するなど，広く一般に
も開放しています。また学芸員課程の博物館実習施設としても利用されており，学芸員養成にも大き
な役割を果たしています。

芸術学部芸術研究所

芸術資料館
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学生生活

ⅠⅠ  事務局及び事務取扱いについて

各種の事務の手続きについては，以下に各事務課の主たる業務内容が記載されていますので，これ
らをよく読んで手続きを行ってください。

１　事務取扱い内容について
教務課（西棟1階）̶ ̶̶̶ 授業・試験・学籍及び海外留学，各種証明書の交付などに関する事項
会計課（西棟1階）̶ ̶̶̶ 学費等納入手続に関する事項
学生課（西棟1階）̶ ̶̶̶ 奨学金，課外活動，遺失物，施設使用など学生生活に関する事項
図書館事務課（西棟4階）̶ 図書の閲覧，貸出，資料検索などに関する事項
就職指導課（西棟1階）̶ ̶ 就職支援に関する事項
研究事務課（西棟6階）̶ ̶ 研究助成に関する事項

２　事務取扱い時間について
月～金　　９：00～17：00
　土　　　９：00～12：00
なお，長期休暇中あるいは休講などで，事務取扱い時間を変更する場合があります。

３　正門の開閉時間について
開　門　　８：00
閉　門　　21：00

４　情報伝達について
学生に対する連絡事項は，メールやポータルシステム，ホームページ及び学内掲示等，様々な方
法で連絡致しますので，日々大学からの発信情報を確認する習慣をつけてください。
《各課の主な伝達事項は次のとおりです》
　庶務課＝事務取扱いなどに関する事項
　教務課＝ 授業日程・時間割変更・教室変更・休講・補講・試験・学籍（休学・退学・復学・再入学・

転科）・教職・学芸員・司書教諭・司書・海外留学・大学院などに関する事項
　会計課＝学費等納入手続に関する事項
　学生課＝奨学金・課外活動・施設利用・保健・学生行事などに関する事項
　図書館事務課＝図書・図書館などに関する事項
　就職指導課＝就職に関する事項
　研究事務課＝研究に関する事項

学
生
生
活

学
生
生
活
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５　学費等の納入について
●　振込による納入
学部指定の振込依頼書を学費支払者宛て学期ごとに郵送しますので，最寄りの金融機関からお
振込ください。
 　なお，海外の金融機関からのお振込は，入金の確認ができないなどトラブルの原因となりますので， 
ご遠慮願います。
　また，学費支弁者情報（氏名・住所等）に変更が生じた場合は，速やかにLiveCampusから変
更手続を行ってください。（P.84 諸手続・証明書手数料一覧備考参照）

納入期限振込依頼送付時期区　分
前学期 4 月末日4 月初旬

9 月末日9 月初旬後学期

●　分割による納入（分納）
やむを得ない事情により，期限までに学費を納入できない場合は，所定の用紙「分納許可願」

による願い出により学期ごとの学費を２回に分納することができます。窓口で直接手続きをする
方は，あらかじめ保証人（日本国内在住の方）の承諾を得たうえで，送付された振込依頼書と印
鑑を会計課に持参し，手続きを行ってください。郵送で手続きをする方は，分納許可願と送付さ
れた振込依頼書を会計課（〒176-8525 東京都練馬区旭丘2-42-1）宛てお送りください。
分納の願い出期限及び納入期限は，次のとおりです。

第１回納入期限 第２回納入期限分納の願い出期限区　分
前学期 5 月末日 7 月末日

1 月末日
4 月末日

11月末日9 月末日後学期

　※ 　故なくして学費の納付を怠った者は，学則第30条により除籍となります。
　　　納入期限までに納入できない場合は，必ず会計課までご連絡ください。

●　休学者の学費について
学則第40条及び学費の取扱いに関する要項に基づき，休学者の学費については次のとおり取扱
います。

休学願の提出期限 学費の免除 休学在籍料
（学期ごとに6万円を徴収）

1年間休学の場合
5月31日 年間学費 12万円

6月1日～ 11月30日 後学期分学費 6万円

半期休学の場合
前学期休学 5月31日 前学期分学費 6万円

後学期休学 11月30日 後学期分学費 6万円

①　学費納入後に休学が許可された場合，休学在籍料と当該学期分の学費との差額を返還いたします。
②　 休学を許可された者が休学期間中に退学等により学籍を失った場合，徴収した休学在籍料は
返還いたしません。

 なお，入学年度は休学することができません。ただし，入学年度の後学期については，修学困難
な事由の場合は認めることがあります。
※　休学の詳細については，教務課へお問い合わせください。
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６　諸手続・証明書手数料について
証明書を必要とする場合は，証明書発行機により交付します。なお，一部証明書等については，
証明書発行機により申込を行い，窓口で交付するものもありますので注意してください。（下図参照）
納付された料金は返金いたしませんので，申込みの際には必要な通数を確認し，誤りのないよう
に操作してください。
また，各種証明書の発行にあたっては，個人情報保護のため本人確認を行っています。申込み時に 

は必ず学生証を用意してください。

※ 1　「○」･･･ 証明書発行機での発行　　「△」･･･ 証明書発行機での申込後，各課窓口へ　　「□」･･･ 各課窓口へ
※ 2　卒業決定後，指定期間内に予約発行申込みができます。
※ 3　「保証人（父母氏名）変更届」とは LiveCampus の学籍情報の更新において，日本人については父母の氏名，外国人留学生

については父母の氏名または留学生保証人連絡先欄の変更をした際に必要な書類です。
※ 4　学生証の紛失時以外は，常に学生証を携帯し手続きをしてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　諸手続・証明書手数料一覧 （令和 4年４月現在）
項　　目 提出日 手続方法 ※1 発行日 手数料 備考 ※ 4

●教務課
在学証明書 必要な時 ○ 即時 100
成績証明書 〃 〃 〃 200
卒業見込証明書 〃 〃 〃 100
英文証明書（１通目） 〃 〃 〃 600 同時に数通を申込む場合，１通目は600円，２通目以降

は200円です。申込ごとに最初の１通目は600円です。英文証明書（２通目以降） 〃 〃 〃 200
教育職員免許状取得見込証明書 〃 〃 〃 100
卒業証明書 〃 ※ 2 2 ～ 3 日後 200 （卒業後）
退学証明書 〃 △ 〃 100 （退学後）
学力に関する証明書 〃 〃 〃 100
学芸員資格取得見込証明書 〃 〃 〃 100
学芸員課程単位修得証明書 〃 〃 〃 200
学芸員資格取得証明書 〃 〃 〃 200 （卒業後）
司書教諭課程単位修得証明書 〃 〃 〃 200
司書課程単位修得証明書 〃 〃 〃 200
司書資格取得見込証明書 〃 〃 〃 100
司書資格取得証明書 〃 〃 〃 200 （卒業後）
追・再試験料（卒見者のみ） 〃 〃 1,000 （1 科目につき）
教職介護等体験費 〃 〃 10,450
教育実習費 〃 〃 5,000
教育実習費 〃 〃 15,000   実習先・実習期間により異なる
教育実習費 〃 〃 25,000
博物館実習費 〃 〃 30,000
教育職員免許状一括申請手数料 〃 〃 3,600 （1件につき）
履修証明書 〃 〃 2～ 3日後 100
学生証再交付願 〃 〃 1週間後 1,000
仮身分証明書願 試験受験時 〃 即時 300 当日限り有効（当日要返却）
本人・父母・学費支弁者住所変更 速やかに LiveCampus で各自入力・変更
保証人（父母氏名）変更届 ※ 3 〃 □
転籍届 〃 〃
改姓名届 〃 〃
退学願 〃 〃 学生証返還
休学願 必要なときに 〃 健康上の理由の場合は診断書等添付
復学願 指定の日まで 〃
再入学願 〃
●学生課
健康診断証明書 必要な時 ○ 即時 100 定期健康診断受診者のみ
学生旅客運賃割引証（学割証） 〃 〃 〃
在留期間更新等申込書 〃 △ 2～ 3日後 100 （外国人留学生のみ）
通学証明書 〃 □ 〃
奨学金関係申込書 指定の日まで 〃 （所定の必要書類）
海外渡航届 速やかに 〃
紛失物届　拾得物届 〃 〃
厚生施設関係申込書 使用日の前月1日より受付 〃 使用日の10日前までに手続きを完了する
●就職指導課
人物考査書 必要な時 △ 約 1週間後 100 事前にNU就職ナビに登録しておくこと
推薦書 4年時 6月～ □ 〃 〃

P.87 の該当書類を作成し教務課窓口へ
戸籍個人事項証明書添付のこと

LiveCampus にて変更の上，P.87 の
保証人（父母氏名）変更届を作成し教務課窓口へ
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ⅡⅡ 教務課関係

１ 学生証について
　①　学生証
　　⑴　学生の身分を証明する重要なものなので，大切に取り扱ってください。他人への貸与又は譲

渡は禁止します。
　　⑵　有効期限内の「学籍シール」が裏面に貼付されていない場合は無効です。
　　⑶　学生証の磁気エンコードには，学部の学生番号と日本大学の学生としての ID番号が入って

います。
　　⑷　本学部学生の身分を証明するものとして，学内では各課窓口での諸手続，試験，学割証・通学

証明書の申請，図書館利用の手続など，また学外では，通学定期乗車券，学生割引乗車券購入
及び乗車中の場合など，必要に応じて呈示しなければならないので，常に携帯してください。

　　⑸　卒業・退学等によって学籍を失ったときは，直ちに教務課へ返還してください。
　　⑹　紛失した場合は，悪用されるおそれがあるので，紛失場所の所轄警察署又は交番へ「遺失物」

として届け出る必要があります。一定期間経過しても発見されない場合は，教務課で再交付の
手続を行ってください。（再交付は１週間後になります）

　　⑺　破損，汚損した場合は，速やかに現物を持参の上，教務課へ申し出て指示を受けてください。
　②　学籍シール
　　⑴　学生証は在学期間を通して使用しますが，「学籍シール」の有効期限は１年間です。
　　⑵　「学籍シール」は毎年４月に交付します。学生証は，毎年「学籍シール」を貼り替えることに

より効力を発します。交付を受けたら直ちに学生証の裏面に貼付してください。
　　⑶　現住所を変更した場合は「学籍シール」の交換が必要になります。直ちに LiveCampus に登

録の住所を変更の上，学生課へ申し出て新たに「学籍シール」の交付を受けてください。
　③　学生番号の表記方法

　　＜番号構成＞　□ □ □ □ □ □ ̶ □
↑ ↑ ↑ ↑

入学年度 学科 コース 個　人　番　号 ＣＤ（チェック・デジット）

　　⑴　入学年度番号は西暦の下１桁です。（2022 年度＝２）
　　⑵　学科番号は写真＝１，映画＝２，美術＝３，音楽＝４，文芸＝５，演劇＝６，放送＝７，
　デザイン＝８となります。

　　⑶　コース番号は学科ごとにＡから付記します。（コース制のない学科はすべてＡ）

写真学科 映画学科 美術学科 音楽学科 文芸学科 演劇学科 放送学科 デザイン学科
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Ａ Ａ－映像表現・理論 Ａ－絵画 Ａ－作曲・理論 Ａ Ａ－舞台構想 Ａ Ａ

Ｂ－監督 Ｂ－彫刻 Ｂ－音楽教育 Ｂ－演技

Ｃ－撮影・録音 Ｃ－声楽 Ｃ－舞台美術

Ｄ－演技 Ｄ－ピアノ Ｄ－舞踊

Ｅ－弦管打楽

Ｆ－情報音楽
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　　⑷　個人番号は学科ごとに 001 から３桁の数字で表します。
　　⑸　CD番号（機械処理のための数字）は０から９までの１桁の数字で表します。

２　日本大学特待生制度について
大学では前年度32単位以上履修登録し，１科目も不合格のない者から，学業成績優秀，品行方
正な学生を学部で選考し，日本大学特待生としています。特待生には，次の奨学金を給付していま
す。選考された学生には，６月頃郵送及び掲示にて通知します。（２年生以上対象）
①　甲種（授業料１年分相当額の半額及び図書費 12 万円）　②　乙種（授業料１年分相当額の半額）

３　賞罰について
　学生の賞罰は「日本大学学則」に基づき行われます。（後掲の学則第 75 条，第 76 条，第 77 条参照）
なお，卒業時などに次のような賞を授与する場合があります。
　　学長賞　　優等賞　　優秀賞　　奨励賞　　学部長賞（学業部門）　　芸術学部奨励賞
　　金丸重嶺賞　渡辺俊平記念賞　呉正恭賞　川野希典賞　筈見有弘賞　大竹徹賞　八木信忠賞
　　湯川制賞（大学院）　澤本德美賞（大学院）

４　各種願（届）書提出方法について
　　願書・届書はすべてＡ４版の用紙を使用して横書きとし，父母又は保証人連署で学部長あてとします。
　① 　「休学願」病気など止むを得ない事由によって，3か月以上修学のできない場合は，その事由を
証明する書類（健康上の理由の場合は医師の診断書）を添付し，休学願（所定用紙あり）を教務
課へ提出して許可を得てください。なお，入学年度は休学することができません。ただし，入学
年度の後学期については，就学困難な事由がある場合は所定の手続きをとった上で認めることが
あります。休学については，学部内規があるので，詳しくは教務課へ問い合わせをしてください。

　② 　「退学願」事情により退学しなければならない場合は，退学願（所定用紙あり）を教務課へ提
出して許可を得てください。なお，退学願と同時に学生証を返還してください。

　③ 　「復学願」休学者が復学を希望する場合には，指示された日までに復学願（所定用紙あり）を
教務課へ提出して許可を得てください。

　④ 　「再入学願」退学者が再び入学を希望する場合は，再入学願（所定用紙あり）を教務課へ提出
してください。

　⑤ 　「その他の届」いずれの届出も教務課へ提出してください。
　・保証人，父母氏名の変更
　　　「保証人（父母氏名）変更届」（P.87 参照）を提出
　・本籍地の変更
　　　戸籍個人事項証明書を添付し「転籍届」（P.87 参照）を提出
　・改姓名
　　　戸籍個人事項証明書を添付し「改姓名届」（P.87 参照）を提出
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◎　病気による欠席届・休学願には医師の診断書を添付してください。
◎　転籍・改姓名届は，必ず「戸籍個人事項証明書」を添付してください。

̶願書・届書様式参考例̶
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５　海外交流について
本学部及び日本大学本部では以下の海外留学プログラムを提供しています。なお，各プログラム
及び海外旅行等により日本国外に渡航する場合は「海外渡航届」を学生課に提出してください。

　①　ワシントン州立大学サマースクール
ワシントン州立大学サマースクールは，芸術学部が主催する芸術学部の学生向けの語学研修・体
育実技単位認定プログラムです。研修参加者には， 研修及びその他の課題等により，所定の科目の
単位が付与されます。

　②　マインツ美術大学交換留学プログラム
芸術学部の学生を対象とする制作をメインとした，語学力のレベルアップも含めた6か月から
1年間の交換留学プログラムです。
留学期間は修業年数に算入され，相手先大学での授業料が免除されます。留学期間中の学費の
取扱いについては，学則第40条及び学費の取扱いに関する要項に基づき免除となりますが，該当
する学期ごとに留学在籍料として6万円を徴収します。
留学先大学で修得した科目は，その内容及び時間数等に基づき，本学部に同様の科目がある場
合には，申請に基づき認定することができます。認定が認められた単位の認定年度は，留学期間
が1学期の場合は出発年度，1年の場合は帰国年度となります。ただし，認定する単位数は，相互
履修科目の履修により修得した単位及びその他の認定単位を含め60単位が上限となり，認定年度
の年間登録単位数にも含まれます。

　③　日本大学短期海外研修
日本大学短期海外研修は，日本大学本部国際交流課が主催する日本大学の全学生を対象とした
研修で夏休みまたは春休みに行なう約1か月間の海外留学プログラムです。研修修了後，研修参
加者からの申請により，単位を認定することができます。

海外留学制度 単位認定 留学期間 問合せ等

①ワシントン州立大学サマースクール 可 約3週間 ・教務課

②マインツ美術大学交換留学 可 約6か月～ 1年

③日本大学短期海外研修 可 約1か月 ・日本大学本部海外留学・国
際交流のHP参照

・単位認定及び認定留学につ
いては，教務課

④日本大学交換留学・派遣留学 可 約1年

⑤ＳＡＦ認定留学プログラム 可 約3か月～ 1年

プログラム（令和元年度実績）

時期 研修先 プログラム名 研修目的 認定科目

夏 ケンブリッジ大学
ペンブルック・カレッジ
（イギリス）

ＰＧコース グローバル社会に情報を発信するための英語
スキルを身に付ける。

海外語学研修
Ⅰ～Ⅳ

ＳＬコース 英語を通じて専門分野の知識習得を目指す。

エリザベスタウン・カレッジ
（アメリカ）

サマースクール 英語の聞く・話す・読む・書くの4技能向上
を目指す。

春 ボンド大学
（オーストラリア）

スプリング
スクール
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　④　日本大学交換留学・派遣留学
日本大学交換留学・派遣留学は，日本大学本部国際交流課が主催する日本大学の学部生及び大
学院生全員を対象とし日本大学の海外学術交流提携校に約1年間（日本大学における2学期間）
交換留学生として留学する制度です。派遣先大学ごとに語学力の基準等の要件がありますので，
詳細は募集要項を確認してください。

　⑤　認定留学プログラム
日本大学は，スタディー・アブロード・ファウンデーション（SAF）と提携し，同団体の持つネッ
トワークを活用した中長期での欧米圏の大学への認定留学制度を設けています。
SAFが主催する4か月以上のプログラムに参加する場合は，「認定留学制度」を利用すること
で留学期間を修業年数に算入することができます。ただし，留学期間が教職課程の介護等体験及
び教育実習の期間または学芸員課程の博物館等での実習の期間と重複していないことが求められ
ます。「認定留学」が認められた場合，留学先大学等で取得した単位の認定及び留学期間中の学
費は，マインツ美術大学交換留学と同様に扱われます。なお，本プログラムによる留学費用は全
て自費になります。

　⑥　その他
日本大学本部ではTOEFLスコアアップ対策講座などを実施しているほか，「日本語・日本研究
講座」で学ぶ交換留学生や国費留学生の日本語学習等の支援を行なうボランティアを募集してい
ます。詳細は日本大学本部の留学・国際交流のHPを確認してください。

派遣先大学

区　　　分 派遣先大学（参考） 出　発

韓国交換留学 慶煕大学校，高麗大学校，延世大学校

翌年8･9月

英語圏交換留学
※講義等は英語

【アジア】（中国）香港教育大学
【北米】（アメリカ）ワシントン州立大学，エリザベスタウン・
カレッジ，ウェスタンミシガン大学，アラバマ大学バーミン
グハム，ハワイ大学マノア校，ケント州立大学，ウェスト・
アラバマ大学，（カナダ）トロント大学
【欧州】（アイスランド）ビフロスト大学，（アイルランド）メ
イヌース大学，（オーストリア）クレムス応用科学大学，（ス
イス）北西スイス応用科学・芸術大学，（スウェーデン）ストッ
クホルム大学，（デンマーク）オーフス大学，（フィンランド）
ＬＵＴ大学　他

英語圏派遣留学
※派遣先大学授業料自己負担 （アメリカ）ウェスタンミシガン大学

中国語圏交換留学 （中国）北京大学，山東大学，鄭州大学
（台湾）国立台湾大学，国立中興大学，国立政治大学

翌年8･9月

ドイツ交換留学 ヨハネス・グーテンベルク大学，ベルリン自由大学 翌年10月

フランス交換留学 アヴィニヨン大学 翌年9月
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ⅢⅢ  学生課関係

1　通学定期乗車券の購入

通学定期乗車券（通学定期）は「自宅最寄り駅」から「学校最寄り駅」の相互間に限り購入できます。（大
学の最寄り駅は，江古田・新江古田・小竹向原）その経路は（1）最も経済的な経路（2）最も距離が
短い経路（3）最も時間が短い経路のいずれかとなります。また，たとえ金額が同じでも，最寄り駅
以外の購入はできません。
通学定期を購入するためには，予め印字された学生証裏面の通学証明が必要です。内容に間違いが

なければ，この通学証明により，駅の窓口にて購入できます。印字内容に誤りや空白がある場合は，
学生課窓口で，別途定められた手続きにより発行します。なお，転居した場合は，LiveCampusで現
住所を各自変更した後に，学生課窓口で学生証裏面の現住所及び経路変更の手続きをしてください。

　通学定期は，授業を受ける目的に通学するためのものです。アルバイトや課外活動（サークル活動）
等，卒業に必要な単位修得以外の目的の場合は，乗車券，回数乗車券，通勤定期を購入してください。
　また，適正ではない区間の通学定期を購入及び使用した際は，運送約款に基づき，旅客運賃・増運
賃を請求されるとともに，当該学生は通学定期の発行停止を受けることとなります。

通学定期が無効となる場合
（1）事実を偽って購入したとき
（2）学籍を消失したとき，学籍が休学のとき
（3）学生証を携帯していないとき

2　学割証（学生生徒旅客運賃割引証）

学割証は，授業・帰省・就職活動等でJR線を利用して片道101キロ以上利用する場合，運賃が2割
引になる割引証です。発行方法は，証明書発行機（西棟1階）で，1日4枚まで発行（年間10枚を上
限として発行）できます。
不正使用は絶対にしないでください。他人名義の学割証使用，無効の学割証使用，その他運行規則

に違反したときは普通運賃の数倍に相当する料金を徴収されます。
なお，年間の上限10枚を超える発行を希望する場合は，学生課に相談してください。

3　課外活動

大学生活を彩るのがクラブ・サークル活動です。グループ活動による実践的な経験を通じて，社会
生活に必要な自立性，協調性，指導力や創造力を磨くとともに，学科・学年を超えた人間関係や一生
の友情を築く貴重な場です。
芸術学部が公認している部会の他に，同好の学生たちがサークルをつくり数多くの団体が積極的に

活動しています。

団体（サークル）結成

サークル等の学生団体を結成するときは，「学生団体結成届」と「名簿」を学生課へ届け出てく
ださい。
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教室等の貸し出し

教室等を借りる場合は，「施設使用届」と「名簿」に必要事項を記入し，公認団体は使用日の2週
間前から，未公認団体は使用日の1週間前から，使用日前日までに学生課に申請してください。
使用可能時間は，平日は18：00 ～ 20：45　学部の休業日の場合は，9：00 ～ 16：45　とします。

学内外行事届

学生団体及び個人が学内外において合宿，試合，発表会等の行事を行うときは，あらかじめ「行
事届」と「名簿」を行事の1週間前までに学生課へ届け出てください。

休日入校

休業日に学内に入校する場合は，休日入校届を提出しなければ入校できません。なお，入学試験
及び一斉休暇などで入校禁止日があるので注意してください。

掲示物

掲示（ポスターを含む），刊行物の配布については，事前に届け出て，学生課の指示に従ってく
ださい。無断で掲示した場合は取り外します。

4　拾得物・遺失物について

学内での拾得物は，学生課に届けてください。届けられた拾得物は，学生課で一定期間保管します
ので，忘れ物・落し物をした場合は，学生課窓口で確認してください。

5　保健関係

定期健康診断

学校保健安全法に基づき，必ず受診してください。この診断結果は，就職や進学，実習，奨学金
応募等の際に必要となります。

健康診断証明書の発行

本学部が行う上記の定期健康診断を受診した人には，健康診断証明書を発行します。証明書発行機 
（西棟1階）にて，即日発行されます。手数料は1通につき100円かかります。なお，既応症の確認 
をはじめ再検査・治療が必要と判断された場合，病院に受診し，保健室に報告があるまでは発行 
できません。

保健室

軽微なケガなどの応急処置や保健指導を行っています。なお，医薬品医療機器等法（薬機法）に
基づき，医薬品（内服薬など，市販薬を含む）は取り扱っていません。薬を必要とする症状がある場
合は，かかりつけ医や薬局で相談し自分にあった薬を携帯するようにしてください。また，校医が来
室し健康相談にも応じています。校医の来室日については，ポータルサイトで確認してください。

場　　所　　西棟1階（TEL 03－5995－8281）　
開室時間　　平日9時～ 17時　土曜日（隔週）9時～ 12時
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学校における感染症

学校感染症にり患した学生は，学内での感染拡大を防ぐために以下のとおり対応してください。
詳細はポータルサイトをご確認ください。
①り患したことを保健室及び所属学科事務室に連絡してください。
②医師から登校の許可が出るまで自宅療養してください。
③ 治癒後，「学校感染症治癒証明書」（ポータルサイトよりダウンロードできます）を医療機関で
記入してもらい，保健室に提出してください。

※インフルエンザと診断された場合
　インフルエンザり患を証明する書類（下記１～３）のいずれかを保健室に提出して下さい。
１．診断書，または治癒証明書
２．医療機関発行のインフルエンザり患証明書
３．「インフルエンザり患申出書」（ポータルサイトよりダウンロードできます）にインフルエン
　　ザり患を証明できる原本書類（氏名，受診・処方日が記載された診療報酬領収書および内服
　　薬説明書）を添付してください

6　学生支援室

みなさん一人ひとりが充実した学生生活を送ることができるよう，さまざまな悩みのご相談に応じ
ています。学業・就職・人間関係・心の健康・経済問題など，不安を感じることがあれば，お気軽に
ご相談ください。
また，修学にあたって，困難を感じている障がいのある学生のご相談にも応じています。本人の意

向を確認し，所属学科や各課と連携をはかりながら，学生生活を送るうえでの悩みを取り除くための
支援に取り組んでいます。
相談内容に関しての個人のプライバシーは厳守されますので，安心してご相談ください。

場　　　所　　西棟3階（TEL 03－5995－8299）
カウンセラー　月・火･水・木・金曜日　10：30 ～ 15：30

7　医療費助成・補償制度について

学生の傷害及び死亡事故等に関する給付金

下記の事故等が発生した場合における，在籍する学生に対する給付金制度です。事故が起きたら，
直ちに，学生課及び担当教職員に報告し，学生課で速やかに手続きしてください。
ただし，事故発生原因が故意または重大な過失による場合，法令あるいは本大学の学則・諸規程
などに違反した行為の場合は，給付を受けることができません。
①正課教育中の事故
②大学が主催する行事中の事故
③学科・ゼミナール等が事前に届出をして行った課外教育中の事故
④公認団体が事前に届出をして行った課外活動中の事故
⑤そのほか，前各号に準ずる事故
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芸術学部で加入している補償制度

本学部では学部生・大学院生を対象に授業・実験実習・登下校中・課外活動等で不慮の事故に対
応するため，学部でお見舞金制度に加入しています。
事故にあわれた場合は，ただちに事故の日時・場所・状況を学生課に申し出てください。

日本大学校友会準会員診療費助成制度

日本大学校友会制度で，準会員が日本大学の指定病院（日本大学病院，医学部付属板橋病院，歯
学部付属歯科病院等全12病院）で受診した場合，診療費の自己負担分（健康保険を適用した保険診
療負担金30％）を年額10万円を限度とし，助成します。ただし，高額療養費については，学生課に
問い合わせてください。

日本大学学生生徒等総合保障制度（任意）

日本大学事業部と大手火災保険会社が連携して，本学学生のために独自に開発した割安な保険制度で
す。学生自身が不慮の事故によって災害を被ったり，他人に損害を及ぼす事故を招いた時，また，ひとり
暮らしの学生が自身の失火によって自室を焼失した時などの補償，あるいは学費支弁者が万一の災害で死
亡された時の学業費用の給付等，安心して学生生活を過ごせるよう補償内容は広範囲にわたっています。

8　食堂・購買部

営業時間は授業期間のものです。（時期により変更することがあります。）

学生食堂 購買部

営業時間　月～金　11：00 ～ 13：30 営業時間　月～金　10：00 ～ 13：30

9　厚生施設

学生のための本学の厚生施設は，ゼミナール・クラブ活動などで利用できるよう次の施設があります。
厚生施設を使用する場合は，使用日の１ヶ月前の月初めから土日を除いた10日前までに学生課へ申込

みしてください。なお，夏期期間中の利用については，別に定めますので，掲示板等に注意してください。
施設の詳細は，「日本大学　厚生施設案内」パンフレットが学生課窓口にありますので，ご覧ください。

本学本部施設（軽井沢研修所）

北陸新幹線で東京からおよそ65分，浅間山を北西に望む，豊かな自然で避暑地として親しまれる
軽井沢の一角に位置しています。10の講義室，多目的コート，テニス専用コート，グラウンドのほか，
1日の疲れを癒してくれるジェットバスを備えた浴室等，充実した施設・設備があり，ゼミ合宿・サー
クル合宿等ができます。
住所：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1052-1　TEL：（0267）42－2401

芸術学部施設（館山セミナーハウス）

南房総の一角に位置しています。4つの学生寮とミーティング棟，食堂棟等の施設があり，充実
した教育環境の中でゼミやサークル合宿ができます。
住所：千葉県館山市加賀名97　TEL：（0470）29－1131

他学部施設

八海山セミナーハウス（理工学部）
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10　海外渡航

団体または個人で外国に旅行する場合は，渡航先で災害・事件・事故等があった場合の学生の安否
確認等を行う目的で，学生課備付け（ホームページからダウンロード可）の海外渡航届（本人・保証
人連署）を学生課に必ず提出してください。また，海外渡航にあたっては，以下の事項も確認してく
ださい。

 （1）渡航前には必ず外務省の海外安全ホームページ掲載の危険情報などを確認し，世界及び地域
の情勢についての情報を収集してください。本学における海外渡航取り扱いは，外務省掲載の危
険情報レベルに基づき以下のとおりとします。

外務省海外安全ホームページ　http://www.anzen.mofa.go.jp/

危険情報なし ・・・渡航可能

レベル1　（十分注意してください） ・・・渡航自粛

レベル2　（不要不急の渡航は止めてください） ・・・渡航中止または延期

レベル3　（渡航は止めてください） ・・・渡航禁止

レベル4　（退避してください。渡航は止めてください） ・・・渡航禁止

 （2）危険情報の有無にかかわらず，外務省からの最新の海外安全情報や緊急事態発生時の連絡 
メール，緊急連絡などを受け取れるように，「たびレジ」または「在留届」に登録してください。

外務省海外旅行登録「たびレジ」　https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

11　奨学金制度

日本大学で取り扱う奨学金は大きく3つに分かれています。
（1）大学独自の奨学金（給付）
（2）高等教育の修学支援新制度／日本学生支援機構奨学金
（3）民間団体・地方公共団体の奨学金（給付・貸与）
募集は，ポータルサイトやガイダンスサイト等でお知らせします。高等教育の修学支援新制度に採

用となった場合，各奨学金制度との併給ができない可能性があります。奨学金の内容について詳しく
知りたい場合は，学生課へ相談してください。

（1）日本大学（芸術学部）独自の奨学金（給付）

経済的困窮により修学が困難と思われる学生や成績・スポーツ・芸術活動など各分野で優れた
成績を修めた学生に奨学金を給付しています。
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□経済的支援を目的とした奨学金

奨学金の名称 内容 給付額 採用予定人数

【公募制】
日本大学

創立 130 周年記念奨学金
第 2種

成績・人格ともに優良な資質
を持っているにもかかわらず，
経済的理由により学費等の支
弁が困難である在学生に給付
する奨学金

30 万円 500 名
（日本大学全体）

【公募制】
日本大学芸術学部奨学金

第 1種

修学の意志があり，かつ優良
な資質を持ちながらも経済的
な事情で学業に専念できない
在学生（外国人留学生を除く）
に給付する奨学金

30 万円を限度 30 名程度

【公募制】
日本大学芸術学部奨学金

第 3種

学費支弁者が災害に罹災し，
甚大な被害を受けた，もしく
は不慮の理由で家計が急変し
学費等の支弁が困難である在
学生（外国人留学生を除く）
に給付する奨学金

授業料を限度 若干名

□学業・芸術活動など各分野で優れた成績を修めた学生を奨励する奨学金
　学業・芸術活動などの各分野で活躍した学生を奨励するもので，家計状況は関係ありません。

奨学金の名称 内容 給付額 採用予定人数

【推薦制】
日本大学特待生

学部の学業成績・人物ともに
優秀な 2 年次生以上の学生を
対象にした制度

【甲種】
授業料半額
＋

図書費
（12 万円）
【乙種】
授業料半額

（甲種）
5名

（乙種）
26 名

【推薦制】
日本大学芸術学部奨学金

【第 2種】

芸術・文化に関わる創作活動
において，専攻分野に関連し
た国際的又は全国的規模のコ
ンクール・発表等で高い評価
を受けるなど，優秀な成績を
あげたと認められる在学生に
給付する奨学金

50 万円
又は
30 万円

若干名

【公募制】
日本大学芸術学部奨学金

【第 4種】

本部又は学部が設ける留学制
度，海外研修制度などにより海
外渡航する在学生（外国人留
学生を除く）に給付する奨学金

東アジア地域
10 万円

東アジア以外の地域
20 万円

若干名
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（2）高等教育の修学支援制度/日本学生支援機構奨学金（貸与）

　高等教育の修学支援制度
経済的な理由で学び続けることをあきらめないよう，2020年4月から授業料等の減免（授業料と

入学金の減免）と給付型奨学金（原則返還が不要な奨学金）により，意欲のある学生のみなさんの「学
び」を支える制度です。大学等に在学中の学生も，条件を満たせば支援を受けられます。詳しくは，
ホームページをご確認ください。
高等教育の修学支援制度ホームページ
http://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm

　日本学生支援機構奨学金（貸与）
勉学に励む意欲があり，またそれにふさわしい能力を持った学生・生徒が経済的理由により修学
をあきらめることのないよう支援することを目的として国が実施する制度です。別に定める規定に
よって，特に，学業，人物ともに優秀であって，著しく学資の支弁が困難であると認定された者に
貸与されます。貸与期間は，本学部の標準修業年限とします。詳しくは，ホームページをご確認く
ださい。
日本学生支援機構奨学金ホームページ
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/index.html

□申込み方法
（1）在学採用（大学入学後の申込み）　

毎年4月に，奨学生の募集をします。予約採用を申し込まなかった方や予約採用で不採用になっ
た方も，再度申し込むことができます。

（2）家計が急変した学生の採用
予期できない事由により家計急変が生じ，経済的支援が必要になった場合に申し込みができます。
詳しくは，学生課にお問い合わせください。在学中，随時相談を受け付けます。

（3）民間団体・地方公共団体の奨学金（給付・貸与）

学外の機関・団体等による奨学金があります。募集の時期は4～ 5月が最も多く，募集があっ
たものについては随時掲示板・ホームページ等で告知します。ただし，地方公共団体奨学金は大
学に奨学生募集がないものもあるので，出身地の教育委員会等に問い合わせてください。

12　学生生活における注意事項

盗難防止

貴重品等，自分の所持品を教室などの施設内に放置したままにしないよう気をつけてください。

飲酒事故の防止

一気飲みによる急性アルコール中毒で，死に至ることも多々あります。ゼミナールやサークル活
動等で，懇親会を催す場合は，十分に注意してください。特に，未成年者の飲酒は法律で禁じられ
ています。未成年者が飲酒した場合や未成年者と知りつつ飲酒させた場合，学則による懲戒処分の
対象となることがあります。
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悪徳商法

若者を狙った，訪問販売，マルチ商法，キャッチセールス，迷惑メールによる不当請求等の悪徳
商法の被害に遭う学生が後を絶ちません。被害に遭わないために，「おかしい」と思ったらきっぱ
り断る，契約はその場で即決せずに家族や友人等に相談する，身に覚えのない請求は無視するとと
もに個人情報を不用意に教えないよう注意してください。
なお，契約を解除したい場合，訪問販売，連鎖販売取引等は，一定期間内であれば消費者から一
方的に契約の解除ができる「クーリング・オフ」制度があります。クーリング・オフの出来る期間は，
取引（契約）により異なり，契約解除できない場合もありますので，詳しくは，以下の消費生活総
合センターに問い合わせてください。

東京都消費生活総合センター
TEL　03－3235－1155　　https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp

特殊詐欺

アルバイト気分で，楽にお金を儲けようとして，知らず知らずのうちに，詐欺事件に手をかして
しまい，気がついたら詐欺グループの一員になってしまったということがあります。「電話するだけ」
「荷物を運ぶだけ」という話は危険です。このような行為に関わった場合は，学則による懲戒処分
の対象となることがありますので，大学生としての良識を持ち，慎重な行動をとってください。

カルト宗教による勧誘

学内において，正体を明かさずに言葉巧みに近づき勧誘するカルト的宗教団体があります。一度
氏名・電話番号・メールアドレス等を教えてしまうと，入信するまで執拗に勧誘してきますので十
分に気を付けてください。退会は自由などと説明されますが，マインドコントロールされ退会が困
難になります。
勧誘の手口として，◆アンケートを装い個人情報を聞き出す◆本学部生またはOBだと偽り安心
させて誘う◆音楽サークルのメンバー募集を装って誘う◆ゴスペルなど音楽コンサートへ誘う　な
どが挙げられます。被害に遭わないためにも，「おかしい」と思ったらきっぱり断る，友人や家族
に相談する，身に危険を感じたらすぐ逃げ，家族や大学，専門家に相談しましょう。万一，このよ
うな勧誘を受けたり，現場を見た場合には，速やかに学生課へ連絡してください。

インターネットを利用する際の注意事項

SNS（Twitter，Instagram等）や，個人のブログ等において，自分自身の不注意な書き込みによ
り社会的問題になるケースが多くあります。友人に向けて発信した情報でも，思いもよらず不特定
多数の人に閲覧され，個人情報を漏えいしていたり，他人を傷つけていたりすることがあり，最悪
の場合，法的な処罰や学内での処分，また就職活動においても影響が出る可能性があります。イン
ターネットの利用においては十分に注意してください。

その他の注意事項

①　学内において，授業・研究及び業務の妨害となるデモなどの行為は，禁止しています。
②　 自動車での通学は，交通事故，迷惑駐車の問題から禁止しています。なお，やむを得ぬ事情が
ある場合は，事前に学生課へ相談してください。

③　凶器，危険物に類する物品は，学内持込を禁止しています。
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④　 学内には，可燃物が多いので，火気（タバコの火など）の取り扱いには十分注意してください。
なお，学内で火気及び火気使用器具を無届けで使用することは厳禁としています。

⑤　学内は分煙となっていますので，指定された場所以外での喫煙を禁止しています。
⑥　学内で飲酒することは，学部・学科行事などで認められた場合以外は禁止しています。
⑦　学内で撮影する場合は，トラブルを防ぐため，事前に学生課へ届け出て指示を受けてください。
⑧　 学内の施設については，健全な課外活動のために貸し出していますが，不適切な目的使用につ
いては許可しません。

⑨　学内で物品を販売することは，学部行事や課外活動で認められた場合以外は禁止しています。
⑩　 学内の建物，授業用機材，机・椅子などの備品は汚損・破損しないように使用してください。もし，
汚損，破損した場合，あるいはそれらに気付いた場合は，直ちに学生課へ連絡してください。
また，学内の備品などは支障をきたすので移動しないでください。

⑪　学内に宿泊することはできません。
⑫　キャンパス内に犯罪抑止及び防止のために防犯カメラを設置しています。
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ⅣⅣ 就職（進路）

◎卒業後の進路について
卒業後の進路については，就職・自由業（芸術活動）・進学などさまざまな選択肢がありますが，
自分の希望だけで決定できないこともあるでしょう。自分の将来については１年次から自主的に考え
る他，先生やご家族などとも日頃から相談しておくことが必要です。

◎就職について
芸術学部では就職支援の一環として，３年次から就職指導講座や業界セミナーなどを開催し，就職

に関する各種情報の提供や就職指導を行っています。また，1・2年次にはキャリアガイダンスとして，
就職の意義や将来に繋がる大学生活の過ごし方，世の中にあるさまざまな業界の紹介などを行ってい
るので，将来を考える一助として積極的に参加してください。その他，就職指導課では，キャリアカ
ウンセラーによる就職に関する個別相談も随時行っております。

〔在学時に心掛けておくべきこと〕
１　 ４年間学業に励み，よい成績を修められるよう努力してください。３年次修了までに指定された
必修科目を含め，88単位以上修得していなければ卒業見込みの要件が満たされません。そうなる
と，４年次での就職活動の際に必要な卒業見込証明書が発行されないので，注意してください。

２　 公務員，企業問わず目指す職種によっては，大学で専門的に学んできたことや語学力などが求め
られることもあります。自分の目指す将来を考えた計画を立てた上で勉強を進めてください。

３　 就職活動では成績と同様に人物も重視されます。大学生活で何を学んできたか，何を得たかが特
に問われます。大学生活を漫然と過ごすのではなく，勉学の他にサークル・クラブ活動などさま
ざまな経験を積んで，充実した学生生活を過ごせるよう努めてください。

４　 就職活動では成績証明書や卒業見込証明書の他に，健康診断書の提出も要求されます。１年次か
ら健康管理に努め，毎年４月に大学で行われる定期健康診断を必ず受診してください。

５　 主として３年次に行われるインターンシップに参加して，企業などにおける日常の業務などに実
際に携わることは，自分の将来を考えていく上でよい経験になります。詳しくは，学部のホーム
ページや就職指導講座などを参照して調べてみて，参加を検討してみてください。

Webサイトの活用について

・「芸術学部進路・就職関係」ホームページ　　http://www.art.nihon-u.ac.jp/career
芸術学部ホームページの「進路・就職」のページには上記の就職指導講座のスケジュールや
就職状況など就職に関する各種情報を掲載しているので，ぜひ閲覧してみてください。
・「NU就職ナビ」就職情報サイト　　https://uc-student.jp/nihon-u/
いつでもどこからでもアクセス可能な日本大学の学生のための就職情報サイトです。求人情
報や企業情報，大学主催の就職指導行事情報，OB・OG情報など就職活動に必須の各種情報
の提供から，学生が必ず行わなければならない就職関係の手続きまで，本サイト上で行えま
す。登録方法の詳細については就職指導課に問い合わせてください。なお，本サイトは「日
藝のポータルサイト」にリンクがありますので，そこからでもアクセス可能です。
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ⅤⅤ  図書館

図書館は，芸術学部8学科の専門領域を中心に広範な資料を所蔵しています。
皆さんは，学科の垣根を越えた多種多様な資料を利用し，情報を収集することができます。
さらに，閲覧カウンターで行う他館との相互利用サービスを活用し，他学部，他大学の図書や文献

のコピーを取寄せることもできます。ぜひ，大いに図書館を利用してください。

1　開館時間
月～金　9：00～21：00
　土　　9：00～17：00
※　長期休暇期間など開館時間を変更する場合があります。

2　休館日
日曜日，祝日，日本大学創立記念日（10月4日），夏期・冬期・学年末休暇中の一定期間，その
他の図書館が必要と認める時。
※　上記休館日が通常授業実施日に当たる場合は開館します。
※　臨時に変更する場合があります。

3　図書館の利用
入退館や資料の館外貸出など，図書館を利用する際は学生証が必要です。必ず学生証を携帯してくだ

さい。

4　貸出冊数・期間
①　貸出冊数：10 冊
②　貸出期間：2週間（貸出延長：2週間）
※　長期休暇期間などに，貸出期間を変更することがあります。

5　館外貸出ができないもの
①　Blu-ray・DVD・LD・ビデオなどの視聴覚資料
②　辞書などの参考図書
③　雑誌
④　「禁帯出」「館内」ラベルの貼られた図書
⑤ 　貴重資料：貴重書庫に保管されている資料は，閲覧希望日の 1週間前までに申し出が必要です。
詳しくはカウンターへお問い合わせください。

6　情報検索
WEB上の日藝O

オ ー パ ッ ク

PAC〈Online Public Access Catalog〉検索システムから，主に以下の検索方法
により資料を探すことができます。詳しくはカウンターへお問い合わせください。
①　芸術学部図書館に所蔵されている図書・雑誌の検索
　所沢書庫に別置されている資料があります。（詳細はカウンターへ）
②　国内の大学図書館の蔵書の検索【C

サ イ ニ ー

iNii Books】
③　国内の論文の検索【C

サ イ ニ ー

iNii Articles】
④　国内リポジトリからWeb 公開された研究成果の横断検索【IRDB】
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⑤ 　国立国会図書館の所蔵資料のほか，国内の公共図書館，公文書館，美術館などの各種デジタル
情報の検索【NDLサーチ】
⑥　全国古書籍商組合連合会のデータベースから古書を検索【日本の古本屋】
⑦ 　日本大学全学部の所蔵する図書・雑誌・電子ジャーナル／ブックを一括で検索【日藝ディスカ
バリーサービス】
⑧　探している資料が電子の媒体であるか，ないかを検索【電子リソース検索】

7　AVコーナーの利用
①　芸術学部図書館が所蔵するDVDなどの視聴覚資料を閲覧できます。
② 　視聴覚資料は，閲覧カウンターで利用方法を確認のうえ，AVコーナーに備え付けの機器，ま
たは貸出用ポータブルプレイヤーでご利用ください。（イヤフォンをご持参ください）

8　コピーサービス
①　図書館所蔵資料の複写に限ります。
②　利用は著作権法の許す範囲とし，資料全体を複写することはできません。
③　消耗度の激しい図書・雑誌は，複写を制限することがあります。

9　図書館相互利用
本学部学生は，他学部や他大学図書館所蔵資料の閲覧や借用・コピーの取寄せ等ができます。他
大学図書館を直接訪問して利用する場合は「紹介状」が必要となりますので，日にちに余裕を持っ
てカウンターへお申し出ください。

10　退館チェックシステム（BDS）
図書・雑誌の無断持ち出しを防止するためのチェックシステムを設置しています。作動の際は荷
物を確認させていただきますので，ご了承ください。

11　注意事項
①　閲覧室で他人に迷惑になるような行為は，ご遠慮願います。
②　館内では飲食をしないでください（ふた付きでしまうことのできる飲料物のみ可）。
③　館内は全面禁煙です。
④　館内での通話は禁止です。携帯電話は電源を切るかマナーモードに設定し，振動音にも気をつ
けてください。
⑤　席を離れる時など，荷物や貴重品は自己管理するようにしてください。

ⅥⅥ  PCルーム

芸術学部では，学生のコンピュータ使用への要望に応え，江古田校舎西棟4階にPCルームを設け，
便宜を図っています。在学生であればどなたでも利用できますので，授業での課題の作成，インター
ネットの閲覧等，大いに活用してください。
なお，PCルーム開館時間については，ホームページ（学生生活>学生生活サポート>PCルーム）を

確認してください。
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ⅦⅦ  外国人留学生の方へ

外国人留学生の皆さんは，母国を離
はな

れ日本という新しい国で学生生活を送るため，学習面や生活面
で苦労することが多々あります。大学では様

さまざま

々な支
し え ん

援を通して留学生の皆さんをサポートします。

1　在留期間の更
こう し ん

新

外国人留学生が日本に滞
たいざい

在できる期間は在留カードに記
き さ い

載されています。そのため，在留カードの
期
き げ ん

限が近づいてきたら出
しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう

入国在留管理庁で更
こうしん

新手続きをする必要があります。更
こうしん

新手続きに必要な書
類のうち，一部大学で作成する書類がありますので，学生課（西

にしとう

棟1階）窓口へ申し出てください。

更
こうしん

新手続きの流れ

ステップ①　証明書発行機（西棟1階）で以下の書類を作成する
　・ 在留期間更

こうしん

新許
き ょ か

可申請書【所
しょぞく

属機
き か ん

関等作成用1・2】：証
しょうめいしょ

明書発
は っ こ う き

行機で申込書を購入し学生課に
提出（100円・2～ 3日後発行）

　・在
ざいがく

学証
しょうめいしょ

明書：証
しょうめいしょ

明書発
は っ こ う き

行機で発行可（100円・即時発行）
　・成

せいせき

績証
しょうめいしょ

明書：証
しょうめいしょ

明書発
は っ こ う き

行機で発行可（200円・即時発行）※新入生で発
はっこう

行できない場合は不要
ステップ②　ステップ①で作成した書類とともに出

しゅつにゅうこく

入国在
ざいりゅう

留管
かんりちょう

理庁へ以下の書類を持参する
　　　　　　※すべて発行日から3か月以内のものを提出すること
　・在留期間更新許可申請書【申請人等作成用 1・2・3】
　・パスポート・在留カード・健康保険証：手続き時に係官に提示してください
　・証明写真：縦4cm×横3cm（詳

しょうさい

細は法
ほうむしょう

務省のホームページで確認してください）
　・手数料：4,000円を持参してください。

※外国人留学生の国籍や成
せいせき

績状況により上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 出

しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう

入国在留管理庁での手続きは在留カード有
ゆうこう

効期
き か ん

間満
まんりょう

了の3か月前からできます。更
こうしん

新手続きを
せず在留カードの有

ゆうこう

効期
き か ん

間を超
こ

えてしまった場合，強
きょうせい

制退
たいきょ

去となりますので早めに手続きをして
ください。また，休学等の理由で在留資格「留学」に係る活動を継

けいぞく

続して3か月以上行っていな
い場合，「留学」の在留資格で日本に滞在することができません。「活動機

き か ん

関に関する届出（離
り だ つ

脱）」
を提出し，ただちに帰国してください。

2　在籍確認サイン

出
しゅつにゅうこくかん

入国管理
り ほ う

法では「在留資格に応じた活動を行っていない場合の在留資格取消し」について定めて
います。そのため，在留資格が「留学」である皆さんは，大学で授業を受けていることを確認する必
要があります。指定月に１回，学生課に来てサインをしてください。サインを行わなかった場合，在
籍不明リストに載り文部科学省へ報告されます。

3　アルバイト（資格外活動）

外国人留学生がアルバイト（資格外活動）をする場合，週28時間以内の範
は ん い な い

囲内で許可されています。
許可されている時間を超

こ

えてアルバイトをしたり，バー・キャバレー等，客を接
せったい

待して飲食させる場
所でアルバイトをした場合は法

ほうりつ

律違
い は ん

反で処分され，本
ほんごく

国へ送
そうかん

還されますので注意してください。
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4　国民健康保険

日本では，誰もが平等に健康な生活を送れるよう，病院での治
ち り ょ う ひ

療費を国民健康保険で負担しお互い
の医

い り ょ う ひ

療費を支えあっています。そのため，外国人留学生は国民健康保険に加入することが義務づけら
れています。加入することで，毎月，保険料を支払うことになりますが，診

しんさつ

察費
ひ よ う

用の70％が国民健康
保険で支払われ，自己負担が軽

けいげん

減されます。詳
しょうさい

細は居
きょじゅうち

住地の役所へ確認してください。

5　国民年金

日本国内に住む20歳
さい

以上60歳
さい

未満の人は国民年金に加入する必要があり，留学生も対象です。なお，
国民年金に加入すると毎月保険料を納

おさ

めなければなりませんが，「学
がくせい

生納
の う ふ

付特
とくれい

例制
せ い ど

度」へ申請するこ
とで在学中の納付が猶

ゆ う よ

予されます。詳
しょうさい

細は居
きょじゅうち

住地の役所及び年金事務所へ確認してください。

6　住所変更

現在住んでいるアパート，マンション等から引
ひ っ こ

越しをした場合，14日以内に新
しんきょじゅうち

居住地の役所で住所
変更手続きをする必要があります。

7　授
じゅぎょうりょう

業料減
げん め ん

免制度・奨
しょうがく

学金
きん

・授
じゅぎょうりょう

業料減
げんめん

免制度
外国人留学生対象で，授

じゅぎょうりょう

業料の20％相
そうとう

当額
がく

を1年度分減
げんがく

額し経
けいざいてき

済的負
ふ た ん

担を軽
けいげん

減する制度です。
※応募資格：標

ひょうじゅん

準修
しゅうとく

得単
た ん い

位を修
しゅう

得
とく

し，家賃月額75,000円以下であること  他
・奨

しょうがく

学金
きん

学
が く せ い か

生課掲
け い じ ば ん

示板（中庭）及びポータルサイトで案内しています。
※応募資格：累

るいせき

積GPAが学部3.00，大学院3.30以上，他大学出身者はＳ・A又は優
ゆう

が7割以上  他

8　卒業後の就
しゅうしょく

職活
か つ ど う

動

大学卒業後も日本に滞在して引き続き就
しゅうしょく

職活
かつどう

動を希望する場合，留学ビザから就
しゅうしょく

職活
かつどうよう

動用短
た ん き た い

期滞在
ざい

ビザである「特
とくてい

定活
かつどう

動ビザ」に切り替える必要があります。具体的には，就
しゅうしょく

職指
し ど う か

導課で推
すいせんじょう

薦状の交付
を受けた後，出

しゅつ

入
にゅうこく

国在
ざいりゅう

留管
かんりちょう

理庁へ申請して，ビザを切り替えます。ビザ変更の手続方法については，
卒業年度に入ったら，就

しゅうしょく

職指
し ど う か

導課からの案内に注意するほか，不明な点があれば就
しゅうしょく

職指
し ど う か

導課へご相談
ください。

9　こんなときは、、、

成
せいせき

績や授
じゅぎょう

業について確認したい……教務課　　奨
しょうがくきん

学金を受けたい…………………………学生課
在留カードの更

こうしん

新をしたい…………学生課　　学費の分
ぶんのう

納をしたい，確認をしたい……会計課
通
つうがく

学定
て い き

期券
けん

を発行したい……………学生課　　卒業後は日本で就
しゅうしょく

職したい………………就
しゅうしょく

職指
し ど う か

導課
アルバイトを登

とうろく

録，変更したい……学生課　　具
ぐ あ い

合が悪い，健
けんこう

康相
そうだん

談をしたい…………保健室
施
し せ つ

設借
しゃくよう

用，課
か が い

外活
かつどう

動をしたい………学生課　　各
かくしゅ

種証
しょうめいしょ

明書を発行したい…………………証
しょうめいしょ

明書発
は っ こ う き

行機
一時帰国したい，海外渡航したい…学生課　　 （西

にしとう

棟1階にあります。詳
しょうさい

細はP.84を参
さんしょう

照）
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ⅧⅧ

江古田駅

日本大学芸術学部

　  江古田校舎

  練馬区立

旭丘中学校

（避難拠点）

  練馬区立

旭丘小学校

（避難拠点）

至 池袋

北口

南口

ファミリーマート

至  所沢

※　江古田校舎の避難拠点は

　　練馬区立旭丘中学校と

　　練馬区立旭丘小学校です

南門

西棟

食堂

北棟 東棟

南棟

大ホール

守衛所

守衛
所

保
健
室

: 自動体外式除細動器 (AED)

Ａ
棟

守衛所

災害時の避難について

 １　地震発生時の避難について

　地震は，突然おそってきます。地震による被害を少なくするためには，慌てず落ち着いて次のように行動
してください。

 ２　火災発生時の避難について

　校舎内で火災が発生した場合，火災が発生した階及び上階の滞在者は避難して下さい。また，初期消火不
可の際は，防災センターの指示に従い，火災が発生した棟から避難して下さい。

 ３　避難場所について

　大規模災害時の近隣避難拠点は下図の通りです。
※避難拠点は，震度５弱以上の地震が起きて，学校の建物が安全な場合に，「避難拠点要員」により開設され，
「避難拠点運営連絡会」の協力を受けながら，避難者の受け入れや在宅避難者への支援を行います。

■まわりに知らせる

●とにかく大きな声を出して
まわりに知らせる。

●音の出るものを叩いて大き
な音を出す。

●一人でなんとかしようとせ
ず，周囲の人の助けを借り
る。

●小さな火災でも 119 番へ
通報する。

■初期消火

●事前に消化器の設置場所や
使い方を確認しておく。

●初期消火の目安は天井に火
が届くまで。それ以上の場
合は無理をせず避難する。

●消化器の使い方
①黄色の安全栓を上に引き抜
く
②ホースのノズルを燃えてい
るものに向ける。
③レバーを握る。

■急いで避難

●煙が広がってしまった場合
は，無理をせず避難する。

●安全に避難するためには，
持ち物にこだわらず，でき
るだけ早く建物の外へ避難
する。一度避難したら，絶
対に建物の中へ戻らない。

●煙に注意
火災時の煙は有毒なガスを
含んでいる危険があるの
で，濡れたハンカチやタオ
ルを鼻と口に当て，できる
だけ低い姿勢で，部屋のド
アは閉めて逃げる。

■地震発生時の行動

●グラッときたら，まず机な
どの下に隠れ，身の安全を
図り，揺れがおさまるまで
様子を見る。

●隠れる余裕がなければ手近
なもので頭を保護する。

■地震直後の行動

●火の元確認，初期消火
火を使っている時は，揺れ
がおさまってから慌てずに
火の始末をする。出火した
時は，落ち着いて消火する。

●慌てて行動しない
屋内で転倒した物・落下し
た物やガラスの破片などに
注意する。

●窓や戸を開けて出口を確保
揺れがおさまった時に，避
難できる出口を確保する。

●建物には近寄らない
屋外で揺れを感じたら建物
やブロック塀などには近寄
らない。

■地震後の行動

●大学からの避難指示・防災
関連機関からの避難指示に
従う。

●避難の心得
荷物は最小限にし，車両等
を使用せず，徒歩で避難す
る。

●余震に注意
大きな地震のあとは，余震の
可能性があるので注意する。

●協力し合って救出・救護
震災で負傷した人を近隣で
協力し救出・救護する。

●避難の前に電気・ガスの安
全を確認する。
避難が必要な時は，ブレー
カーを切り，ガスの元栓を
閉めて避難する。

●ラジオやテレビ，消防署，行政
などから正しい情報を得る。
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各種規程関係

Ⅰ　日本大学学則（抜粋）

第１章　総則
　　　　第１節　目的及び使命
第１条　本大学は，日本精神にもとづき，道統をたつとび，憲章にしたがい，自主創造の気風をやし
ない，文化の進展をはかり，世界の平和と人類の福祉とに寄与することを目的とする。

第２条　本大学は，広く知識を世界にもとめて，深遠な学術を研究し，心身ともに健全な文化人を育
成することを使命とする。

　　　　第２節　大学組織
第３条　本大学は，学部及び大学院をもって，これを組織する。
２　本大学の学部及び学科は，次のとおりである。（他学部は略）
芸術学部……写真学科・映画学科・美術学科・音楽学科・文芸学科・演劇学科・放送学科・デザイン学科
３　本大学の大学院研究科及び専攻は，次のとおりである。（他研究科は略）
芸術学研究科……博士前期課程・修士課程―文芸学専攻・映像芸術専攻・造形芸術専攻・音楽芸術

専攻・舞台芸術専攻
博士後期課程・博士課程―芸術専攻

　　　　第３節　教職員及び教授会
第４条　本大学の教員を分けて教授・准教授・講師・助教及び助手とする。

　　　　第５節　学年・学期及び休業日
第13条　学年は，毎年４月１日に始まり，翌年３月31日に終わる。
第14条　学期は，次のとおりとする。ただし，事情によって異なる場合がある。
　前学期　４月１日から９月30日まで
　後学期　10月１日から３月31日まで
第15条　休業日は，次のとおりとする。ただし，休業日でも特に授業又は試験を行うことがある。
　①　日曜日　　②　国民の祝日に関する法律に規定する休日
　③　本学創立記念日（10月４日）　④　春季休業　　⑤　夏季休業　　⑥　冬季休業
２　休業日の変更及び臨時の休業日については，そのつどこれを定める。

　　　　第６節　入学・在学・転部・転科・転籍・休学・復学・留学・退学及び除籍
第16条　入学の時期は，学年の始めとする。
第20条　修業年限とは，本大学の教育課程を修了するために必要な期間のことをいう。
２　在学年限とは，本大学において学生の身分を有することができる期間のことをいう。
３　修業年限は，最低４年とし，在学年限は，８年とする。
第21条　編入学とは，他の種類の学校を卒業した者が，教育課程の一部を省いて途中から履修すべく
本大学に入学することをいう。ただし，大学を卒業した者又は大学に１年以上在学した者が，教育
課程の一部を省いて途中から履修すべく本大学に入学する場合も編入学とする。

５　編入学の時期は，学年の始めとする。
６　編入学の年次は，２年次又は３年次とする。
７　編入学者の在学年限は，許可された編入学年次に応じ，第20条第３項又は第４項に定める在学年

各
種
規
程
関
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限から編入学年次数を控除し，それに１を加えて得た年数とする。
８　編入学者は，編入学年次の教育課程によって履修するものとする。
９　編入学者の既修単位は，低年次配当科目を優先し，原則として２年次編入学者は，40単位，３年
次編入学者は，70単位を基準とし，認定することができる。

第22条　転部とは，所属する学部とは異なる学部（通信教育部内を含む）へ異動することをいう。
２　転科とは，所属する学部の異なる学科へ異動することをいう。
３　転籍とは，通信教育課程を有する学部において，同一学部の通学課程と通信教育課程の間を異動す
ることをいう。ただし，通学課程と通信教育課程の間で異なる学部への異動については，転部とする。
４　転部・転科及び転籍できる者は，次の各号に該当する資格を持つものとする。ただし，定員に余
裕があり，かつ，在学生の学修に支障がないと認めた場合に限り，選考の上，許可することがある。
①　本大学に在学中の者で，転部・転科及び転籍できる学部等が定める単位数を修得しているもの
②　人物及び在学中の成績が妥当な者

７　転部・転科及び転籍の時期は，学年の始めとする。
８　転部・転科及び転籍の年次は，２年次又は３年次とする。ただし，４年次への転籍（同一学科間）
は，許可することができる。

９　転部・転科及び転籍した者の在学年限は，許可された転部・転科及び転籍年次に応じ，第 20 条
第３項又は第４項に定める在学年限から転部・転科及び転籍が許可された年次数を控除し，それに
１を加えて得た年数とする。

10　転部・転科及び転籍した者は，転部・転科及び転籍が許可された年次の教育課程によって履修す
るものとする。

11　転部・転科及び転籍した場合，既修の授業科目は，異動した課程の定める基準の範囲内において
認定することができる。

第25条　休学とは，病気その他やむを得ない事由により，３か月以上修学できない状態のことをいう。
２　復学とは，休学期間満了によって，再び修学することをいう。
３　休学しようとする者は，その事実を証明する書類を添え，保証人連署で願い出て，その許可を得
て原則として入学年度を除き，休学することができる。ただし，入学年度の後学期については，修
学困難な事由の場合は認めることがある。

４　休学期間は，１学期又は１年とし，通算して在学年限の半数を超えることができない。
５　休学者は，その事由が解消された場合，保証人連署で願い出て，許可を得て復学することができる。
６　休学者は，学期の始めでなければ復学することができない。
７　休学期間は，在学年数に算入する。
第27条　留学とは，本大学が教育上有益と認めたときは，休学することなく，外国の大学において，
許可を得て一定期間修学することをいう。

２　留学の期間は，修業年数に算入する。
第28条　退学とは，在学の中途において在籍関係を解除することをいう。退学には，その手続きによ
り，次のものがある。
①　病気その他やむを得ない事由による，学生の意志に基づく願い出によるもの。ただし，その事
実を証明する書類を添え，保証人連署で退学願を提出して，許可を受けなければならない。
②　学生が死亡したことによる，保証人からの届出によるもの
③　第 30 条に基づく除籍によるもの
④　第 76 条及び第 77 条に基づく懲戒によるもの
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２　第36条に基づく年度のGPAが1.50未満で，修学指導の結果，改善が見込まれないと判断した場
合は，退学勧告を行う。

第29条　再入学とは，病気その他やむを得ない事由によって退学した者が，当該学部等に再び入学す
ることをいう。

２　病気その他やむを得ない事由によって退学した者が，その事由が解消し，当該学部等に再入学を
志望したときは，退学前に在籍していた学科の定員に余裕があり，かつ在学生の学修に支障がない
と認めた場合に限り，選考の上再入学を許可することがある。この場合には，既修の授業科目の全
部又は一部の再履修を命ずることがある。

３　再入学できる者は，次の各号に該当するものとする。
①　本大学に原則として１年以上在学し，再入学しようとする学部等が定める単位数を修得している者
②　病気その他やむを得ない事由で退学した者
③　人物及び在学中の成績が妥当な者

４　除籍によって退学になった者については，事情勘案の上，前項に準じて再入学を認めることができる。
５　再入学の学科については，原則として退学時の学科とする。
６　再入学を願い出た者については，学部等の所定の手続によって願い出るものとする。
７　再入学の選考に合格した者は，学部等の所定の期日までに手続を完了しなければならない。
８　再入学の時期は，学年の始め又は学期の始めとする。
９　再入学の年次は，退学時の学年次を原則とするが，修得単位数等の事情により年次を下げて許可
することができる。また，学年末の退学者については，修得単位数等の事情により年次を上げて入
学を許可することができる。

10　再入学者の在学年限は，許可された再入学年次に応じ，第20条第３項又は第４項に定める在学年
限から再入学年次数を控除し，それに１を加えて得た年数とする。

11　再入学者は，再入学年次の教育課程によって履修するものとする。ただし，学則変更等の事情に
より再入学前の入学年度の教育課程によることができる。

12　退学前の既修単位は認定する。ただし，教育課程等の変更により，退学前の既修単位が認定され
ないことがある。

第30条　除籍とは，学生の帰すべき事由により在籍関係を強制的に解除し，退学させることをいう。
２　次の各号のいずれかに該当する者は，除籍することができる。
①　故なくして学費の納付を怠った者
②　故なくして欠席が長期にわたる者
③　在学年限を超えた者

　　　　第７節　履修規定
第32条　各授業科目の単位数は，１単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容をもって構成
することを標準とし，授業の方法に応じ，当該授業による教育効果，授業時間外に必要な学修等を
考慮して，次の基準により計算するものとする。また，教育上必要と認められる場合には，修得す
べき単位の一部の修得について，これに相当する授業時間の履修をもって代えることができる。
①　講義及び演習については，15 時間から 30 時間までの範囲で学部又は大学院研究科が定める時
間の授業をもって１単位とする。
②　実験，実習及び実技については，30 時間から 45 時間までの範囲で学部又は大学院研究科が定
める時間の授業をもって１単位とする。ただし，芸術学部における個人指導による実技の授業に
ついては 15 時間の授業をもって１単位とする。
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③　講義，演習，実験，実習又は実技のうち二つ以上の方法の併用により授業を行う場合については，
その組み合わせに応じ，前２号に規定する基準を考慮して学部又は大学院研究科が定める時間の
授業をもって１単位とする。

２　前項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究，卒業制作等の授業科目については，これらに必
要な学修等を考慮して単位数を定めることができる。

第32条の２　前条に規定する講義，演習，実験，実習又は実技による授業は，文部科学大臣が別に定
めるところによって，多様なメディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修
させることができる。

第33条　教育職員の免許状を得ようとする者は，別に定める規定によって教職課程を履修しなければ
ならない。

第34条　学業成績は，授業科目ごとに行う試験によって，これを定める。ただし，授業科目によって
は，その他の方法で査定することができる。

２　試験には，平常試験・定期試験・追試験及び再試験がある。
①　平常試験とは，当該授業科目履修者を対象に授業科目担当教員が学期の途中に適宜行う試験の
ことをいう。
②　定期試験とは，当該授業科目履修者を対象に大学の定めた試験期間中に行う試験のことをいう。
定期試験は学期末又は学年末に行う。
③　追試験とは，やむを得ない事由のため定期試験を受けることのできなかった者のために行う試
験のことをいう。
④　再試験とは，受験の結果不合格となった者のために行う試験のことをいう。

３　追試験及び再試験は，当該学部において必要と認めたときに限り，これを行う。
第35条　修学についての所定の条件を備えていない者は，受験資格を失うことがある。
第36条　学業成績の判定は，S，A，B，C，D及びEの６種をもってこれを表し，S（100～90点），A
（89～80点），B（79～70点），C（69～60点），D（59点以下），E（履修登録したが成績を示さ
なかったもの）をもって表し，S，A，B，Cを合格，D，Eを不合格とする。合格した授業科目につ
いては，所定の単位数が与えられる。

２　第１項の学業成績の学修結果を総合的に判断する指標として，総合平均点（Grade Po int 
Average，以下「GPA」という）を用いることができる。

３　前項に定めるGPAは，学業成績のうち，Sにつき４，Aにつき３，Bにつき２，Cにつき１，D及
びEにつき０をそれぞれ評価点として与え，各授業科目の評価点にその単位数を乗じて得た積の合
計を，総履修単位数（P又はNとして表示された科目を除く）で除して算出する。GPAは，小数点
第３位を四捨五入し，小数点以下第２位まで有効とする。

４　第１項の規定にかかわらず，履修登録後，所定の中止手続きを取ったものはP，修得単位として
認定になったものはNと表示する。

５　GPA算出の対象科目は，卒業要件単位数に含まれる授業科目（単位認定科目としてＮと表示され
た科目を除く）とする。

６　GPAは，学期のGPA，年度のGPA及び入学時からの累積のGPAとする。
７　通年科目は，学期のGPA算出の際には，後学期のGPAに算入する。
８　授業科目を再履修した場合，累積のGPA算出の際には，直近の履修による学業成績及び単位数の
みを算入するものとし，以前の学業成績及び単位数は算入しない。

９　試験において不正行為を行った場合は，処分を受けた条件に基づき，評価をE，評価点はなしと
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して取り扱う。
第37条　各学部を卒業するために必要な最低単位数は，第２章教育課程及び履修方法に定めるところ
による。

第37条の２　第32条の２に規定する授業によって修得した単位は，60単位を超えない範囲で，卒業す
るために必要な単位数に算入することができる。

　　　　第８節　卒業及び学士の学位
第38条　第20条に定めた修業年限に達し，所定の授業科目及び単位を修得し，卒業した者に学士の学
位を授与する。

第39条　前条の学位に付記する専攻分野の名称は次のとおりとする。
芸術学部　芸術（他学部は略）

　　　　第９節　学費及び貸給費
第40条（略）
２　編入学・再入学・転部・転科及び転籍の学費の取扱いについては，別に定める。
３　休学及び留学を許可された学生の休学及び留学期間中の学費の取扱いについては，別に定める。
第41条　授業料を分納しようとする者は，事由を述べた書面により，保証人連署で願い出るものとする。
第43条　既納の学費は，いかなる理由があっても返還しない。
第44条　停学を命ぜられた学生は，停学期間中も授業料を納付しなければならない。
第45条　学業人物ともに優秀な学生であって，学費支弁の方法のない者には，学費を減免し，又は貸
与・給付することがある。

第11節　科目等履修生・聴講生・特別聴講学生及び研究生（別に記載する）
第12節　教　職　課　程（別に記載する）
第14節　賞　　　罰

第75条　人物及び学業成績が優秀な者には，授賞することがある。
２　授賞に関する規定は，別に定める。
第76条　学生が本大学の規則・命令に背き若しくは大学の秩序を乱し，又は学生としての本分に反す
る行為があった場合にはその情状によって懲戒を行うことがある。

第77条　懲戒は，退学・停学及び訓告の３種とする。
２　前項の退学は，次の各号のいずれかに該当する者について行う。
①　性行不良で改善の見込みがないと認められる者
②　学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
③　正当の理由がなくて出席常でない者
④　大学の秩序を乱し，その他学生としての本分に反した者

３　停学とは，一定期間，授業の受講及び施設設備の利用等を禁止し，その他の課外活動等について
も禁止することをいう。

４　訓告とは，文書で戒めることをいう。
５　懲戒の手続に関する規定は，別に定める。

第２章　教育課程及び履修方法

　　　　第５節　芸術学部（他学部は略）
第84条　芸術学部における各学科の授業科目及びその単位数並びに履修方法は，次のとおりである。
（略）
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全学共通教育科目　　第Ⅰ群　芸術教養課程科目（各学科共通）（芸術教養科目　外国語科目　保
健体育科目）　　第Ⅱ群（学科別授業科目）　共通専門教育科目（各学科共通）　　第Ⅲ群（各学科
共通）　学芸員課程科目　司書教諭課程科目　司書課程科目

第３章　大　　学　　院

　　　　第１節　総　　則
第104条　本大学に，大学院を置く。
２　大学院は，高度にして専門的な学術の理論及び応用を教授研究し，その深奥を究めて，文化の進
展に寄与することを目的とする。

第105条　本大学院の課程は，修士課程，博士課程及び専門職学位課程とする。
２　修士課程は，広い視野に立って精深な学識を授け，専攻分野における研究能力又はこれに加えて
高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。

３　博士課程は，専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専門的
な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
６　修士課程の標準修業年限は，２年とする。
９　博士課程の標準修業年限は，５年とする。
10　博士課程は，前期２年及び後期３年の課程に区分し，前期２年の課程はこれを修士課程として取
り扱う。

第106条　修士課程は，所定の年限在学し，専攻科目について30単位以上を修得，必要な研究指導を
受け，更に修士論文の審査（芸術学研究科，理工学研究科建築学専攻及び生産工学研究科建築工学
専攻に限り，特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができ
る）及び最終試験に合格した者に修士の学位を授与する。ただし，優れた業績を上げた者について
は，１年以上在学すれば足りるものとする。

２　修士の学位に付記する専攻分野の名称は，次のとおりである。ただし，学術の専攻分野の名称は，
学際領域等専門別に区分しがたい分野を専攻した者について授与する。

　芸術学研究科……芸術学（他は略）
３　博士課程は，所定の年限在学し，専攻科目について30単位以上（修士課程を修了した者について
は，その修得単位を含む）を修得，必要な研究指導を受け，博士論文の審査及び最終試験に合格し
た者に博士の学位を授与する。ただし，優れた業績を上げた者については，大学院に３年（修士課
程に２年以上在学し当該課程を修了した者にあっては，当該課程における２年の在学期間を含む。
また，第１項ただし書きの規定による在学期間をもって修士課程を修了した者及び第105条第７項
及び第８項の規定による標準修業年限を１年とした修士課程を修了した者にあっては，修士課程に
おける１年の在学期間を含む）以上在学すれば足りるものとする。

４　前項の規定にかかわらず，芸術学研究科における修得すべき単位数は，40単位以上（修士課程を
修了した者については，当該課程で修得した30単位を含む）とする。

５　前２項の規定にかかわらず，第116条第３項第２号から第８号までの規定により，博士課程の後
期３年の課程に入学した者又は専門職学位課程を修了し，博士課程の後期３年の課程に入学した者
については，大学院（専門職大学院を除く）に３年（法科大学院の課程を修了した者にあっては，
２年）以上在学し（芸術学研究科においては10単位以上を当該課程で専攻科目について修得し），
必要な研究指導を受け，博士論文の審査及び最終試験に合格した者に博士の学位を授与する。ただ
し，優れた業績を上げた者については，大学院に１年（標準修業年限が１年以上２年未満の専門職
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学位課程を修了した者にあっては，３年から当該１年以上２年未満の期間を減じた期間）以上在学
すれば足りるものとする。

６　博士の学位に付記する専攻分野の名称は，次のとおりである。ただし，学術の専攻分野の名称は，
学際領域等専門別に区分しがたい分野を専攻した者について授与する。

　芸術学研究科……芸術学（他は略）
７　博士課程に標準修業年限在学し，所定の単位だけを修得して，課程を修了しない者が，引き続き
学生として在学する場合は，第14項に定める在学年限の範囲内において，当該大学院分科委員会の
許可を受けなければならない。

14　大学院における在学年限は，修士課程４年，博士後期課程６年とする。
第107条　本章に規定しない事項については，第１章総則による。

　　　　第２節　教員及び運営機構
第108条　本大学院の授業及び指導は，大学院教員資格に該当する本大学の教授がこれを行う。ただ
し，このうち特別の事情がある場合には，准教授，講師又は助教がこれを担当することができる。

　　　　第３節　入学及び入学資格
第116条　修士課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する資格
を有し，本大学院の選抜試験に合格した者とする。
①　大学を卒業した者
②　学校教育法第104条第７項の規定により学士の学位を授与された者
③　外国において学校教育における16年の課程を修了した者
④　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の
学校教育における16年の課程を修了した者
⑤　我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を
修了したとされるものに限る）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けら
れた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
⑥　外国の大学等において，修業年限が３年以上である課程を修了することにより，学士の学位に
相当する学位を授与された者
⑦　専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満
たすものに限る）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者
⑧　文部科学大臣の指定した者
⑨　学校教育法第102条第２項の規定により大学院に入学した者であって，本大学院において，大
学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
⑩　本大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると
認めた者で，22歳に達したもの

２　前項の規定にかかわらず，大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者（これに準ずる者と
して文部科学大臣が定める者を含む）であって，本大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認
めるものであり，かつ，本大学院の選抜試験に合格した者を入学させることができる。

３　博士後期課程に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する資格を有し，本大学院の選
抜試験に合格した者とする。
①　修士の学位若しくは専門職学位を有する者
②　外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
③　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位又は専門職
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学位に相当する学位を授与された者
④　我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位
置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し，修士の
学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
⑤　国際連合大学の課程を修了し，修士の学位に相当する学位を授与された者
⑥　外国の学校，第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し，修士論文
又は特定課題の研究成果の審査と試験の合格に代える審査に相当するものに合格し，修士の学位
を有する者と同等以上の学力があると認められた者
⑦　文部科学大臣の指定した者
⑧　本大学院において，個別の入学資格審査により，修士の学位又は専門職学位を有する者と同等
以上の学力があると認めた者で，24歳に達したもの

10　本大学院においては，他大学大学院からの編入学及び所属する研究科を変更することはできない。
ただし，所属する研究科内において専攻の変更を許可する場合がある。

　　　　第４節　教育課程及び履修方法
第124条　芸術学研究科における授業科目及び単位数並びにその履修方法は，次のとおりである。
（別に記載する）

Ⅱ　日本大学相互履修に関する規則
（趣　　旨）
第１条　この規則は，日本大学学則第 37 条第３項に基づき，本学学生が在籍する学部以外の学部の
授業科目を履修（以下相互履修という）するに当たっての必要事項を定める。

（相互履修科目の指定）
第２条　各学部は，開講する授業科目のうち，相互履修を認める授業科目（以下相互履修科目という）
及び担当教員名等を指定して，所定の時期までに他の学部に通知するものとする。

（相互履修科目の選定及び告知）
第３条　各学部は，通知を受けた相互履修科目のうち，当該学部に在籍する学生の履修を認める科目
を選定するとともに，卒業に必要な単位として認めるか否かを併せて学生に告知しなければならない。

（相互履修の手続）
第４条　相互履修は，相互履修を希望する学生が当該相互履修科目担当教員に所定の相互履修届によ
り承認を得た上で行うものとする。

２　承認を得た学生は，相互履修を行う学部（以下受入れ学部という）が指定する期間内に，前項の
相互履修届を提出するものとする。

（在籍学部への通知）
第５条　受入れ学部は，相互履修届を受理した場合は，速やかに当該学生が在籍する学部（以下在籍
学部という）に通知する。

（相互履修科目の試験）
第６条　相互履修科目の試験は，受入れ学部が指定する日時・場所で行う。ただし，受入れ学部で受
験できない相当の理由がある場合は，在籍学部において受験できる。

（相互履修科目の学業成績）
第７条　受入れ学部は，相互履修科目の学業成績を在籍学部に遅滞なく通知する。
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（授業料等）
第８条　相互履修に係わる授業料等は徴収しない。
（履修に関する諸事項）
第９条　相互履修を行う学生の履修に関する諸事項は，受入れ学部の定めるところによる。
（要　　項）
第 10 条　この規則に関するその他の必要事項は，別に要項で定める。

Ⅲ　科目等履修生の出願手続等に関する要項（抜粋）
１　趣　　旨
　　この要項は，日本大学学則第 53 条第２項に基づき，科目等履修生の出願手続等に関する必要事
項を定める。

２　出願資格
　①　科目等履修生の出願資格は，次のとおりとする。
　　　　学　部　　　日本大学学則第 17 条に定める入学資格を有する者
　　　　大学院　　　日本大学学則第 116 条に定める入学資格を有する者

３　入学の時期
　　科目等履修生の入学の時期は，学期の始めとする。

４　出願手続き
　①　履修を願い出る者は，次の出願書類に選考料を添えて所定の期日までに提出しなければならない。
⑴　科目等履修生入学志願票
⑵　最終学校の卒業証明書及び成績証明書
⑶　その他大学が必要とする書類

　②　選考料は，履修を希望する大学院研究科又は学部の当該年度の入学検定料を準用する。ただし，
大学が特に認めた者については，選考料を免除することができる。

５　選　　考
　　科目等履修生の選考は，書類選考及び面接試験等の方法で行うものとする。

６　入学許可
　　科目等履修生は，正規の課程の学生の学修に支障がない限り入学を認めるものとし，所定の入学
手続を完了した者に入学を許可する。

７　入学手続
　①　科目等履修生の選考に合格した者は，次の書類に学費を添えて所定の期日までに入学手続を完
了しなければならない。なお，いったん納入した学費及び提出した書類は，返還しない。
⑴　誓約書
⑵　住民票記載事項証明書 １通
⑶　写真（縦４㎝，横３㎝） ３葉
⑷　その他大学が必要とする書類

　②　上記①にかかわらず，大学が認めた者については，提出書類の一部を免除することができる。

８　学　　費
　①　科目等履修生は，次の学費を入学手続時に納付するものとする。（※変更する場合有り）
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⑴　入　学　金　50,000 円
⑵　履　修　料　文系　講義１単位　　　　　　　　　　　　 5,000 円
　　　　　　　　　実験・実習・実技・演習等１科目　　20,000 円

９　科目等履修生証
　①　科目等履修生として入学を許可された者には，科目等履修生証を交付する。
　②　科目等履修生証は，在学期間満了時に大学に返還しなければならない。

10　在学期間
　①　科目等履修生の在学期間は，６か月又は１年とする。
　②　事情により引き続き履修を希望する者は，改めて願い出なければならない。

11　履修科目及び単位数
　①　科目等履修生が履修できる科目は，当該年度に開講する授業科目のうち大学が認めた科目とし，
その単位数は次のとおりとする。
学　部　　　　40 単位以内
大学院　　　　10 単位以内

　②　いったん履修を申し込んだ科目の変更及び申込んでいない科目の履修は，認めない。

12　単位の授与
　　科目等履修生が履修した科目の単位は，試験に合格した場合に与える。

13　単位修得証明書
　　単位を授与された者には，本人からの願い出により単位修得証明書を交付する。

14　そ　の　他
　①　科目等履修生には，通学定期乗車券発行証明書及び学生旅客運賃割引証の発行はしない。
　②　この要項に定めのない事項については，正規の課程の学生に関する諸規程を準用する。

　※その他，詳細は募集要項を参照のこと。

Ⅳ　日本大学特待生規程
（特待生）
第１条　本大学学部に在学する学生（１年次生を除く）のうち，学業成績が優秀で，品行方正な者を
選考の上，日本大学特待生（以下「特待生」という）とする。

（奨学金）
第２条　特待生は，甲種及び乙種とし，次の奨学金を給付する。
　①　甲種　授業料１年分相当額の半額及び図書費 12 万円
　②　乙種　授業料１年分相当額の半額

（候補者の推薦）
第３条　特待生候補者は，学部長が教授会の審議を経て選考し，所定の書類を添付して，学長に推薦する。
２　毎年度の特待生候補者の数については，別に定める基準に基づき決定する。

（選考決定）
第４条　特待生は，学部長等が推薦した候補者について，学部長会議の意見を聴いた上，学長が決定する。
２　特待生は，毎年度選考の上，決定する。ただし，再選考を妨げない。

（取消し）
第５条　特待生が第１条の資格を欠いた場合には，学長は，学部長等の意見を聴いて，特待生を取り
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消すことができる。

（奨学金の返還）
第６条　特待生が休学，退学又は前条によって特待生を取り消された場合には，学長は，当該年度の
奨学金の全部又は一部を返還させることができる。

Ⅴ　日本大学学生の傷害及び死亡事故等に関する給付金規程（抜粋）

第１章　総　　　則

　（趣　　旨）
第１条　この規程は，日本大学基金規程第５条に基づき，本大学大学院，学部，通信教育部，短期大
学部，専攻科及び専門学校に在籍する学生（以下学生という）の正課・課外教育中又は課外活動中
等に発生した傷害及び死亡事故等（以下事故という）に対する給付金等についての必要事項を定める。

　（資　　金）
第２条　この規程に掲げる給付金等は，日本大学学生傷害事故等基金から支給する。

　（給付の対象及び適用）
第３条　この規程による給付金の給付は，次の各号に掲げる事故に対して行う。ただし，事故発生原
因が故意又は重大な過失による場合又は法令若しくは本大学の学則，諸規程等に違反した行為によ
る場合はこの限りでない。

　①　正課教育中の事故
　②　大学（大学院，学部，通信教育部，短期大学部，専攻科及び専門学校を含む）が主催する行事
　　実施中の事故
　③　学科，クラス，ゼミナール等（以下学科等という）が，あらかじめ所定の手続により届出をし
　　て行った課外教育中の事故
　④　正式に団体届をした団体（以下団体という）が，あらかじめ所定の手続により届出をして行っ
　　た課外活動中に発生した事故
　⑤　その他前各号に準ずる事故

　（給付金の種類）
第４条　給付金の種類は，次の各号とする。
　①　治療費
　②　見舞金
　③　死亡弔慰金

　（治療費）
第５条　治療費は，第３条各号に定める事故による傷害に対し，原則として，公的医療保険適用後の
本人負担分全額を給付する。ただし，本人負担分が高額療養費支給制度の適用により，後日扶養者
に還付された場合は，その還付金を，速やかに大学へ返還しなければならない。

２　前項の規定にかかわらず，第３条第１号に定める事故による治療費については，公的医療保険適
用の有無にかかわらず全額給付の対象とすることができる。

３　前項の給付については，別に定める。
４　第１項及び第２項の規定により治療費の給付を受ける者は，卒業又は修了後も継続して治療する
場合に限り，給付を受けることができる。
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５　前４項に定める治療費の給付期間は，相当と認められる事由がない限り，治療の日から 180 日を
限度とする。

　（見舞金）
第６条　見舞金は，治療に入院を要する場合及び後遺障害が生じた場合に給付する。
２　見舞金の給付額については，別に定める。
　（死亡弔慰金）
第７条　死亡弔慰金は，原則として第３条各号に定める事故が直接の原因で 180 日以内に死亡したと
き給付する。

２　死亡弔慰金の給付額については，別に定める。
　（重複適用）
第８条　第４条各号の給付金は，本大学が認める範囲内で重複して給付することができる。
　（諸費用）
第９条　第４条各号に定める給付金以外の事故に係る諸費用については，本大学が認めた場合に限り，
その全額又は一部を給付することができる。

　（給付の決定）
第 10 条　理事長及び学長は，第 15 条に定める学生傷害事故等調査委員会の報告に基づき，第 11 条
に定める学生傷害事故等給付金委員会の議を経て給付の可否及びその種類等を決定する。ただし，
緊急の必要あるときはこの限りでない。

２　前項ただし書の場合は，事後速やかにこの規程に定める手続をとらなければならない。

第３章　給付申請手続
　（事故報告）
第 18 条　学生の傷害事故が発生したときは，次の各号に定める教職員は，事故の状況及び応急措置
等について，書面により速やかに学生部又は学生課に報告しなければならない。

　①　正課教育中の場合は担当教員
　②　行事実施中の場合は当該責任者
　③　学科等が行う課外教育中の場合は指導者又は引率責任者
　④　団体が行う課外活動中の場合は顧問又は引率責任者
　⑤　その他前各号に準ずる場合は当該責任者
２　前項の報告があったときは，委員会又は学部委員会は内容を審議し，第３条各号に該当する事故
と認められる場合には，学部長並びに理事長及び学長に報告しなければならない。

　（給付の申請）
第 19 条　給付金の申請は学生部又は学生課が，所定の申請書に次の書類を添付して，理事長及び学
長宛てに行うものとする。
　①　領収書又はそれに代わる証明書
　②　診断書（大学が必要と認めたとき）
　③　その他必要な書類
　（給付の決定手続及び受給者）
第 20 条　理事長及び学長は，給付を決定したときは，所定の通知書により学部長に通知するものとする。
２　給付金の受給者は，原則として本人又は父母とする。
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第４章　その他
　（所　　管）
第 21 条　学生の事故に関する事務は，本部においては学生部，学部等においては学生課が行う。た
だし，２学部以上の学生が参加する行事実施中等の事故に関する事務は学生部が行う。

　（規程の適用）
第 22 条　この規程は，第３条第１号及び第２号に限り，学則に定める本大学科目等履修生及び研究
生等にも適用することができる。
　（適用除外）
第 23 条　この規程は，地震，噴火，洪水，津波等の天災に起因する事故には適用しない。

Ⅵ　日本大学学生の傷害及び死亡事故等に関する給付金規程の適用を
　　受ける学生団体についての内規

　（趣　　旨）
第１条　この内規は，日本大学学生の傷害及び死亡事故等に関する給付金規程（以下規程という）第
３条第４号に定める団体（以下団体という）の団体届等についての必要事項を定める。

　（学生団体）
第２条　この内規による団体は，学生が主体的に正課教育以外の学術・文化・体育活動を本大学の教
育目的に添って行うことを目的として結成されるものとする。

　（団体の届出）
第３条　団体の届出は，次の各号により所定の届出書類を提出して行うものとする。
①　当該学部等の学生で団体を結成（以下学部団体という）するときは，所属する学部等の学生課（以
下学部学生課という）に提出するものとする。ただし，団体の連合組織があるときは，その組織
を通して提出することができる。
②　複数学部等の学生によって団体を結成（以下本部団体という）するときは，本部学生部学生課（以
下本部学生課という）に提出するものとする。

２　団体届出の手続は，次の各号の所定の書類をもって行う。
①　結成届
②　規約
③　顧問・アドバイザー等（以下顧問等という）を含む役員名簿
④　会員名簿
⑤　当該年度活動計画書
⑥　当該年度予算書

３　学部団体の会員には，同一校地内の短期大学部及び専門学校の学生を含めることができる。
　（顧問等）
第４条　団体の顧問等は，当該学部等の専任教職員で，原則として専任講師又は主事以上の者とし，
活動に関して助言等を行う。

　（会員数）
第５条　団体の会員数は，その団体が継続して活動を続けられると認められる一定数以上を必要とする。
　（規程の適用を受ける団体）
第６条　規程の適用を受ける団体は，第３条第２項各号に定める書類を提出し，学部団体においては
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学部等学生生活委員会，本部団体においては日本大学学生生活委員会の議を経て，正式に受理され
た団体（以下登録団体という）とする。

２　登録団体としての期間は１か年とする。
　（継　　続）
第７条　登録団体を継続するときは，第３条第１項各号に準じ，定められた期日までに，次の各号の
所定の書類を提出しなければならない。
①　登録継続届
②　顧問等を含む役員名簿
③　会員名簿
④　前年度活動報告書
⑤　当該年度活動計画書
⑥　前年度決算書
⑦　当該年度予算書

２　登録団体の継続は，第６条に定める委員会の議を経るものとする。
　（行事等の届出）
第８条　登録団体は，合宿，対外試合，発表会等の活動を行うときは，所定の用紙に必要事項を記入
して，あらかじめ学部団体は学部学生課，本部団体は本部学生課に届け出なければならない。

　（書類の変更届）
第９条　提出した書類の記載内容に変更が生じたとき登録団体は，速やかに学部団体は学部学生課，
本部団体は本部学生課に届け出なければならない。

　（要項等）
第 10 条　この内規に関するその他の必要事項は，学部等及び本部において要項等を別に定めること
ができる。

　（所　　管）
第 11 条　この内規に関する事務は，学部等においては学部学生課，本部においては学生部が所管する。
　（内規の準用）
第 12 条　この内規は，各専門学校に準用する。

Ⅶ　日本大学芸術学部公認学生団体に関する内規

　（目　的）
第１条　この内規は，日本大学芸術学部が公認する学生団体（以下学生団体という）としての必要事
項及び課外活動への助成，援助について定める。

２　学生団体は，芸術学部学生をもって組織し課外において，学術，文化，体育に関する研究，練成
活動等を目的とする。

　（学生団体の条件）
第２条　学生団体は，以下の各号の条件を満たすものとする。
①　活動の目的及び内容等が，大学の教育方針に沿い，学生の課外活動としてふさわしいものであ
ること。
②　文化部連盟又は運動部連盟に所属し，規約，責任者が明記された名簿等を添付した学生団体届
を毎年５月末日までに学生課へ提出したものであること。
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③　団体の構成員が２学科以上にわたり，10 名以上であること。
④　相談役が置かれていること。なお，相談役については，別に定める。

　（助成，援助）
第３条　学生団体の活動については，原則として以下の助成，援助を行う。
①　施設，設備，及び器具等の使用，貸与。
②　日常の練成活動，あるいは特別行事に対する補助。
③　専門指導者等に関する相談，斡旋等。

　（事故の処置）
第４条　前条の活動において，事故あるときの処置は，「日本大学学生の傷害及び死亡事故等に関す
る給付金規程」によるものとする。

Ⅷ　日本大学芸術学部館山セミナーハウス内規

( )平成７年６月15日制定
平成27年10月８日改正
平成28年４月１日施行

（名　　称）
第１条　日本大学芸術学部（以下本学部という）は，千葉県館山市加賀名 100 番地に，日本大学芸術
学部館山セミナーハウス（以下セミナーハウスという）を置く。
（目　　的）
第２条　セミナーハウスは，学生・生徒の教育・研究及び課外活動並びに教職員の研修・厚生のため
の施設として使用し，学生・生徒の教学並びに教職員の資質の向上を図ることを目的とする。
（管理責任者）
第３条　セミナーハウスの管理運営上の責任者として，管理責任者を置く。
２　管理責任者は，学部長とする。
３　管理責任者は必要に応じ，関係委員会等と連携し，セミナーハウスの管理運営にあたる。
（管理人）
第４条　セミナーハウスに，管理人を置く。
２　管理人は，管理責任者の指示・監督の下に，所轄部署と緊密な連絡・調整をとり，セミナーハウ
スの維持・管理等の業務を行う。
（使用者）
第５条　セミナーハウスを使用できる者は，日本大学の学生・生徒及び教職員（その家族を含む。以
下同じ）その他本学部が認めた者とする。
（使用順位）
第６条　使用順位は，原則としてそれぞれ以下各項各号の定めるところによる。
２　学生・生徒の使用
　①　本学部の定めた行事日程による使用
　②　本学部の定めた授業日程の一部若しくはこれに準じる使用
　③　前各号以外による使用
３　教職員の使用
　①　本学部が行う研修その他教育・研究のための使用
　②　前号以外の業務上による使用
　③　教職員の個人的な使用
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４　その他の使用
　①　本学部と密接な関係を有する公共団体等の正規の手続による申出が認められた使用
　②　前各項各号以外で本学部にて認められた使用
（学生・生徒の使用）
第７条　学生・生徒が使用するときは，グループ単位とし，教職員の引率によるものとする。ただし，
教職員の引率によりがたい場合は，学生（生徒を除く）のうちから引率責任者を定めることを要する。
（使用責任者）
第８条　学生・生徒が使用するときは，引率者が使用責任者となる。
２　使用責任者は，セミナーハウスの使用全般について，指導の責任を負うものとする。
（予約申込み）
第９条　セミナーハウスの使用を希望する者は，使用日前月の月始めから使用日 10 日前までに空き
室の有無を確認の上，次の各号により予約申込みをしなければならない。
　①　本学部学生の場合は，学生課あて。
　②　本学部教職員の場合は庶務課あて。
　③　本学部以外の学生・生徒の場合は，部科校の所管課を経由して本学部学生課あて。
　④　本学部以外の教職員・その他の場合は，部科校の所管課を経由して本学部庶務課あて。
２　前項の予約申込みに当たっては，本学部所定の予約申込票（様式１）を用いるものとし，使用団
体名・使用責任者・目的・人員・期日・期間等を明示しなければならない。

３　予約の申し込みは，第６条の使用順位を踏まえた上，申込順に受け付ける。
（使用手続）
第 10 条　前条の予約申込みをした者は，次の各号の定めるところに従って使用手続をしなければな
らない。

　① 　本学部学生の場合は，予約申込みの際，指示された期日（使用日前７日）までに，本学部所定
の使用者名簿を添付した使用申請書（様式２）を学生課に提出し，承認を受けるものとする。

　②　本学部教職員の場合は，第１号に準じ，庶務課において使用手続をしなければならない。
　③ 　本学部以外の学生・生徒の場合は，第１号に準じ，部科校を経由して本学部学生課に提出し，
承認を受けるものとする。

　④ 　本学部以外の教職員・その他の場合は，第１号に準じ，部科校を経由して本学部庶務課に提出し，
承認を受けるものとする。

２　前項の承認を受けた者は，第 13 条に定める使用料金を本学部会計課に納入し，セミナーハウス
使用書の交付を受けるものとする。
（使用手続後の取消し・変更）
第 11 条　使用手続後に使用の取消し，使用期日・人員等の変更が生じた場合は，速やかに学生課又
は庶務課に届け出て許可を得なければならない。
（使用日数）
第 12 条　使用日数は，原則として同一人につき３泊４日を限度とする。ただし，本学部が特に認め
たときは，日数を延長することができる。
（使用料金）
第 13 条　セミナーハウスの使用料金は，別に定める。
（使用料金の返還）
第14条　既納の使用料金は，返還しない。ただし，本学部の都合又は天災事変等により使用できなかっ
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た場合は，この限りでない。
（使用書の提示）
第 15 条　使用者は，到着の際，直ちに管理人に使用書を提示し，その指示に従わなければならない。
（交替時間）
第 16 条　使用者の交替時間は，次のとおりとする。
　①　退室時間　午前 10 時
　②　入室時間　午後２時から午後４時まで。
（使用の制限）
第 17 条　使用者が，次の各号の一に該当するときは，使用の承認を取消し又は使用の中止若しくは
退室させることができる。

　①　伝染病に罹患し，伝染病疾患を有するとき。
　②　未承認のまま使用しようとするとき。
　③　使用が承認された者と実際の使用者が違うとき。
　④　第 19 条に規程する事項に違反したとき。
（使用書の転貸等の禁止）
第 18 条　使用書は，第三者に転貸又は譲渡してはならない。
（損害賠償）
第 19 条　使用者が，故意又は過失により建物・設備及び備品等を破壊・汚損した場合は，その損害
を賠償させることができる。
（内規等の遵守）
第 20 条　セミナーハウスの使用者は，この内規及び別に定める使用者心得等を遵守し，管理人の指
示に従わなければならない。
（経　　理）
第 21 条　セミナーハウスの経理は，本学部の一般会計に属するものとする。
（所　　管）
第 22 条　セミナーハウスの管理運営に関する事務は，庶務課とする。

　附　　　則
１　この内規は，平成28年４月１日から施行する。
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《日本大学校歌》
作詞　相　馬　御　風
作曲　山　田　耕　筰

１　日に日に新たに　文化の華の

　さかゆく世界の　曠野の上に

朝日と輝く　国の名負いて

　巍
ぎ

然と立ちたる　大学日本

正義と自由の　旗
きひょう

標のもとに

　集まる学徒の　使命は重し

いざ讃えん　大学日本

　いざ歌わん　われらが理想

２　四海に先んじ　日いづる国に

　富嶽とゆるがぬ　建学の基
も と

礎

栄ある歴史の　道一すじに

　向上息
や

まざる　大学日本

治世の一念　炎と燃ゆる

　われらが行く手の　光を見よや

いざ讃えん　大学日本

　いざ歌わん　われらが理想
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日本大学水上応援歌
　　（水の覇者日大）

サトウハチロー　作詞
古　関　裕　而　作曲

１．青きは希望の　山の峰
　　澄めるは心と　水の色
　　富士おば背負い　堂々と
　　しぶきをあげて　技を練る
　　歴史は歌う　日大の
　　伝統輝く　水の覇者
　　日大　日大　おお日大
　　（２番略）

３．南の里なら　河育ち
　　北なら海辺の　潮の子
　　津々浦々より　集いきし
　　精鋭錬磨の　その日夜
　　今日又勝てり　日大の
　　伝統輝く　水の覇者
　　日大　日大　おお日大

４．水上日本の　声名を
　　守るは　我等の肩にあり
　　記録の更新　むねとして
　　世界覇者たれ　王者たれ
　　轟け響け　日大の
　　伝統輝く　水の覇者
　　日大　日大　おお日大

日本大学応援歌
　　（花の精鋭）

東　　　辰　三　作詞
明　本　京　静　作曲

１．輝く伝統　母校の為に
　　栄誉担いて　今開く
　　花の精鋭　日大健児
　　フェアプレイ　日大
※　フェアプレイ　日大
　　立て　打て　勝て
　　勝利微笑む　花の日大

２．輝く太陽　燃え立つ意気に
　　紅い染めて　咲き誇る
　　（※　くりかえし）

３．輝く瞳に　みなぎる闘志
　　あたりはらいて　咲ききそう
　　（※　くりかえし）

日本大学応援歌
　　（輝く日大）

松　阪　直　美　作詞
猪　俣　公　章　作曲

１．戦えば勝つ　伝統の
　　誇り輝く　わが母校
　　烈々の意気　天を突く
　　たたえよ若さ　示せよ力
　　日大　日大　いざふるえ日大

２．どとうの如き　精鋭の
　　向う所に　敵はなし
　　さっそうの意気　花と咲く
　　たたえよ若さ　示せよ力
　　日大　日大　いざふるえ日大

３．光と競え　フェニックス
　　風に勝利の　旗がふる
　　豪快の意気　高らかに
　　たたえよ若さ　示せよ力
　　日大　日大　いざふるえ日大
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　　　桜の木の下で

金　澤　　　裕　作詞
山　上　路　夫　補作
森　田　公　一　作曲

１．桜の木の下で　語ろう友よ
希望に満ちた　若い日の夢
いまこの時は　帰らないけど
花びら肩に　かかる中で
君と語った　ひとときを
忘れない　いつまでも　忘れない

２．桜の木の下で　歌おう友よ
心の中の　あふれる想い
憧れこめた　その歌声は
流れる雲に　乗ってゆくよ
君と歌った　ひとときを
忘れない　いつまでも　忘れない

３．桜の木の下で　逢おうよ友よ
理想に燃えた　若い瞳よ
季節が移り　別れたあとも
いつでも逢える　仲間ならば
君と誓った　ひとときを
忘れない　いつまでも　忘れない

　　　日本大学賛歌

石 本 美 由 紀　作詞
服　部　克　久　作曲

１．友は
未来を担う　使命に燃えて
いつも
新しい明日を　見つめる
陽射し
あふれる空へ　理想のつばさ
友よ
逞しく　広げて　飛ばそう
日大　日本の精神　受け継ぐ吾等
日大　日大　日大　世界を語ろう
おお　日大

２．花は
いのちを育て　試練に耐えて
いつも
素晴らしい　希望を咲かせる
人は
歴史を尊

とおと

び　やしなう気風
友よ
団結の　人の和　つくろう
日大　日本の闘志　受け継ぐ吾等
日大　日大　日大　世界を目指そう
おお　日大

３．星は
宇宙の夢を　描いて光り
いつも
この胸に　憧れを与える
いざや
自由の旗を　雄々しくかざし
友よ
向学の　若さを競おう
日大　日本の文化　受け継ぐ吾等
日大　日大　日大　世界を学ぼう
おお　日大
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東棟　　East

6F 音楽小ホール

5F 映画試写室　映画ネガ編集室　映画ポジ編集室　映画オフライン編集室

4F 映画学科事務室　映画学科教職員室　映画研究室　録音スタジオ3～7

3F E－301・E－302教室　写真学科センター　写真研究室　写真ゼミ室A・B
写真金丸記念資料室　アニメーション撮影室　撮影スタジオ5　演劇研究室

2F
E－201～E－211教室　写真デジタルフォトラボA・B
写真講義室　写真ゼミ室C・D　写真作品仕上室
映画演技レッスン室　フィルム・ビデオライブラリー室

1F E－101・E－102教室　写真ギャラリー　写真スタジオ　写真機材センター
撮影スタジオ　録音スタジオ1・2　映画美術製作室　映画メーキャップ室

B1F EB－1・EB－2教室　写真暗室　写真実習講義室1～3　映画現像機室　タイミングルーム

南棟　　South

6F 音楽研究室　音楽レッスン室　音楽演習室C3～6

5F 音楽学科事務室・講師室　音楽研究室　音楽スタジオ　音楽コンピュータールーム　
音楽演習室C0・C1・C2　音響測定室　AV編集室　ミーティングルーム

4F S－401～S－408教室　演技実習室1・2　

3F S－301～S－304教室　放送研究室　演劇資料室
演劇録音スタジオ　放送PCルーム　放送ミーティングルームF

2F 放送学科事務室・講師室　放送研究室　放送ミーティングルームC～E

1F テレビスタジオ1・2　出演者控室　放送学科技術センター

B1F 録音スタジオA～D　ビデオ編集室　放送ミーティングルームA・B

北棟　　North

3F 第6実習室　演劇ミーティングルーム2
演劇研究室　照明・音響機械室

2F ホワイエ　中ホール
更衣室A　照明音響倉庫

1F 演劇学科事務室　演劇実習運営室　実習準備室　演劇合同研究室　講師室
第5実習室　演劇小ホール　スタッフルーム　更衣室B　更衣室C

B1F
演劇ミーティングルーム1　第1実習室
第2実習室　第3実習室　第4実習室　WorkshopA

施設一覧
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西棟　　West

7F
美術学科事務室　美術研究室A～E　絵画アトリエ1～9
造形芸術専攻（美術）ゼミ室　造形芸術専攻（美術）絵画アトリエA・B　絵画研究室

6F
大学院研究室　芸術教養課程研究室
講師室　大学院前期・後期院生研究室
研究事務課　研究教育・情報センター

5F
文芸学科事務室　文芸研究室　文芸資料室
出版編集室　DTP室　文芸ゼミ室1～5

4F 図書館　図書館事務課　PCルーム

3F

芸術資料館　芸術資料館事務室　博物館学研究室
学芸員実習室　アトリエD　デジタル工作室　造形芸術専攻（デザイン）アトリエ
美術版画室　美術学科多目的室　美術研究室F・G
W－301～303教室　学生支援室　校友会室　PC管理室

2F
学部長室　事務局長室　秘書室　学部次長室・担当室　事務局次長室　会議室
デザイン学科事務室　デザイン研究室　デザインミーティングルーム1　
アトリエC－1・C－2

1F

事務長室　経理長室　庶務課　教務課
会計課　学生課　管財課　就職指導課
アトリエL－1～L－3　アトリエA－1～A－3　アトリエB－1～B－3
デザイン工房　デザイン工房準備室

B1F
美術研究室H～K　美術工房準備室　美術彫刻アトリエ
美術木工アトリエ　美術金属アトリエ　美術・デザイン写真スタジオ
デザインプレゼンテーションルーム　デザインミーティングルーム2

A棟　　A Building

4F A－401教室　A－402教室　A－403教室　A－404教室

3F A－301教室　A－302教室　A－303教室　A－304教室

2F A－201教室　A－202教室

1F A－101教室　A－102教室

B1F A－B101教室　A－B102教室　A－B103教室

B2F A－B201教室　A－B202教室
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◆̶ ̶̶ 前期 ̶̶ ̶◆ ◆̶̶ ̶ 後期 ̶̶ ◆̶

４月 芸術学部入学式 10 月 日本大学創立記念日（４日）

新入生ガイダンス及びオリエンテーション 11 月 芸術学部祭

クラブガイダンス及び勧誘 12 月 冬期休暇

前期授業開始 １月 卒論・卒制等提出手続き

教職課程ガイダンス 教員免許状一括申請手続き

学芸員課程ガイダンス 後期・学年末授業内試験

司書教諭・司書課程ガイダンス 後期・学年末定期試験

７月 前期授業内試験及び中間試験 後期授業終了

前期定期試験（７月～８月） 学年末休暇

前期授業終了（７月～８月） ２月 後期・学年末追・再試験

８月 夏期休暇 入学者選抜（２月～３月）

９月 後期授業開始 ３月 日本大学卒業式（25 日）

前期追・再試験 芸術学部学位記授与式（25 日）

２年次生以上ガイダンス

（注）年度により変更されることがあるので，年度始めに発表される授業日程などで確認すること。
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日 本 大 学 芸 術 学 部 電 話 番 号 案 内

電話番号案内　　　　8 2 0 0
庶 務 課　　　　8 2 0 1
教 務 課　　　　8 2 0 2
〃   （入試係）　　　　8 2 8 2
会 計 課　　　　8 2 0 3
学 生 課　　　　8 2 0 4
保 健 室　　　　8 2 8 1
学生支援室　　　　8 2 9 9
管 財 課　　　　8 2 0 5
図書館事務課　　　　8 2 0 6
就職指導課　　　　8 2 0 7
研究事務課　　　　8 2 0 8
守 衛 室　　　　8 2 8 5

写 真 学 科　　　　8 2 1 0
映 画 学 科　　　　8 2 2 0
美 術 学 科　　　　8 2 3 0
音 楽 学 科　　　　8 2 4 0
文 芸 学 科　　　　8 2 5 0
演 劇 学 科　　　　8 2 6 0
放 送 学 科　　　　8 2 7 0
デザイン学科　　　　8 6 9 0
芸術教養課程　　　　8 2 8 4

江古田校舎　　　〒 176-8525 東京都練馬区旭丘２－ 42 －１
☎　ダイヤルイン　03 － 5995 －○○○○（直通）

所沢校舎　　　〒 359-8525 埼玉県所沢市中富南 4－ 21
　☎　04 － 2993 － 2211（守衛室）

日本大学芸術学部　　　　　　　　　　　　学科　　　　　　　　　　　　　　番

　　　　　　〒住　所　　　　　　　　電話　　　－　　　－　　　　　　　　　　　　　（　　　　方）

氏　名


